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ｔｈｅ

　

ｓａｍｅ

ｔｉｎｌｅ，ａｎｄ

　

ｃｏｎｓｅｑｕｅｎｔｌｙ

　

ｔｈｅ

　

ｇｒｏｕｐ

　

ｏｆ

　

ｉｎ］ｎ１ｉｇｒａｎｔｓ

　

ｄｉｄ

　

ｎｏｔ

　

ｎｅｃｅｓｓａｒｉｌｙ

　

ｃｏｎｓｉｓｔｓ

　

ｏｆ

　

ｔｈｏｓｅｓｕｉｔａｂｌｅｆｏｒ

ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌｉｍｍｉｇｒａｔｉｏｎ．

　　

２） Ｂｅｉｎｇ

　

ｔｈｅ

　

ｉｍｍｉｇｒａｎｔｓ

　

Ｗｈｏ

　

ｓｅヒｔｌｅｄ

　

ｕｎｄｅｒ

　

ｂｅｎｅｖｏｌｅｎｔ

　

ａｎｄ

　

ｄｉｒｅｃｔ
′
ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ，ｔｈｅｙｈａｄ，ｗｉｔｈｉｎ

ｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓ，ａｎ

　

ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ

　

ｃａｕｓｅ

　

ｏｆ

　

ｄｅｃｌｉｎｅ

　

ｏｗｉｎｇ

　

ｔｏ

　

ｔｈｅ

　

ａｌｔｅｒａとｉｏｌｌ

　

ｏｆ

　

ｔｈｅ

　

ｉｎｌｍｉｇｒａｔｉｏｎ

　

ｐｌａｎｓ

　

ｂｙ

　

ｔｈｅ

ｇｏｖｅｒｎｍｅｎ七．

　　

３） Ｔｈｅｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｉｎｔｏｔｈｅｓｏｉｌｗａｓｉｎｃｏｍｐｌｅｔｅ，ａｎｄｓｏ Ｗａｓｔｈｅ ｍｅａｓｕｒｅｓｔａｋｅｎｂｙｔｈｅｇｏｖｅｒｎ－

ｎｌｅｎｔ

　

ｔｏＷａｒｄｓ

　

ｔｈｅ

　

ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅｏｆｆｒｉｇｉｄｐｒｏｖｉｎｃｅｓ． Ｔｈｅａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ

　

ｃｏｎｔｉｎｕｅｄｏｎｌｙｔｈｒｏｕｇｈｓｕｂｕｒｂａｎ

ｃｕｌｔｉｖａｔｉｏｎ，Ｗｈｉｃｈ，ｈｏｗｅｖｅｒ，ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｄ ｗｉ七ｈｔｈｅｄｅｖｅｌｏｌ）ｍｅｎｔｏｆｓｔｏｃｋ‐ｂｒｅｅｄｉｎｇ．

Ｔｈｅｓｅｃａｕｓｅｓｈａｄａｌｒｅａｄｙｅｆｒｅｃｔｅｄｔｈｅｇｒａｄｕａｌｄｅｃｌｉｎｅｏｆｔｌｌｅｉｍｍｉｇｒａｎｔｓｉｎｔｈｅ団ｒａｏｆ Ｍｅｉｊｉ．

　　

ＶＩＬＬＡＧＥ

　

ＬＩＦ団

　

ＯＦ

　

団Ｘ‐ＳＡＭＵＲＡＩ

　

工ＭＭＩＧＲＡＮＴ

　

ＧＲＯＵＰＩＮ ＴＨ団 戯ＲＡ ＯＦ

　

Ｍ⑥ＩＪ１： Ｄｕｒｉｎｇｔｈｅ

ＥｒａｏｆＭｅｉｊｉ，ｍａｎｙｅｘ‐ｓａｎ・口ｒａｉｓｃａｍｅｏｖｅｒｔｏＨｏｋｋａｉｄｏｕｎｄｅｒｔｈｅｎａｍｅｏｆｇｉｖｉｌｌｇｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔａｎｄｄ
ｉｄ

ｍｕｃｈ

　

ｆｏｒ

　

ｔｈｅ

　

ｅｘ ｏｉｔａｔｉｏｎｏｆ Ｈｏｋｋａｉｄｏ，

　

晒白ｌｅｎ

　

ｗｅ

　

ａｎａｌｙｚｅ

　

ｔｈｅｉｒ

　

ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ

　

ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔともｎｄ

　

ｔｈｅ

Ｐｒｏｃｅｓｓｏｆｔｈｅｉｒｖｉｌｌａｇｅｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｗｅ亘ｎｄｔｗｏｔｙｐｅｓｏｆｉｎｌｍｉｇｒａｔｉｏｎ； ｔｈｅｆａｍｏｕｓ ｍｉｌｉｔｉａ（Ｔｏｎｄｅｎｈｅｉ）

ｉｓｏｎｅａｎｄａｎｏｔｈｅｒｉｓｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｓｏｆｅｘ‐ｓａｍｕｒａｉｓ，ｏｆｗｈｉｃｈ

　

ｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｏｆ

　

Ｔｏｔｔｏｒｉ

　

ｉｓ

　

ａｎ

　

ｅ×ａｍｐｌｅ． 工ｎ

ｏｒｄｅｒ

　

ｔｏ

　

ａｎａｌｙｚｅ

　

ｔｈｅｉｒ

　

江ーｏｄｅｏｆ

　

ｌｉｆｅ，ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ

　

ｔｈｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

　

ｏｆ

　

ｔｈｅ

　

ｇｒｏｕｐ，ｔｈｅｓｏｃｉａｌ
′
ｐｏｓｉｔｉｏｎｓｏｆ

　

ｔｈｅ

ｍｅｎ・ｂｅｒｓ，ｔｈｅｉｒ

　

ｎａｔｉｖｅ

　

ｐｌａｃｅｓ，ｔｈｅ

　

ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ

　

ｇｌｖｅー・ｂｙ

　

ｔｈｅ

　

ｒｅｃｅ１ｖｌｎｇ

　

ｐａｒｔｙ， Ｈｏｋｋａｉｄｏ，ｔｈｅ

　

ｒｅｌａｔｉｏｎ

ｂｅｔｗｅｅｎｆａｍｉ１ｉｅｓ，ｆｒｏ１ｍｔｈｅｔｉｎ．ｅｏｆｔｈｅｏ１〕ｅｎｉｎｇｏｆ

　

ｔｈｅｖｉ１ｌａｇｅｔｏｔｈｅｔｉヱ１〕ｅｏｆｔｈｅｓｔａｂｉ１ｉｚａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｉｒ

ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌｎｌａｎａｇｅｍｅｎｔ，ｗｅｔａｋｅｕｐ，ａｓｔｈｅｍａｔｅｒｉａｌ，ｔｈｅｄｉａｒｙｏｆＴｏｍｏｎｏｒｉｓａｋａｍｏｔｏ，ｔｈｅｌｅａｄｅｒｏｆ

ｔｈｅｉｎ］ｍｉｇｒａｎｔｇｒｏｕｐ，ｈｉｓｄｏｍｅｓｔｉｃａｃｃｏｕｎｔ‐ｂｏｏｋａｎｄｏｔｈｅｒｄｏｃｕ江ーｅｎｔｓ，

　

Ｔｈｅａｎａｌｙｓｉｓｙｉｅｌｄｓｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇ

ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎ： ｗｉｔｈｔｈｅｃｏｌｏｎｉｚａｔｉｏｎｄロー・ｉｎｇｔｈｅ配ｒａｏｆ Ｍｅｉｊｉ，ａｒｅａｌｓｔａｂｉｌｉｚａｔｉｏｎｏｆｌｉｆｅｈａｄ

　

ｔｏ

　

ｄｅＰｅｎｄ

ｏｎａｎｅｉｒｅｃｔｉｖｅ

　

ｓｙｓｔｅｎ・ｏｆ ｍｕｔｕａｌａｉｄｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｎｅｉｇｈｂｅｒｈｏｏｄｓ（ｋｕｎ１ｉ）ａｎｄｔｈｅｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎｉｎｇｏｆｔｈｅ

ｒｅｌａｔｉｏｎｂｅｔＷｅｅｎｆａｎ・ｉｌｉｅｓｂｙ ｍａｒｒｉａｇｅ，

　　

団Ｘ－ＳＡＭＵＲＡ１１ＭＭＩＧＲ，ＡＮＴＧＲＯＵＰ ＡＮＤ ＥＤＵＣＡＴ１ＯＮ：

　

１０５ｆａｍｉｌｉｅｓｏｆｅ×－ｓａｎ・ｕｒａｉｓｗｈｏｉｌｎｎｌｉｇ－

ｒａｔｅｄｆｒｏｎＩＴｏｔｔｏｒｉｔｏｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｏｆ Ｋｕｓｈｉｒｏ， ＨｏｋｋａｉｄｏｂｒｏｕｇｈｔｕｐｔｈｅｉｒｃｈｉｌｄｒｅｎｏｎｔｈｅＰｒ
ｉｎｃｉｐｌｅｏｆ

ｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇ

　

ｔｈｅｎｌｓｅｌｖｅｓｓｏ

　

ａｓ

　

ｔｏ

　

ｍａｉｎ・ｔａｉｎ

　

ｔｈｅｈｏｎｏｕｒ

　

ｏｆ

　

ｅｘ‐ｓａｍｕｒａｉｓ，ｄｅｆｙｉｎｇ，ｉｎｓｔｒｏｎｇｓｏｌｉｄａｒｉｔｙ，ｔｈｅ

口ｎａｃｃｕｓｔｏｍｅｄｐｈｙｓｉｃａｌｌａｂｏｕｒ，ｎａｔｕｒａｌｃａｌａｍｉｔｉｅｓａｎｄｅｘｔｒｅｍｅｐｏｖｅｒｔｙ， ｌｎｏｃｔｏｂｅｒ，ｔｈｅｌ９ｔｈｙｅａｒｏｆ

ｔｈｅＥｒａｏｆ Ｍｅｉｊｉ，２ｙｅａｒｓａｆｔｅｒｔｈｅｉｒ丘ｒｓｔｉｍｍｉｇｒａｔｉｏｎ，ｔＷｏｇｏｖｅｒｎｎ１ｅｎｔＰｒ
ｉｍａｒｙｓｃｈｏｏｌｓ，ｎａｎ１ｅｌｙ，ｔｈｅ

Ｄａｉ－ｉｃｈｉＴｏｔｔｏｒｉＰｒｉｍａｒｙＳｃｈｏｏｌ

　

ａｎｄｔｈｅＤａｉ‐ｎｉＴｏｔｔｏｒｉ

　

Ｐｒｉｎｌａｒｙ

　

Ｓｃｈｏｏｌ

　

ｗｅｒｅ ａｌｒｅａｄｙ

　

ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ

　

ｆｏｒ

１１６－
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ｔｈｅｅｄｕｃａｔｉｏｎｏｆ

　

ｔｈｅｉｒｃｈｉｌｄｒｅｎ． Ｔｈｅｉｒｐｅｒｃｅｎｔａｇｅｏｆｓｃｈｏｏｌａｔｔｅｎｄａｎｃｅｗａｓｖｅｒｙｈｉｇｈ

　

ｉｎｓｐｉｔｅ

　

ｏｆ

　

ｔｈｅ
ｅｘｔｒｅｍｅｐｏｖｅｒｔｙｔｈｅｙ ｗｅｒｅｓｕｆｒｅｒｉｎｇｔｈｅｎ，ａｎｄｔｈｉｓｈａｄ

　

ａｇｒｅａｔｉｎＲｕｅｎｃｅ

　

ｕｐｏｎ

　

ｔｈｅｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ

　

ｗｏｒｌｄ

ｏｆｔｈｉｓｄｉｓｔｒｉｃｔ， Ｔｈｅｉｒｈｉｇｈｐｅｒｃｅｎｔａｇｅｏｆｓｅｔｔｌｉｎｇｄｏｗｎ，ｔｈｅｉｒｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ

　

ヒｏｔｈｅｄｉｓｔｒｉｃｔｏｆＫｕｓｈｉｒｏ，
ｗｉｔｈｏｕｔ

　

ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ

　

ｅｖｅｎ

　

ａ

　

ｓｉｎｇｌｅ

　

ｃｒｉｍｉｎａｌ

　

ｉｓｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｎｏｔａｓｄｕｅｔｏ‘‘ｓｕｃｈｐｏｖｅｒｔｙｔｈａｔｔｈｅｙｃｏｕｌｄ

ｎｏｔｈａｖｅ

　

ｒｅ１ｍｏｖｅｄ

　

ｅｖｅｎ

　

ｉｆ

　

ｔｈｅｙ

　

ｈａｄ

　

ｗｉｓｈｅｄ

　

ｔｏ，
“ｂｕｔ

　

ａｓ

　

ｄｕｅ

　

ｔｏ”ｔｈｅ

　

ｓｏｌｉｄａｒｉｔｙ

　

ｉｎ ｗｈｉｃｈ

　

ｔｈｅｙ

　

ｒｅｎ・ａｉｎｅｄ

ｂｅａｒｉｎｇｉｎｍｉｎｄｔｈｅｈｏｎｏｕｒｏｆｂｅｉｎｇｄｅｓｃｅｎｄａｎｔｓｏｆＴｏｔｔｏｒｉ‐ｓａｍｕｒａｉｓａｎｄｔｏ

　

ｔｈｅｉｒｅｄｕｃａｔｉｏｎ

　

ｗｉｔｈｔｈｅｉｒ
ｆａｍｉｌｙ

　

ａｓｉｔｓ

　

ｎｕｃｌｅｕｓ．

　　

ＡＮ ＯＢＳ脇Ｒ，ＶＡＴＩＯＮ ＯＮ ＴＨ団 ＢＲ，図ＡＫ”ＵＰ ＯＢ ＴＨＥ ＦＵＮＣＴＩＯＮＯＦ週Ｘ－ＳＡＭＵＲＡ工’ＳＧＲＯＵＰ；

　

Ｑｕｅ‐

ｓｔｉｏｎａｉｒｅｍｅｔｈｏｄｒｅｖｅａｌｓｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｆａｃｔｓｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇｔｈｅ”ｇｅｎｅｒａｌｃｏｎｓｃｉｏｕｓｎｅｓｓ，’ａｎｄｔｈｅ”ａｔｔｉｔｕｄｅ“；

　　　

１） Ｔｈｅｙｏｕｎｇｅｒｇｅｌｌｅｒａｔｉｏｎｂｅｌｏｎｇｉｎｇｔｏｔｈｅｇｒｏｕｐ

　

ｏｆ

　

ｔｈｅ

　

ｅｘ‐ｓａｍｕｒａｉ

　

ｉｍｍｉｇｒａｎｔｓｆｒｏｎ１ Ｔｏｔｔｏｒｉ

ｓｈｏｗｓｎｏｔｈｉｎｇｐｅｃｕｌｉａｒ

　

ｗｉｔｈ

　

ｒｅｓｐｅｃｔｔｏ

　

ｔｈｅ

　

ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ

　

ｏｆ，ｔｈｅｆｅｅｌｉｎｇｏｆ

　

ｉｎｔｉｎｌａｃｙ

　

ｗｉｔｈ，ｔｈｅｉｎｆｌｕｅｎｃｅ
ｔｈｅｙｒｅｃｅｉｖｅａｔｈｏｎ・ｅｆｒｏｍ，ａｎｄｔｈｅｈｕｍａｎｒｅｌａｔｉｏｎ

　

ｗｉｔｈｔｈｅｐｅｏｌｅｏｆｔｈｅｎａｔｉｖｅｐｌａｃｅｏｆｔｈｅｉｒａｎｃｅｓ－
ｔｏｒｓ，ａｎｄｔｈｅｐｌａｃｅｉｔｓｅｌｆ．

　　

２） Ｔｈｅｐｅｏｐｌｅｏｆｔｈｅｓａｍｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎａｒｅｎｏｔｐｅｃｕｌｉａｒｌｙｉｎｆｌｕｅｎｃｅｄｂｙ

　

ｔｈｅ

　

ｐｒｅｖｉｏｕｓ

　

ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ，
ＶＶｅｃａｎｃｏｎｃｌｕｄｅｔｈａｔｔｈｅｐｅｃｕｌｉａｒｇｒｏｕｐｆｕｎｃｔｉｏｎ

　

ｗｈｉｃｈｄｅｖｅｌｏｐｅｄｆｒｏｍｔｈｅｆｉｒｓｔ

　

ｔｏｔｈｅｓｅｃｏｎｄｇｅｎｅ‐

ｒａｔｉｏｎ

　

ｈａｓ

　

ｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙ

　

ｂｒｏｋｅｎ

　

ｕｐ

　

ａ江Ｉｏｎｇ

　

ｔｈｅｐｅｏｐｌｅｏｆ

　

ｔｈｅ

　

ｙｏｕｎｇｅｒ

　

ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ，

　　

ＡＮ ＯＢＳ団ＲＶＡＴ工ＯＮ ＯＮ ＴＨＢ Ｄ団ＣＬＩＮ団ＯＦ ＴＨ国 ＧＲＯＵＰ ＣＯＮＳＣ１ＯＵＳＮＥＳＳＯＦ ＥＸ－ＳＡＭＵＲ，Ａ工Ｓ：
Ｔｈｅ

　

ｅｓｔｉｍａじｉｏｎ

　

ｉｎ

　

ｓｏｃｉａｌ

　

ｄｉｓｔａｎｃｅ

　

ｓｃａ１ｅ

　

ｏｆ

　

ｔｈｅ

　

ｉｎｔｉｍａｃｙ

　

ｗｉｔｈｉｎ

　

ｔｈｅ

　

ｇｒｏｕｐｏｆｔｈｅｅ ｓａｍｕｒａｉｓｆｒｏｍ
Ｔｏｔｔｏｒｉ

　

ｒｅｖｅａｌｓｔｈｅｆｏｌｌｏ・ｖｉｎｇｆａｃｔｓ：

　

ｗｉｔｈｔｈｅｐｅｏｐｌｅｏｆｔｈｅｏｌｄｅｒｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｔｈｅｉｎｔｉｍａｃｙ・
ｉｓｓｔｒｏｎｇｅｒ．
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１．

　

鳥取藩濃熔士族の動向

徳

　

永

　

職

　

男

①

　

幕末・明治初年における島版藩の身分構造１）

　

， 明治３年の戸ロ調査によれば， 鳥取県（旧鳥取藩）の総人口は３７１，１０２人で， その身分別として

は， 華族・士族・卒族・平民・社務人・陰陽師・僧・ｉＥ・山伏・虚無僧・禰多・非人の１２身分に

分けている。

　　

このうち， 江戸時代の農・工・商の階級に当る平民は３２９，５９８人で， 総人ロの８８％ を占め， 武

士階級の後である華族・士族・卒族はその約１０分の１， すなわち３２，８２９人であった。

　

これらの身

分別人ロ比率は， 幕末も明治初年も大差ないものと推察される。

　　

江戸時代を通じて， 支配階級としてあった武士階級にとって，「旧来ノ晒習ヲ破り，天地ノ公道

ニ基グ可シ」 とする明治政府の身分制度変革は， 他の階級（農・工．薦等）における場合よりも大き

い衝撃であったと見られよう。 それ故に， 身分別人口比率の多くないかれらの間に華・土・卒族の

別が作られ， さらに土・卒の間に幾つかの段階が設けられたのである。 これらの族称はまた一つの

栄誉でもあり， 従ってかれらに対する罰則に 「除族」というのもあったが， この新しい身分制によ

って旧武士の封建的感青は満足されていたのである。

　

江戸時代に， 鳥取藩においては， 家臣を土・卒の二等に分けたが， これはさらに次のように細

分されていた。

ゴー：

（１） 家

　　

老

　　

様がおよそ１５，０００石より３，０００石に至るもの

（２） 番

　　

頭

　　

３，５００右から５００石に至るもの

（３） 物

　　

頭

　　

８００石から２００石に至るもの
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（４） 平

　　

士

　　

４人扶持３０俵以上５（６）００石に至るもの

　

卒

　　　

（１） 徒

　　　　　

１８俵３人扶持

　　　

（２） 弓

　　

徒

　　

１３俵３人扶持

　　　

（３） 苗 字 付

　　

１０俵２人扶持

　　　

（４） 無

　　

苗

　　　　

（イ） 中

　　

書

　　

７俵２人扶持

　　　　

（ロ） 足

　　

軽

　　

｛同

　

上）

　　

明治２年１２月２９日， 鳥取藩では旧家臣を士族・徒族・銃卒の三等に分け
たが， 士族は従来の

「土」 であり， 徒族は徒前の 「卒」 のうち徒・弓徒・苗字付をいい，
無苗が銃卒と呼ばれた。 ただ

し， この三等級の他に 「徒族勲功アルラ
一代士族トナス。 徒族ニシテ徒前藩主ノ目見ヲ許サ

ル、ヲ

参賀ノタリトス。」 の規定に見られるような身分も定められている。

　

翌年５月２７日には，

　

この三等級を廃て士族・卒族・とし， 士族を上士・中士・下士に， 卒族

を上等・中等・下等卒族の各三等に分けたが， この改正において注目すべきは

　　

（イ） 「徒前３人１３俵席之徒族」，

　

すなわち藩政時代の「徒」 を 「下士」 として士族の列に加

えたこと

　　

（口） 銃卒の名を廃して下等．卒族とするとともに， 苗字を用いることを認めたこと

である。

　　

この年９月， 政府は藩政改革に際して，「土・卒二等ノ外，
ガリニ等級ヲ立ルラ許サス」２）と令し

たが， この趣旨に基づいて鳥取藩では翌明治
４年に士族・卒族それぞれの三等級を廃止した。 この

際に， 前年 「下士」 として士族に編入されていた藩
政時代の 「徒」 を再び排除するに至ったことは

注意すべきである。

　　

しかしこの改革によって， 武士階級中の幾多の身分が形の上では
一応士族・卒に二分され， そ

の他士族についての 「永世士族」・「一代士族」 の別，「郷土・郷卒」 などの呼称も廃止されるに
至っ

た。

　

さらにその翌年正月には， 太政官布告によって 「卒ノ世襲スル者ヲ以テ士族ト為ス」
３）ことが

定められるに至ったのである。

　　

一方各藩において行われていた「均し面」４）の制度は，鳥取藩にも明治初年以来行われて，
武士

階級の間に見られた封様の懸隔が次第に縮少されつつあった。すなわち鳥取藩士族における減
禄は，

原禄の１０分の１の額を家禄とし，さらにその５分の２相当の現米を支給するもの
で， 原禄３，０００石

は家禄３０Ｃ石， 現米１２０石となった。

　

しかし原禄８７０石から２６０石までは一律に現米３５石とし，

「現米３５石不足之者」 は 「是迄之通」 と定めている。

　　

このようにして武士階級内部の古い身分別は漸次撤廃され， さらに江戸時代に厳重を極めた移

住及び職業の自由に関する諸制限もとり除かれて，

　

鳥取藩においては既に明治４年１０月には土卒

の農商に従事することを許し， また土卒農商の 「他所出売買」 を認めるに
至った。

　　

しかしこれらの改革によって， 旧民士の封建的意識， 身分的優越感は決して消
滅したのではな

く， このことは士族の更生にわざわいする結果ともなった。

〔註〕

１｝

　

この項は主として「鳥取県歴史」政治部および制度部に依った。

２） 「明治史要」巻４，明治３，９，１０．

３） 同上。巻６，明治５，１，２９．

４） 滝川政次郎「日本社会史」．

－１１８－



北海道移住諸集団の類型的考察

②

　

秩総処分・士族授産

　　

秩禄処分は明治２年６月の版籍奉還直後から９年の金禄公債に至るまで続けられ， 明治２年６

月２５日には，「現石１０分ノ１ヲ以テ家禄ト可破相定候事」 が達せられた。

　　

明治５年１２月に全国徴兵の制が定められ，

　

ついで翌年１月に徴兵令が刊布されたが， これに

よって旧武士階級はその本来の職務を失い，秩禄処分も一層進められた。６年１２月には家禄５方右

以上のものに家禄税１）を課し， また１００石以下の家禄・貫禄還納の制を設けて， これを請うものに

は直ちに６年の全額を給与することとし， 翌年１１月には１００石以上のものにも還糖を許した２）。 ６

年分の給与はその半分が現金， 半分が公債証書と定められていた。

　　

明治６年の家禄・賞禄辺納の制は， 鳥取県では７年１月２０日に布達されたが， 産業資金とし

て与えられる６年分の給与が必ずしもその目的を達しない場合も多く

　　

間ニハ目下究驚余， 一亘之浮利・一時之傍倖ニ着目シ， 甚シキニ至ッテハ， 骨肉親戚ニモ熟議

　　

ヲ不し遂慢ニー己ノ臆断ヲ以而願出，或ノ・言行忽チ縄酷ノ挙動ニ及ビ候輩モ有し之哉ニ相間へ以

　　

之外ニ候。 必・覚其身ノ不経済ヨリシテ今日ノ糊口ニ苦シミ， 一時財差別ノ為ニシ， 或ノ・放坪怠

　　

惰ニシテ若干ノ家産ヲ傾ケ， 尚其非ヲ遂ゲルノ資トナサンガ為ナラソ勲３）。

といわれるものもあったようである。 しかも秩禄の負担は国家にとっても重く， このため資金の給

与・についてもある程度の制約が加えられたが， 上に挙げた明治７年７月２５日の県告諭には

　　

兼テ不一貫し手ノ所業ヲ目的トシ， 頓ニ願日ゴ候共容易ニ採用難＝相成一筋ニ有し之， 就中今般更ニ

　

詮議ノ次第モ有し之， 以来応接定日ニハ其ノ前途ノ目的及趣向詳悉書取ニシテ持参致シ， 重ヌ

　

ルニ口上ヲ以而可＝申述－候。 万一事実艇酷ニ渉リ，頗ル詐偽之所業相間へ候ニ於テハ， 取札之

　　

上山乞度其処置可二申付－候条， 此旨兼而可二相心得‐候事。

として厳選主義をとった。

　

ついで明治８年７月１４日に，

　

政府は仮に還禄の制を停止し， ９月７日に至って家禄・貫禄を

改めて金禄とし， 各地貢米３年（明治５年より７年に至る）の均価によってその額を定めた
４）
。

　　

これに対して鳥取県では９月２７日付同を提出し

　　

当県右三ヵ年平均取調候処， 左ニ記載候通３円６２銭６厘３毛５糸ト相成候へパ， ５・６ノ両年

　

豊熟ニシテ米価随テ下落， 唯昨７年分粗方今ノ相場ニ適シ候而区ニテ， 右三カ年ノ平均ヲ以テ

　

スルトキハ， 方今ノ米価ニ匹敵セズ。 故ニ地租改正照準ニ相用候明治３年以降五カ年平均４円

　　

４５銭ノ相場ヲ以テセバ， 晒１１力允当ヲ得ルニ似タリ。

として， 金禄確定の基準を五カ年の平均によることを歎願した。 またこの時， 大層熊谷清右衛門を

上京させて周旋に当らせている。

　　

この後， 士族塩川忠通はじめ５００余名による同じ趣旨の嘆願書が１０月１４日，１５日の二回にわ

たって提出されたが， 前者が歎願の理由として

　

抑当県土族ノ景況預テ上申候通多クハ寒貧

　

中ニハ少々富有ノ者商法結社スルモ往々目途ヲ失

　　

ヒ， 徒ニ資本ヲ費候而己ナラス， 遂ニ破産スルニ至ル耳……京たテハ到底外ニ生計モ無し之， 唯

　

給禄ニ依頼スルノミ。

としているのに対して， 後者には

　

素ヨリ方今士族職掌モ無し之候得共， 跡平生志操節慨ヲ存シ， 報国ノ義務忘却セサル部衷深ク

　

御垂憐， 再聖顧ヲ被し為し加……
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と述べて， その基準を 「皇国一般ノ平均或ノ・戊辰以降七カ年ノ平均」 とすることを願っているのは

注目される。

　　

この歎願は， 県から再願のかたちで１０月１７日付中央に送られ， 一方士族から県への陳情はな

おこの後も続けられた。 県からの二回にわたる同のうち， １０月１７日付のものは却下きれ， 初めの

同に対しても１１月９日付で

　

同ノ趣， 五ヵ年平均相場立ノ本年第１３８条公布ニ対シ難し聞候条， 三力平均ノ相場ヲ以テ金禄

　　

改定可致候事

という大蔵省指令が達せられた。

　　

翌年５月， 鳥取県士族武宮丹治外５９名のものは，「荏薄倖禄ヲず車載シ， 又手滴日セルヲ反省

シ」５）， 農商のいずれかに従事して自活の道を講ずる資金を得るために， 家禄奉還を願い出た。 これ

に対しては。６月３０日付で，「同之趣難し聞候事」 とする大蔵卿の指令があったが， ついで８月
５日

にはいよいよ禄券の制が定められた。

　

禄券の制は， 華士族以下の家禄・質禄を廃し， 公債として証券を下付するもので， 禄の大小，

また永世禄・終身禄・眼年禄の巨別によってその高が異なったが， 金禄原額の高いものには支給率

が低く， 原額の低いものには高率となつている。

　　

明治１０年現在の鳥取県士族のうち，史料の残っている約４，６００人について金禄原額別に見ると

次表の通りであった６）。

２，５００円未満

　　　　　　　　　

４人
１，０００円以上

Ｉ，ｏｏｏ円未満

　　　　　　　　　

５人
５００円以上

５００円未満

　　　　　　　　　　

５人
３００円以上

３００円未満

　

，

　　　　　　　

６人
２００円以上

２００円未満

　　　　　　　　

４６０人
１００円以上

１００円未満

　　　　　　　　

８３２人

　

５０円以上

５０円未満

　　　　　　　　

２６９人

　

４０円以上

４０円未満

　　　　　　　　

１２７人

　

３０円以上

３０円未満

　　　　　　　

１，１８１人

　

２５円以上

　

２５円未満

　　　　　　　

１，７２８人

　　　

骨１・

　　　　　　　　　

４，６１７人

　　

このうち高３１円７３銭１厘以下２３円８７銭２厘ま′でのもの１，５０７人について見ると， 高４万５２

円８５銭２厘に対して， 現金は１人平均２円８７銭， 証券額の平均は１人約３５５円， 利金約２４円８５

鏡に過ぎなかった。

　

鳥取県士族の総数は， 明治１６年の統計によれば５，９３５人で， そのうち家禄嫌た禄原額）の明か

なもの４，６１７人の約６０％ が， 上に挙げた例と大差のない金禄原額３０円以下のものであった。 従っ

て広汎な士族の人々に支給された金額は極めて僅少で， 永くその生活を維持することは困難であっ

た。 これについて， 明治１５年の 「鳥取県歴史」 民俗の項には次の如く記している。
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其困弊月青況ヲ記述セソニ， 鳥取ヲ以テ其 モ甚シキモノトス。 初メ秩禄公債証書ノ恩賜及金

　　

禄公証書ノ授与アルニ方リ， 之ヲ転売シテ就業ノ資本トナスモノハ大低其目的ヲ誤り， 失敗ヲ

　　

取ルニ非ラサレハ則チ姦商ｇをｒ、曹ノ術中ニ陥り， 為メニ固有ノ財産ヲ併セテ之ヲ失フニ至り， 或

　　

ハー旦之ヲ受領スルモ忽然債主ノ手ニ帰シ， 或ノ・淫逸放蕩ニ浪費シ， 今日ニー≧－テハ其全額ヲ保

　　

存スル者ノ・真ニ落々長星ノ相望ムカ如シ。 加之近年物価非常ノ騰貴ニ遭遇シ，益其活路ヲ失シ，

　　

鐘粥ロラネ；初シ， 単衣寒ヲ凌キ， 夫ハ筆墨ヲ売ルニ托シ郷村ニ助ヲ乞ヒ， 婦ノ・破嚢ヲ提テ憐ヲ間

　　

里ニ求メ， 殆ド乞食者ト其態ヲ同ウスル者枚挙ニモー談アラス。

　　

このように， 一部の官途に就いた上級士族を除いて， 大部分の士族は農工商に従事するのに至

ったが， 政府もまた士族授産には積極的で， その政策は明治３年の帰農出願者に対する一時賜金の

下付， 同４年の開墾奨励の民部省票誌， 同７年の宮地低価払下布告などによく現われている。

　　

鳥取県においては， 明治５年１月に 「鳥取・米子等ニ居住スル卒士， 開墾共他浩計ノ為メ農間

ニ雑居セントスル者ノ・其目途ヲ立，

　

詳細書載シ願出可キ旨」７）を達しているが， これは前年の民部

省禄議に基づくものであろう。 また明治５年には， 士族の婦女子への授産のため， 女工場において

機織方を伝習させることが計られたが， その詳細は明かでない。 この年， 士族山田台吉・吉田甚八

両人は， 因幡高草郡湖山池の水面反別２町５段余の水面を埋出てて開墾することを願い出て許され

た。

　　

大規模な開墾として注目すべきものは，

　

明治１１年以来， 因幡国邑美郡一行寺町の岸本東一外

１３８人の士族によって企てられた伯督国会見郡のうち九力村にまたがるいわゆる「浜の目」（弓浜半

島）の開墾であった。

　　

かれら移住士族は， 移住に先立って 「同志申合規則」 を定めたが， その前文には次のように述

べている。

　　

夫れ士族の常識を解かれしより弦に数年， 而して土は徒前の土に非らす。 固より他の三民と仮

　　

列して以て其活路を営み， 其生計を謀らざる可らざるなり。 然るに尚依然として属位素姿， 妄

　　

りに高禄を貧り， 命を今日マニ保っを得る， 是ョも偏に政府保護の厚き｝ニ依るが故なり。 然らば則

　　

ち今日の士族たる者其鴻恩に報告し以て自営の目的を永遠に確立せざるべからず。

　　

明治１１年１１月， かれらの代表である岸本東一・福田求術両人連名で， 島根県令８）境二即宛に

「伯暫国会見郡開拓場水掛修繕並びに同郡皆生村外九力村開墾資本金御貸下願」 を提出し， 資本金

２５．２８４円１０銭の貴下を願ったが，

　

その結果 「水掛修繕」 費の支給は許されず， その代りに資本金

が増額して資下げられた。

因幡国邑美郡一行寺町

岸

　

本

　

東

外百三拾八人

一金参万百八拾七円七銭壱厘

　

但

　

明治拾二年七月ヨリ向参袷力年据置

　　　　　　

明治四拾三年五月眼一時返納定９）

　　

つ
・
いで明治１２・３年の間に移住が行われたが， 開墾はなかなか困難で， 中途同志から離脱して

行くものが多かった。

　

その原因としては， ①

　

この地が海岸に面しプこ砂地で漉す既用水なく， 土地改

良が至難であったこと。 ②

　

自給できなかった食糧の補給に苦しんだこと。 ⑥ 土着農民による物価

のつり上げに苦しんだことなどである１０）
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土着農民の物価つり上げについては， 具体的な史科を欠いているけれども，前記の「同志規則」

前文に窺われるような， 土族としての強い意識は， かえって近在の農民に反感を抱かせる原因とな

つたであろうことは容易想像される。 また現在この地（鳥取県米子市新開）の住民について調査して

も，「石取り」・「扶持人」というような観念が今日なおかなり強く遺存していることから考えると，

開墾という同一の難事業に当る士族内部に， 完全に融和できない感情があったのではないかと想わ

れる。

　　

いずれにしても浜の目移住は成功とはいえず，

　

明治１５年には「管下す白州ノ如キハ， 二三百戸

ヲ移スノ土壌ナシトセザルモ， 其夜見ケ浜開墾地ノ如キ， 移住未ダ数年ナラザルニ離散セシモノ既

ニ其半ニ居ル」１１）といわれる状態であった。

　　

この浜の目移住とほぼ時を同じくして， 鳥取県士族５人による北海道移住があり， このことに

ついては 「島根県旬報」 に詳細記すところがある。

　

北海道ノ開拓ノ・専ラ其成功ヲ期セラレ， 植民ニ級沢タルノ状態ナレバ， 早晩其事業ノ盛大ヲ

　

致スハ固ヨリ喋々ヲ特夕ズ。 当二是時－士族有志ノ輩時勢ニ応ジ往而之ニ移り， 刀ヲ売り槙ヲ買

　　

ヒ， 筆ヲ投テ鍬ヲ揮ヒ， 一ニ務ル所ニ御ヘバ， 其産ヲ起シ其志ヨ達スル豊亦至難トセソ哉。 故

　

キ諸新聞ニモ士族ニ勧誘スルニ北徒開墾ノ事ヲ以テスル， 一ニシテ足ラズ。 唯我島根県下ニ於

　　

テハ， 道路ノ遼遠ナル故敷， 是迄一人ノ其事ラロ昌フルヲ聞カザリシニ， 今回鳥取居住ノ士族
五

　

人， 横発琢起， 開拓使下ノ貫属トナリ， 開墾ノ目的ヨ達セント送籍ヲ届出タリ。 此県下ノ
士族

　

北道移住ノ噛矢タルラ以， 其姓名及届書ノ略ヲ掲ゲ遵行スル所アラシム。

　　

この時の移住者は， 因幡国法美郡立川村の士族森島孝治ら５名の士族で， 明治１２年４月２日

に鳥取発， 移住地は渡島国亀田郡亀田村であった。

　　

この翌年， 明治１３年９月２８日には， 鳥取県士族の福島県下移住について 「明治史要」 に

　

是ヨリ先， 久留米ノ士族， 福島県下ニ移り， 開墾ニ従事ス。 百戸余。 鳥取， 高知士族，
亦其挙

　

ニ倣ハントス。 因テ資金ヲ貸与シテ， 以テ之ヲ奨励ス。

と記している。

　　

このように既に明治１３年前後には， 士族による開拓移民が行われつつあったが， も大規模

に計画実行されたのは明治１５・６年以降の北海道移民である。

　

北海道の開拓は， 政府の開拓事業中 も重要なもので， 早くも明治２年７月には， 蝦夷地を開

拓しようとするものは土民を論ぜず土地の割与を命じ１２）， ７年７月には開拓次官黒田清隆を陸軍中

将叢開拓次官とし， 陸羽の士族を募って屯田兵とした。 ついで明治１５年以降， 北海道移住請願者

に資金貸下げを行うことになって， このことは鳥取県士族の移住計画の一契機とな
ったことと思わ

れる。

　

明治１６年， 鳥取県庁内に移住取扱事務所が設けられて一ヵ年
５０戸の制限の下に志願者が募集

さえ たが， 翌１７年６月６日に三菱会社の汽船宿欄丸（１，２００トン）に乗船して賀露港を出帆したのは

総代近藤害孝・坂本友規の外・３９戸の計４１戸に過ぎなかった。

　　

かれらに支給さえ た諸費概算は１戸当り総計９１２円８０銭５厘で，

　

後には５５円６５銭２厘に削

減されたけれども， 移民はひき続きこの後数年間行われ， 士族授産として
行われた移民として も

効果を挙げたものといえるであろう。 移住先は釧路で， ここへの移住民中には，
、初め浜の目移住に

参加した人々もあったといわれる１３）。

　

一方士族授産のために， その婦女子に機織の技術を伝習させようとしたことは上に記したが，

明治１６年には囚幡国鳥取東町に鳥取製糸場が設立された。 その主旨は，「本場ノ・本県土族ノ婦女ニ

ー１２２－－
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シテ将来産業ニ就中シムルラ目的トス」１４）とするもので， 修行工女は糸繰・転繰に分れ， 修行年限

は１年， 定員は転繰が満１２歳以上１４歳までのもの１０名。 糸繰が満１４歳以上２０歳までのもの４０

名と定められていた１ぬ。

　　

このような士族授産の効果がどの程度挙げられたかは， 北海道移民を別にして不明という他は

なく，浜の目開拓の如きはむしろ失敗し土例と見るべきであろう。「士族の商法」 は単に商のみにつ

いてのことばではなかった。

〔註〕

１） 太政官日誌・布告全書，
２） 太政官日誌．
３） 県告諭（明治７，７，２５）．

４） 太政官第１３８号公布．

５） 鳥取県歴史．
６） 鳥根県記録「家線－－国費之部」．

７） 鳥取県歴史．
８） 当時鳥取県は島根県に合併きれていた。
９） 鳥根県記録「貸下金穀－－国費之部」．

１０） 鳥取県米子市新聞，佃喜太郎氏談．

１１） 鳥取県歴史，「民俗」の項．

１２） 太政官日誌， 開拓使日誌．
１３）１０に同じ．

１４） 鳥取製糸場修行工女入場規則．

１５） 同上．

③

　

波落士族の抵抗・共弊社

　

士族授産が必ずしも効果を挙げ得なかった反面， 士族中県当局に対して反抗しようとするもの

も稀ではなく，明治７年２月の佐賀の乱に際しても動揺は鳥取県にも及び「闘国土族各処ニ集議シ，

各処スル所アラソトス。 人心顔ル淘々タリ。」 という状況であった
１）
。

　　

これら不平士族の集団・結社としては土師紙．・邑美義塾・その後身としての共立社， 改悔社，

「貧窮隊」 などがあり， 明治１３年には改梅社と貧窮隊は合して共弊社となった。 その首領は旧鳥

取藩士足立長郷で， かれは海軍少尉， 佐賀県岡山県警部の前歴をもつ人物である。 「鳥取県歴史」
２）

には， 共暁社について詳細に記述しているが

　

其趣意ノ・士族授産ニアリテ， 其業ハ則新聞・牧畜・開墾等ナリ。 其資本ノ、因伯両国ノ富家ニ就

　　

キ之ヲ強談シ， 或ノ・其出スラ肯ソセサル者アル， 腕力ヲ以テ之ヲ恐嚇シ， 一時頗ルラ昌獄ヲ極ム。

と記している。 共暁社はまた鳥取・米子等で頻繁に演説会を開催して県当局を攻撃し， 併せ
て共髭

社の宣伝・資金の獲得に努めた。 その状況を 「鳥取県歴」
３史は次の如く述べている。

　

社員管内各処ニ出張シ， 劇場或ハ寄席等ニ於テ演説会ヲ開， 妄りニ管庁ノ処分ヲ非難シ， 官吏

　　

ヲ罵誓シ， 呉中止解散ヲ命スルトキハ又更ニ基督教演説会ヲ開クナリト称シ，
一旦其解散セシ

　

メタル聴衆ヲ集〆監臨讐吏ヲ退去セシメ， 而シテ前会ノ余意ヲ反覆演述セリ。

　

事実共凝社の活動には不穏な， 社会不安を招く恐れのあるものも少なくなく， その一， 二の例

を 「鳥取県歴史」３）の記載によって挙げると次の如きものがあった。

　　

－－名ヲ貧民救助ニ托シテ米穀ノー輸出ヲ妨グ， 一切之ヲ俺邦へ輸送セシメス。 強テ其営業者ト

　

契約シテ其取引ヲ拒絶セシム。然しトモ其一石ニ付若干ノ手数料ヲ出スモノヘ特ニ之ヲ許セリ。

－１２３－
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－－或ノ・窃盗賭博ノ悪行ラナシ（鳥取士族某々等各其家宅ニ高扉ヲ築造シ， 数箇ノ門戸ヲ置キ，

　　

以テ誓吏ノ追捕ニ備フ。 其体裁恰モ｛厳然タルー城郭ノ如シ。 而シテ日夜無頼ノ徒ヨ＝粛集シテ申請

　　

嵐ヲ争ハシム。）其 モ甚キハ人ヲ殺シ奪ヒ， 法網ニ職｛ルモノアルニ至ル。

　

一方共溌社の演説会の内容が常に県当局の攻に終始したことは， 次第に県当局に対する不平不

満， 民衆のこれに対する要望を系統づける結果となり， 当時島根県管下にあった鳥取県の再置が一

つの主要な運動目標となされるに至った。

　

このような動きは明治１４年．以来で， この年．７月はその

機関新聞として 「山陰新報」 が生れ， 編集長に秋田実を迎えて堂々の論陣をはった。

　　

「山陰新報」 の記事・論調には， むしろ穫健なものが多かったが， 社員の運動は引き続き過激

にわたり， この情勢を憂慮した人々の間に， 穫健な政治団体の結成が企てられるに至ったが， 当時

島根県会議長であった岡島平内を中心とするグループ（後の愛護会）がそれで， 共繁社の運動と表裏

して鳥取県再置運動に努め， ついに明治１４年９月１２日にはその実現に成功した
４）
。

　　

これによって新に鳥取県令となった山田信道は， 諸結社の解体につとめ， 共残社も翌１５年１０

月に解散するに至ったが，「鳥取県歴史」はこの前後について次の如く記している。

　

今ヤ貧困士族ノ団結ヲ解散セシメ， 無頼ノ悪徒ヲ駆除シテ肇モ仮借スル所ナシ。 雨シテ梢良民

　　

ラシテ其堵ニ妄シ其営業ニ従事セシムルラ得ルニ至ル。 復夕時昔ノ如キ無産士族ノ民間ヲ俳個

　　

シ， 或ノ・悪徒ノ噺集スルアルラ間カス。 黙り而シテ其士族就産ノ如キハ我地方ノ モ一大事業

　

ニシテ， 其資金又巨額ナリトス。 到底之ヲ国庫ニ仰クカ或ノ・地方人民ノ義損金ヲ以テスルニ非

　　

ラサレハ能ハサナリ。 目下其計画中ナレハ緩急其度ヨ量リ， 運用其宜ヲ得， 以テ漸ク士族授産

　　

ノ洪基ヲ開キ， 無産ノ輩ラシテ枯木生花ノ想アラシメソトス。

　　

この年， すなわち明治１５年には，

　

上記の岡崎平内による 「養育院設置票伝書」が出され， ま

た岡崎の同志伊王野坦による士族授産資金の募集が認可されたけれどもこれによって直ちに 「枯木

生花ノ想」 が生じたかどうかはもちろん疑問である。

〔註〕

１） 鳥取県歴史，
２） 明治１５年「民俗の部」．
３） 同上．
４） 太政官布告．

２，

　

旧鳥取藩士族団の藩内帰農について

　

－－とくに米子市新開部落の場合 －－

岩

　　

永

　　　

実

１． 緒

　

幕藩体制の崩壌後， 旧藩士族団の生活基盤が崩され始めたのは， 明治２年の版籍奉還に続く，

各藩の禄制改革以来のことであった１）。 鳥取藩では， 明治２年９月比例均禄併用法により禄制を改

革し， 原禄８７５～１７５万石までは百分の四，

　

８７５～１７５石までは一率に３７石１斗に減らし，３５石以

下はそのまま据置くこととした。 以後かつての高禄者と難も， 一様に窮乏化への道をたどることと

なった２）。 ついで明治４年７月魔藩置県により， 封建制度が名実 響こテ尚減し， さらに同５年国民皆

兵制の施行を見るや， 旧藩士族団はその常識を失い， 徒手遊食の徒と化した。 さらに同８年９月家

禄の金様支給への改正の結果， その後の米価の漸騰は， 士族団の生活を脅かした。 その上明治９年

７月金禄が数ヵ年分の公債に変えられ， 利子のみが年収となるに至り， 生活窮乏の度は， 極限に達

した。 かくて 「為スベキ業ナク， 施スベキ術ナク，生活ヲ営マントシテ坊鰹スル」
３）失業無産士族の

一１２４－
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群は， 大量に上った。 鳥取藩でもその数約５，５００世帯， 人口２２，０００人と概算された。 これが救済の

ため， 同１０年下附の金禄公債額は， 鳥取藩では３３４万３８８０円に上ったが， 窮乏のため売却換金す

るもの続出し， 明治１６年には３４万７１９５円に激減した程であった４）。 かくて県当局は， 士族授産の

ため， 明治９年女子製糸工場， 同１４～１５年機械工場， 同１６年座繰製糸工場を官設し， 失業士族団

の救済につとめた。 一方民部省の諭達に基づき， 同１１～１３年１４０戸の弓浜部入植， 同１３年鳥取開

墾社６９戸の福島県安積原野国営開墾地入植６）’７）， 同１６～１８年１０５戸の北海道鳥取村入植等を企て，
殖産興業につとめた。

　

本稿はとくに鳥取県下弓浜部入植をとりあげ， その定着過程及びその後の変容等につき論述せ

んとするものである。 視点は身分意識強烈で， 生活技術にうとい旧士族団が， 既成の村方社会の生

活圏内に侵入定着せんとした場合， いかにして入植地の自然的社会的諸環境に適応， ないしはそれ

を克服せんとしたか。 定着崩壊の過程と現士族集落の諸構造につき解明を企図するものである。

ｉ），３） 吉川秀造著「士族授産の研究」４３～６０頁，７４～７５，頁，
２） 島根県庁文庫所蔵文書．
４｝

　

鳥取市役所編「鳥取市史」．
５） 鳥取県庁編「鳥取県勧業治革」明治３０年，６７～６８頁，１０８～１１２頁．
６） 津下剛著「安徽国営開墾所における士族の移住」経済史研究４１号，
７） 松山福堂著「安積開墾大観」１０７頁．
８）

　　

〃

　　

「鳥取村５０年誌」１－２０頁，

１１． 入植地域の自然的社会的諸性格（第１図参照）

入植対象地域は， 皆生～上和田間東西１ｏｋｍ， 南北３００～９０ｏｍにわたる沿海浜堤地域であっ

　　　　　　　　

　　　　　　　

第１図

　

用水路網を中心とする一般図
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た。 ここに開拓・居住・営農等の成否との関連において， この地域の自然的社会的諸性格が問われ

ねばならない。

　　

１， 自然的諸条件

　

本地域の自然地理的諸特性は， 弓浜砂嚢形成のメカニズムと深い関連をもつ。 すなわち本砂曙

を形成する物質は， 主に大山山麓及び日野川上流より流下の安山岩及び花闇岩砂磯よりなり， それ

らは島根半尖端より反転雨流する沿岸潮流により， 西方に運搬され， 当初海中の粗面岩・第三紀層

岩礁を基盤に沈積し， 当初断続する砂州群を形成， 後連結されて一大砂嚢にまで成長したものであ

る。 現在３～４列の浜堤列が見られるが， これはその後における微量の間歌的隆起， ないし日野川

流砂量の間歌的増大に起因するものであろう。

　

打線の前進は， 古くより１９２３年頃まで続き， 東福

原～三柳附近における前進速度は， 年間平均２．５～２．８ｍと算定される
１）
。

　

東部程浜堤帯の中が大きいのは， 過去において汀線前進率の大であったことを推定せしめる。

入植対象地域は， これら浜堤列中 も新しく， 中の広い外浜浜堤帯で， 旧い ○葺ｓｈｏｒｅｂａｒ（沿岸州）

に当り， 背後には旧Ｌａｇｏｏｎ（潟湖ｊに当る低地帯が横たわっている。 外浜浜堤帯を直角に切る狭長

な低地は， 旧Ｔｉｄａｌｉｎｌｅｔ（潮流口）と推定され， 排水路の役割を果している。 ところでこれら低地群

は， 古地井牛及び米川用水により藩概が可能で，あったため， 幕藩末期までには水田化されていた。

しかるに外浜浜堤帯のみは， 低地帯を越して用水路を開設することが， 地形的技術的に困難であっ

たので荒蕪地として長く放置されていた。かかる地形は新聞川用水開通後も負の条件となり続けた。

　

営農と開運の深い外浜浜堤帯の土壌粒度は， 東部程そして外浜程粗大で， 東・西福原附近灘浜

では，２～ｌｍｍのものが多い
２）
。 従って有機質・保水力等に欠けていたことは， 外浜浜堤帯の開拓

に当り負の条件として作用し続けた。

　

卓越風は南東風であるが， 本地域は県下でも 大風速を記録する地域で，８～１０月の如き，２１，３

～２５．ｏｍに及ぶものあり， 多く北東～北北東方向をとるものが多い
３）
。 かかる風強による飛砂・潮

風は， 居住・営農にも支障条件となり， 藩有の御建山として砂防造林が行われ， 村方の目申な開拓

を阻む条件となり続けていた。

　　

２， 社会的歴史的条件

　　

米川用水路が， １７０１年（元禄１４）～１７５９年（宝暦９）の年月を経て開通以来， 中央浜堤帯一帯の

水田化はもとより， 地下漣紙による綿・藍・甘薦作地化が顕著となり， 新田集落及び人口の急増を

みた４も

　

かくて弓浜委における農業生産と， 米川用水量の多寡が不可分の関係におかれればおかれ

る程， 用水利用をめぐる米川水利共同体の結合農強化された。 ことに既得用水蓬の分割侵害に対し

ては， 村方死活の問題として， 激しい抵抗をまきおこさずにはおれなかった。

　　

また外浜浜堤帯と低地帯との境界附近には， 皆生・三柳等中世没落武士団による帰農集落， 富

益福原等の新田集落が線状に発達していたが， それぞれ村方共同体を形成し， 藩有地化されていた

外浜浜堤帯に対し， 隣接地先地として開拓の意欲をもっていた。

　

ことに明治・１２年当時綿作の収益

上昇期に当り， その企図は可なり強いものがあった。 その故に民営開拓団ないし士族団の入植に際

しては， 既成の生活圏を蚕食するものとして， 抵抗ないしは非協力の態度に出ざるを得なかった。

この点苛烈な自然の抵抗以外， 入植にあたり何等社会的緊張関係の顧慮を要しなかった北海道鳥取

村の場合と条件を異にするものである。

１） 米子市１部金田親知氏蔵「明治６年１１月東福原色絵図面」と２，５万分の１大正年４睦測団との対比により筆者

　　

算定．
２） 豊島吉則「海岸堆積物と海岸断面形（１）」鳥取大学研究報告，１９５６年，７ノ５６頁．

３） 鳥取測候所編「鳥取県気象１０年報」（１９４１～１９５０）１９５２年刊，３頁．
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４） 岩永

　

実「鳥取県の集落」朝倉書店，集落地理講座，３巻２２５頁．

１１１．

　

弓浜外浜地域における民営開拓の前史

　

本地域に対する旧士族団の入植は，

　

明治１１年以降突如として立案実施されたわけではない。

それに先だち， 明治５年以降苦斗に満ちた民営開拓の失敗史が先行した。

　　

１， 開拓企画者と開拓資本の系譜

　

前述の如き自然的社会条件の故に， 長く荒蕪地とされていた外浜２，５００町歩の開拓企画者は，

金田長八と牧田平四郎の両名であった。 金田家は会見都一部村の４町地主兼質商で， 長八は日野郡

地方の木炭を弓浜部へ売込む仲買商人でもあった。 始め同郡岡成村石田河原の人蓮畑化により巨利

を得んと， 鳥取藩の用人河崎真胤に許可方を依頼した。 しかし河崎の実弟八田秀也の実査の結果，

むしろ弓浜外浜部の甘薦畑化にしかずとの結論となり， 八田を後見入とし， 出資者の募集に着手し

た。 牧田は岩美郡浦富出身で， もと八田の家僕であったが， 後北国貿易の藩船角輪丸に乗船， また

また弓浜中で遭難上陸したことが機縁となり， 本地域の開拓を発想， 八田を介して金田と結盟とも

に， 開拓計画の立案， 資金の募集に着手した
１）
。

　　

計画の立案と募金は， 村方の抵抗を予想し， 極秘裡に進行， 遂に明治４年１１月 「民事懸御出

張所」に対し， 出願に及んだ。 その際の願主（出資者）１５名の構成は， 米子・口日野商人・地主計

１０， 鉄山師２， 医師・廻船問屋各１， 士族よりなっていた。

　

うち木下九八郎は， 奥日野阿毘縁で代

々マニュファクチュワ的製鉄業を営み巨富を積んだ鉄山師であった。 彼はかんな鉄穴流しの濁水を

利用し山間郡に新田を造成する方式を本地域にも適用， 浜堤砂浜地域の耕地化を企画した。 また順

主の１人三好清五郎は， 鳥取の外港賀露の大廻船問屋で， 北海道へ米を移出し返荷としてニシン粕

を移入， 弓浜綿作地域に売込み巨利を得ていた。 藩主池田家も御用人河崎の進言を入れ，５，１万円

を出資し２）， 後年旧士族団を入植せしめる機縁が形成さえ た。 いずれにしても， 封建的領域経済の

諸規制が消失し， 国民経済再編成の進発が開始されんとする前夜， これら商人・高利貸・地主・廻

船問屋・マニュファクチュワ資本が， 残存藩権力を背景に， 商品的綿作地化へ進出せんとしたこと

は， 注目に価する。

　　

２， 用水分割をめぐる村方社会との緊張関係

　　

明治４年１１月 「奉願御新田之事」３）による計画は， 網引場を残し， 皆生一境湊まで 「御建林村

内浜共都雨外浜無残」「組合開方」 とし， 明治８年迄に綿・藍・甘薦産地たらしめんとするもので

あった。 このため灘概用の 「井牛筋之儀は， ……因幡往来下より新樋口御立被遣， 東福原徒罪場高

ミヘ掘明け， 夫より境泰御台場迄御通し被為下度」 云々と， 米川用水に併行し， 外浜を貫通する大

用水路の開設方を出願したのであった。 しかし県はこれに対し「願面之越……夜見村より境迄之儀

は追而申付之事」とし， 計画の半減を命じた。 のみならず「皆生村より夜見村迄之間新開之儀は村
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高橋・徳宿・奥野・北野・中島・徳永・岩永

方へ五歩通開発申付候に付五歩通開発間届候条」 とし村

方開拓の念願を入れ， 願主には五分に当る２５６．６町歩の
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第３図 民営開拓地の地割計画図
５年７月， 県参事関義臣立会のもと， 金田・木下等願主

惣代と関係し１力村長との間，３３箇条よりなる

　

博＝合議定書」 が成立した。 同書によれば， 洪水予

防の為堅固なる築堤要望のＩＱ 箇条既設米川用水路保証の要望７を数えた。 わけても「米川用水不

足の場合は， 新井手へ分水無之ても後日異論なき事」 云々の項あり。 米川水系の優先が主張容認き

れている。

　

その他皆生一河崎間民存地中２１％ のみ村方農民の開拓を認める事， 東西福原屋敷添道

路以北７０間を， 防風林帯として開拓計画より除外する事，

　

明治５～１１年迄に開墾終了する事等を

議定している８）。

　　

ところで以上の協定が成立したにも拘らず， 地元農民の積極的協力は得られず， 願主は労働力

の入手に苦しんだ。 のみならず， 翌６年４月には， 米川水系所属粟嶋・１粟嶋・後藤等各村との間

に用水利用をめぐる緊張関係が発生した。 当時上述各村は米川用水を満水を満水とし， 上述村内で

堰止め， 急な水勢を中海側に流下せしめ， これに砂丘を掘崩し人工流砂をつくり， 砂鉄採集ととも

に， 中海沿岸に人工デルタを造成，耕地代を計っていた。 しかるに米川用水を増量するにおいては，
新聞川用水取入ロ工事が阻害きれるので， 開拓願主より反対が陳情されたのであった。 その結果県

参事の裁定により， 米川堰落之儀が関係村に厳達さえ， 新用水路工事の進捗が計られた。 かくて同

年６月新開川新柄門の竣工を見“

　

開拓予定地の払下げも完予した。 しかし資金の流失甚大で， 願主

中倒産脱落するもの続出の有様であった。 しかし新に東伯郡田後の大地主：椿岩肋の出資を得， かつ

八田秀也の計らいで， 不通となるべき旧藩通貨を大量入手し， 労貨・土地収買費として投入したの

で， 遂に明治８年６月一応戸上－－和田間の新関川用水路の完成を見た。 ここにおいて沿線村方地

主層は， 一転して協力的となり， 測量等に立会， その代償として分水椎を獲得した。 例へば 「私共

持分二…可歩之場所ニ新開並合之御分水被下有難仕合ニ奉存候」１１）とし， 一方開拓願主達も分水権付

与により， 村方の協力を獲得しうよとした。 かくて同８年９月項には， 開墾は急速に進んだ。 こと

に日野・出雲製鉄地域の新田方式を導入し， 粗砂火ｍ地の土地改良を推進する方法は， 顕著な効果を
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挙げた。 これは， 一等畑ごと周囲を小松・根株等でかためた砂堤内に， 濁流を大量に流し込み， 繰
返し客土を行う方法である。 かくて増反耕地化は， 急速に進展した。 しかし一方新用水路への大量

の通水は， 漏水による麦作への被害， 用水堤防の決潰による沿線耕地の水浅被害等を招来した。 そ
の結果再び村方の烈しい暴力的妬害を受けるにいたったの。 折橋池田家より借用の５，１万円の返済

に迫られ， 遂に代価として２２０町歩の所有権を委譲するにいたった。 このき中願主金田長八の死亡

等相継ぎ， 遂に年限内の明治１１年にいたるも，

　

開墾は完成を見るにいたらなかった。 ここにおい

て「明治５年取交申議定書」１３）に基づき， ィ， 皆生一西福原の場合 「地主より勝手に可取作週こと」
ロ． 夜見－和田間三力村の場合 「該村地内田畑何程出来候共内七分は願主， 残三分は元地主へ歩分

地‐与可致事」 となるべき筈であった。 しかし村方と示談の結果 「右年限取消等の儀」 により， 前記
ィの場合は， 全部を取消し， ロの場合は

　　　

第１表

　

明治ＩＩ年年季取消をこょる新開場分与面積表
未開墾のままでも， 三分の土地を開墾料

を付して村方旧地主へ分与し， 残七分を

　　

村

　　

名

　

旧地主獲得地面積

　

同開墾料

　

願主獲得地面積

願主が取得することとし， 今後異論なく

　　　　　　　

（町 反 畝 歩｝

　　

（円｝

　　

（町 反 畝 歩）

開墾に従来することとなった（第１表）。

　　

夜

　　

見 １３，６，７，０７

　　　　

７０

　　　

３１．８．９．２７

貌より先政府は，各府県に諭達し，地

　

繁

　

奮 ；登；＝

　

≧宣

　

３
；義三！

方の開拓地が 「豪農豪商ノ手ニ落ルノ外

無之」１４）様警告する所があったにかかわらず， 本地域においては， 劣悪な自然条件と， 用水をめぐ

る既成村方社会の抵抗により， 豪商・農等による民営開拓は遂に不成功に終り， 広大な払下地の大

部は， 未完成のまま出資者の一人池田家の所有に帰し， ここに士族団の入植計画具体化の条件が生

れでたのであった。

村

　　

名 旧地主獲得地面積
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１） 米子市一部金田親知蔵，「弓力浜外浜新聞墾地記録」．
２），６），１０），１２） 井上光恵著「新聞川水利史」２２頁，２８頁．
３），４），５） 前掲金田親知蔵，古文書同絵図．
７） 西伯郡町村長会編「西伯郡自治史」１３４頁，
８） 米子市観音寺入江昇一蔵，古文書．
９）鳥取大学学芸学部蔵，「明治６年会見郡浜ノ目新聞樋戸普請之儀千付村々故障Ｅ日出候ニ付窺」．
１１），１３）米子市東福原井上志恵蔵，「新聞地各村規約証」目明治９年至明治

．１８年．
１４） 吉川秀造著「士族授産の研究」１１６頁．

ＩＶ． 士族団の入植と定着過程

　　

１， 入植の契機と計画

　　

明治１０年旧藩主池田慶徳侯は，

　

民営開拓願主への貸付金５万円の代償として， 自己の所有に
帰した新開拓予定地を巡視し，その開発方につき立案を命じたと推定される。 しかしその具体化は，
翌１１年士族団の窮乏と， 暴動化の不安のき中に進められた。

　

すなわち西南役直後の紙弊乱発は，
物価の暴騰をもたらし， 士族団の窮乏に件なう不満は， 足立長郷等を長とする共暁在１，５００人の結

社となって現れた１）。 かかる社会的不安のき中， 西南役従軍将士を主体とする岸本東一外１３９名の

帰農計画は具体化したのであった。 同年帰農士族団の先遣隊は，早くも弓浜外浜東福原村に移住し，
旧庄屋井上甚平方を事務所とし， 入植・灘澱・営農の調査と畑部計画の立案に当った。 その結果同
１１年１１月， 同志惣代岸本東一， 福田求衛の名により，「伯嘗国会見郡開拓場水掛修繕並ニ同郡皆生

村外九力村開墾資本金御資下願」２）を島根県令境二郎宛提出した。 其の要旨は， イ．「池田家所有の

皆生－－和田九力村地内新開場之儀ノ・地味沃筋綿作適当土ニ有之候」 につき帰農したく， 池田家へ

示談に及んだところ 「該地相当之反別分割売与ノ儀」 承諾を得た。 口， ところで開拓成就の必須要

件は濯縦用水の増量にあり。 日野川上流に新堰を構築し， 新聞川用水堰に導入する外， 用水路敷地

－－１２９‐－
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を１間増し通水せば， 民営開拓失敗の原因が除去さえ， 増反が可能となるのみならず， 霞津村地内

石河原－－渡村間の砂山を崩し， 中海に流せば， 鉄破の採集ができる外， ３０
０町歩にわたる畑地及

び千招地を造成することができる（第１図参照）。 ハ， しかし用水修繕及び開拓費用に関しては 「私

共一時自費弁償之儀は実に更難の事」 に属する。 また池田家より借用方示談も成立せず， よってこ

こに官費補助費額として２５，２８４円４０銭の借用方申請する

　

というのであった。 池田輝知候も
・
「御

添願書」３）を提出し， 本地域の開墾による糸串作地化は，

　

労働力及び灘紙用水の不足という 「二患の

為未だ大に国益民利を興すを得ず」 と歎じ， 新開川用水の増量こそ「帰農者永世の幸福」 を約束す

る必須条件で，「国益民利を興すべき事業なれば，

　

一御庁より厚く御保護被下度」 と副申している。

以上に対し， 翌１２年５月２９日， 島根県令は下記要旨の指令書
４）を発した。 いわく 「皆生村外八力

村地内荒蕪地之内反別８３，４町歩開墾のため，新開川条築費支給願之趣は， 難聞届候得共特別之詮議

を以予算に引当開墾資本金拝借願高之外……相増し可令貸与」 とし， 結局開墾地を抵当とし無利足

で，３０，１８７円０７銭を貸与， 明治１２年７月より
３０年間据置， 同４３年５月限り一時返納すべきこと

を約定した。 かくて用水路の修築は， 同
１３年土木講の手により着手， 日野川に埋波樋が構築され，

補助水を取れ， 新開川用水の増量を計った。

　

しかし明治１９年の水害の為破壊され， 開拓の必須条

件たる酒級用水の増量計画は挫折し， 爾後開拓を停帯せしめる主因となった。

　　

ところで以上資本金借用のもと， いかなる開拓・営農及び居住計画が立案実施されようとした

か。 １３年８月７日提出の 「開墾場予算物価騰貴に付不足金仕訳
書」５）により知ることができる。

　

こ

れを北海道鳥取村６）の場合と対比せば， 第２表の通りで， 生産手段たる役畜， 農地， 宅地等の貸与

数及び資本額等の点で、 新開士族村の場合は著しく劣位にある。

第２表

　　

鳥取県内帰農と北海道鳥取村帰農両計画の比較

新開部落の場合（明治１１年） 鳥取村の場合｛明治１７，８年）

宅

　　　　　　　　

地

　　　　

・

　

２１０坪

開 拓 予

　

定

　

面

　

積

　　　　　

８３４町

資 本 金 貸

　

与

　

額

　　

３０１８７．０７１円

牛 馬 購 入予 定 数

　　　　　　

３０頭

１戸当り経営面積

　　

畑６反｛外４反受作地）

肥料反当りニシン糟

夏

　　　

締

　　　

作 ３０貫

冬 小

　　

麦

　　

作

　　　　　　

１５貫

１戸当り食費（５人）

　　　　　

２５合

　

同 雑費（１人）

　　　　　

１０銭

家

　　

屋

　　

建

　　

坪 １５坪

物

　　

置 便

　　

所

　　　

１糠１２５円

１戸当り貸出金額

　　　　

２１７．１７３円

　　　

１０００坪

１０戸当り３顧牽ブラウ１，耕馬５頭貸与

５０反以内貸与，ぅち３０反３カ年開墾成義務

　　　

２５合

　　　

１５０銭

１５坪９０円新築費貸与

３６３円以下｛北海道鳥取村５０年史による）

　　

２， 士族意識と士族団の帰農及び集落結合

　

幕藩体制下多年にわたり培われてきた士族団の封鎖的優越的身分意識は， 急激な社会変革と，

経済的支柱の喪失とに際会し， 変移する環境に対しいかなる適応過程を辿ったであろうかび

　

ことに

かつて蔑視していた農民階層の列に入らんとするに当り， いかにして自らの士族意識を改変し， 帰

農を意義づけようとしたか７）。

　

また士族意識は士族集落の社会的結合を支えるものとしていかなる

意義をもったか。 さらに族成の村方社会との間にいかなる関係
を生じたか。

’讐さの間が提出される。

一１３０－



北海道移住諸集団の類型的考察

　　

士族集落新聞に現存する旧士族団の一員佃喜太郎氏によれば，「土は土である。土を返上して元
の土に帰るのだ」 とされ， 鳥取村の場合も 「土につぐ業を営むこと」 「兵機分離以前の農に帰るこ
と」９）として自ら意義づけていた。古来の農本思想の現われと見るべきであろう。入植に先だち提出
された 「開墾資本金御貸下順」１０）中にも，「因襲久シキカ食自営ノ道を請求スルラ知ラズ， 自然ニ怠
惰ニ陥り， 素餐ノ責ヲ免ルル能ハズ， 荏筆写今日ニ更り候段何共服汗ノ宅リニ不堪」 といい， 同１２年
６月の 「同志申合規則」１１）中にも「土ノ・従前ノ士ニ非ズ。 固ヨリ他三民ト列伍シテ以テ其ノ活路ヲ
営ミ， 其生計ヲ謀ラザルベカラザルナリ」然るに依然として高禄ヲ貧り命ヲ今日ニ保ツテ得ル， ニ
コレイ雨政府保護ノ厚キニ因ルカ故ナリ。 然ラバ則チ今日ノ士族タル者其鴻恩ニ報答シ， 以テ自営ノ
目的ヲ確立セザルベカラズ」 これがため 「無用ノモノラ転シテ有用ノ事ヲ成スブチ荒毛ノ地ヲ開拓
スルヨリ善キハナカルベシ」 云々と述べている。 働かずして食うことを目戎し， 開拓により 「朝恩、
の懇篤に答え」「皇国ノ良民」１２’たらんことを期している。 労働の意義づけ，皇国の良民たらんとす
るの志向等， ここに封建的士族意識の分解， 新しい明治絶対制への適応等の過程をうかがうことが
できる。 しかしかかる帰農の意義づけにも拘らず， 離農者が続出したのは， 生産技術の欠如， 入植
地の自然的社会的条件の劣悪， 営農資金補助の不充分等に起因するとはいえ， 一面払拭し得ぬ士族
意識のしからしめたものと， 指摘せざるを得ない。

　　

つぎに士族集落の社会結合の紐帯が問われてくる。 それはまず， 急激なる変革により， 投げ出
された失業武士団であるという同類意識が， 同志的結合を促したものであろう。 さらに集落内での
個人の懇意的行為を規制したものは， 儒教的教養であった。 明治１２年６月の同志申合規則１３）は，
これらを集約的に表現したものであり，存来村方社会の村ぎめ（村法）にも比せらるべきものである。
同規則によれば， １～９条において， イ． 移住・開拓・費中過半額の弁済は， 各自有の公債証書及
び家屋．屋敷売却代金をもって当てる事。 口， 離村・画移住の場合の開墾地売買は，同志の許可を
要し， 原則として旧鳥取藩士に譲渡すべ

　　　　　　　

第３表 新開士族村の自治組織
き事。ノ・， その他用水修築費・家族入植・

離脱者の農具議渡を規定した後，１０～１３

　　

役

　

賑 人員

　

選出方法

　　　　

権

　　　　

限

条において， 第３表の如き自活組織を規

　　

総代理人

　

２名

　

全 員選 挙

　

同志の勤怠， 開拓の監督指揮定している

　

ところで注目されることは

　　

組

　　

長

　

，名

　

２０戸毎互選

　

組内で同上取締
１４～２２条において，厳格に各人の行為を

規制しているこ と であ る。 す な わち，

　　

任期は１年とするも再任を妨げず。

イ． 同志として信義を守り， 温原篤実なる言と， 謹慎色正なる行につとめる事。 ロ． 過誤失策に対
しては相互に忠告教諭の義務ある事。 等の徳目を強調している外。 ハ， 毎月１５日組長会議による
農事研究。１５歳以上男女の教育に関する規定。 ニ， 同志規則違反者罰則等にわたり規定している。
しかし個人に対する規制の強度は， 北海道鳥取村の方が一段と強く， 絹布使用・会合飲食・贈答・
奮惨の禁， 讐鏡による労働時間の規制にをまで及んでいる

　

しかし一方では， 万事衆議により， 部落
の自治を遂行すべきことを強調している。 垂直的身分意識の分解過程をここにも見出すのである。
ただ実際には， それら身分意識は消滅せず， 禄高千石といわれた岸本・福田等を中心とする石持階
層と， 扶持人・足軽階層との対立は， やがて士族集落の結合を分裂に導く要素となった。

　　

ところで村方農民との関係についてみると村方農民の側よりは， 表向士族団を農敬し， 旦那・
先生と呼び， 草履を脱いで家に入る等の有様であった１６）。 しかし士族団の営農．関係には， 非協力
的で， これまた開拓を阻害した条件の一つでもあった。

　

また士族意識は， 米子市場向け疏等を栽培し， 個人的に出荷， 換全することを潔しとしなかっ
た。 かくて営農形態にまで士族意識が影響を与えたことは， 帰農定着率を低からしめた一因として

役

　

賑 人員 選出方法 権

　　　　　

限

総代理人

組

　　

長

２名

１名
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組内で同上取締
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見られる。

　　

３， 士族集落の形成と濯澱・営農

　　

前述の如き計画と， 同志的結合のもと， 岸本東一外
１３９戸の入植が開拓された。 現存佃喜太郎

翁１７）の談によれば， 明治１２年４０石積の船３隻に， 家屋， 家財その他敷石
まで一初を満載し，賀露

港を出帆， 弓力浜に上陸して後は， 一たんは村方農家に寄寓し，
家屋の建築を待って入植したとい

う。 しかし現地の悪条件を目視し， 当初より
離脱するものも多く， 実際に定着を決意したものは，

１２０戸内外で， さらに家屋を建築定着し

たものは， ７５戸内外であったという
１８）
。

残存残存原戸籍簿によりみても， 移住年

代は１２～１３年の闇で， その後において

も入植者があったことをしろ（第４表）。

第４表

　　

東福原地内年代別士族帰農戸数

明治年‘ｆｅ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 合計

入植戸数 ５ ６ ０ ２ Ｉ Ｉ Ｉ １６

　

士族集落の立地は， 既設の新開川用水より， も離隔した沿海浜堤帯に定められ， 居宅は当初

７畝均一の宅地群に略整然と配置された。 その結果南北に防風林を囲らす線状
集落の形態をとった

（第４図）。 宅地及び耕地の配分は，抽せんによった
というが，６．１８畝～９畝区劃の耕地が， 各自の居

宅至近距離に配分され，３０ｍおきの溝澱水路によりうるをまされる計画となって
いた（第４図）。

　

た

だこの図において注目されることは， 士族団の分与地が， 水掛悪く粗質砂粒よりな
る北部沿海地域

に定められていることである。 好条件の新開川沿線上畑地域は，
池田家及びその家令河崎・村方大

北　　　

　

　
　
　
　
　
　
　
　 　
　
　

　

　

　 　 　 　 　 　 　 　 　

ー
圭
面

六町

ふ ハ 反

七
畝
二歩

辻

　　　

　

　

　　　
　　　
残ｒ五－
　　　

　　

　

　

　
町

　　

　

　

　　　

　　　　　　　

　　

　　　　

　

　　　

　

　

　

毒薬蜜驚喜
　　　　　　　　　

う′′ノ

　

９６陣…－２．／／；

　　　　　　　

醐
発露

瞬

索渦

原
村
字
眼
絵
図
同
志所

有
地
東

　

｛佃
美
脇氏

題

筆
巷
加葦

善彦勝耀

　

凡

　

例

匡］１墓詣鰯弱
ＥヨｉＢ藩１其他所

　　　　　　　　 　　

　

　

　　　　

　

第４図

　

士族団入植当初の集落及び耕地配置図
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北海道移住諸集団の類型的考察

地主井上甚平等の民有地とされており， 残存藩権力の強さ

　　

第５表

　

東福原帰農士族の経営面積

を反映している。 土質及び用水の点で， 劣位にある地域に

　

」

士族団の営農対象地が定められたことは， 其の後における

　　　

経 営 面積

　　　

戸

　

数

　　　

％

営農不振の一因となったと推定される。 しかも当時経営規

　　　

１，９反以下

　　　　

２

　　　

１０，ｏ

模は， 計画規模１町にほど遠く，

　

反以下が約７０％ という

　　　　

２－２．９

　　　　　

７

　　　　

３５．０

零細畑経営が支配的で， 農業の自立性等思いもよらぬ実状

　　　　

３－３．９

　　　　　

５

　　　　

２５，０

であった１９）。 ことに粗粒砂土よりなる畑地の熟地化の為に

　　　　

４－４．９

　　　　　

６

　　　　

３０，０

は，
驚異流しの濁流を導入し客土を重ねる必要があった。

　　　

計

　　　

２０

　　

１００

にも拘らず， 資材及び労働力獲得の上で， 村方の協力を得

　　　

但し，明治１３年３月

ることができず， 遠く出雲国神門郡の新田師（調場師）を雅

　　　　　　

２戸はず也ょり入作

僻し， 購入した柴を井手底に埋め， 濁水導入による土地改良を継続しなければならなかった。 また
有機質肥料購入費として， 池内家より融資をうけ北海道よりニシン粕を購入したが， 投入に至らず
して村方農民に売却し， 飯米に替えるものが続出した。 かかる条件下甘藷・綿．・甘薦等の栽培が，
収支相償い， 飯米購入の余剰を生む筈はなく， 困窮の果て夜逃げをする人々を出た程であっため。
かかる窮境を救済するものは， 営農資本の投下であったが， 同１３年８月３１６．５３円の増額２１）要求に
も拘らず， 島根県よりその許可を得たという資料を欠いている。 土地改良の為にも， 畑作経営の為
にも， 必須条件は新開川用水量の増量及び通水量の確保であった。

　

ために同１５年， 皆生村外五力

経営面積 戸

　

数 ％

１，９反以下

　

２一一２．９

　

３－－３．９

　

４－－４．９

計

２

７

５

６

２０

１０，０

３５．０

２５，Ｏ

３０，Ｏ

ｌｏｏ

第６表

　

新聞川筋修繕費課当表（明治１４年）

反

　　　

則

町 反

　

畝 歩

皆

　　

生

上 福 原

東 福

　

原

西 福

　

原

上 三

　

栖ｌ

下 三

　

柳

河

　　

崎

夜

　　

見

富

　　

益

和

　　

田

計

４６．７．Ｇ．２０，５

３５．０．０．０６，５

３６．９．８．００．０

５４．７，７．００．５

１０５，６．５．０２．５

２９，８．１，１８，５

２０．１．５．２８．５

４６．３．３．１２．０

３４．３．５．１７‘

　

０

　

９，８．５．２１．０

４１９．６．９．０７．Ｏ

０．８位

　

１．４

　

１，４

　

１．４

　

１．２

　

１，０

　

１・０

０，８

０．６

０，６

４５５２．１７

但し， １位につき５４．０２６７銭

村関係新開地維持方法及び諸費償却方法会を結成し，
士族団総代岸本東一及び八名の組長は， 関係戸長， 池

田家代理人等とともにその細則を規定， 受益面積４１９

町６反に及ぶ新開川用水の管理維持に当った。 この目

的のため池田家より借用の繰替修繕費２４５９円の返済

割当表によれば， 用水受益安定地域は（第６表の反当

り位数１，０以上ｉ， 上福原一河崎間であり， 他は時に通

水不足となる不安定地域であった。 故に本地域営農の

安定化の為には，何としても用水量の増量を必須とし

た。 しかるに米川水系村方農民の執勘激烈な反対に遭

遇し明治１８年６月，

　

逆に効率の低い旧米川樋と名実

ともに交換することを強要され２３）， 遂に士族団の外浜

開拓安定地域は， 主として上三柳以東地域に限定され

ざるを得ぬこととなった。 かかる条件下士族団は， 同

志樋と称する三分水路を新開川と直角方向に設定し，
さらに東西方向の水路を沿海畑地帯に通じ， 液澱の効率を挙げようとした。 すなわち第５図は明治
３４年当時の水路網図を示すが，

．これによれば， 各畑地内には， 東西の「横井手」と南北の「縦井手」

が堀られ， ・浜井戸に連結貯水する方式を取っている。 先住村方農民が， 新開川以南に掘開した大

型浜井戸と好対称を示している。 かくして低平畑地の掘上げ水田化による， 飯米自給が企てられ，
綿・甘藷・麦作の安定度も漸次増加していった。 また一方離農士族の耕地収買の結果， 経営規模も

増大し， 明治３４年頃以降桑作の導入は，

　

残留士族団の営農を漸く安定せしめ， 自立に導く契機と

なった。

３， 士族集落の崩壊

帰農士族団は， 前掲 「同志申合規則」
２４）に結盟し，「協同一和以テ開拓ノ大業ニ従来セソ」とい
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国

　

難

１・２は明治ｆ３鐸醤の住居番号

〇 ５０

　　　

１００

　　　

１５０

　　　

２００ｍ

０

　　　　　　　　

５０

　

． １０ＯＫｅｎ

第５図

　

士族団入植地の謎概水路の形態

い，「協心数力千折不焼其ノ業ヲ遂ゲソ」と誓って入植したのであったが，立地条件の劣
悪さに絶望

し，その直後より離村するものが続出した。 為に宅地及び耕地の名俵変動著しく東福原
２５）のみでも，

入植１６戸のうち， 数年の間に転出するもの８戸，

　

新開川流末等より転入するもの６戸を教えた。

この間耕地所有の兼併， 士族籍の農民譲渡， 養子による農民入籍等も続出した。 そこで同１５年２

月には，「同志取締ノ為……家督相続，平民ヨリ養子取組， ……同志相談……同志
加入を請う」等の

場合の諸条項２６）を規定せざるを得なかった。

　

離村の実態を， 残存原除籍簿２７）（明治１２年迄）により， 抽出集計すると， 瀧綴不安定の新開川

流未地域程多く， 年代的には１５～１７年の闇に多い（第７表）。

　

その転出先は， 鳥取・米子等の近接

都市が多く， 同村内の転住も多し・が，これは寄寓地よりの入植を示すものであろう。 同地域内では，

－１３４－



北海道移住諸集団の類型的考察

第７表

　　

明治２１年までにおける

　

帰農士族の年代別離村戸数
第８表

　　

明治２１年までにおける

　　

帰農士族の離村転出先

　　

ヱ慧 住 村 名

三

　

柳
河

　

崎
東・西福
原・米原 合

　

計

鳥

　　　　　　

取

米

　　　　　

子

同

　

一

　

村

　

内

その他会見郡内

汗

　

入

　

郡

　

内

河

　

村

　

郡

　

内

気

　

高

　

郡

　

内

滋

　　

賀

　　

県

受 刑

　

除

　

籍

不

　　　　　　

明

７

ｌｏ

ｌｏ

７

Ｉ

５

Ｉ

０

Ｉ

７

６

　 　

４

　 　

９

　 　

３

　 　

０

　 　

０

　 　

０

　 　

１

　 　

０

　 　

８

１３

１４

１９

ｌｏ

Ｉ

５

Ｉ

Ｉ

Ｉ

１５

　　

計 ４９ ３１ ８０

明治年代 三柳・河崎 東・西福
原・米原 計

　

１２

　

１

　

‐３

　

１４

　

１５

　

１６

　

１７

　

１８

　

１９

　

２０

年代不明

０

２

５

８

７

７

３

６

０

１１

２

　 　

１

　

１

　 　

３

　 　

４

　 　

７

　 　

１

　 　

３

　 　

１

　 　

８

２

３

６

１１

１１

１４ｒ

４

９

Ｉ

１９

合

　　

計 ４９ ３１ ８０

原戸籍除籍接による

西北部より， 営農条件のよい東部移動が４戸を数えている。 東京・大阪への転出者絶無は， 営働市

場未成熟の当時において当然の事である（第８表）。 職種は官公吏，教師，警察官が多かったことは，
他県の場合と共通する２８）。

　　

ところでかかる離村傾向に拍車をかけたものは， 士族団内部の身分的階層対立の結果招来され

た分裂であった。 帰農士族団の身分的階層構成をしる資料に乏しいことを遺憾とするが， 聴取によ

れ， ば惣代岸本東一は４千石級の高禄者であった。 その他佃・高木等２００石内外の石持階層と扶持

人．足軽，農民出身擬士族階層とは， 同志規約の

　

第９表

　

配偶者の転業からみた帰農士族の通婚関係
存在にも拘らず’必らずも融和しなかったｏかか

　　　　　

需 綴 憲：難 合 計る階層差の存在は， 第９表の通婚関係よりみても

約３０％ に近い士族が平民出身の配偶者を 得て い

　　　　

士

　　　　

２０

　　　

２０

　　　

４０

　　　

７１．５
ることからも明らかである。 かくて内部分裂の危

　　　　

農

　　　　

５

　

，

　

７

　　

１２

　　　

２７４
機は，

　

明治２１年開拓．営農の停滞不振を契機と

　　　　

商

　　　　　

２

　　　

０

　　　

２

　　　

３．５

して表面化した。

　

同２２年広島控訴院に提出の叉

　　　　

工

　　　　　

０

　　　

１

　　　

１

　　　

７，８

書によれば， 上・下層両派拡争の原因は後述の諸

　　　　

医

　　　　　

１

　　　

０

　　　

２

　　　

１．８

点にあった。 すなわち，「依頼書」によれば
２９）
，「近

　　

△

　　　

計

　　

２８

　　　

２８

　　　

５６

　　

１００

年凶作打続何レモ疲雑二際シ」 総代理ハ岸本東一

　

内農出身戸主

　　

２

　　

１

は 「一同困難ラロ実トシ， 池田家へ預置キノ公債

　　　

率出身戸主

　　

０

　　　

２

証書ヲ縦ニ売却シ， ソノ代金ノ・素ヨリ， 殖料共合

　　　

但し， 明治１２年原除籍鎧むこょる

セ一万四千余円」 を横領したのみならず 「大谷義為外数名ト通謀－…共有地所全員トモ己ノモノト

ナサンコトラ謀ル」 これを糾弾せんとするも， 総会出席を拒むので， ここに山田太一郎（元境融通

会所役人）， 永井磯一を総代として選出，岸本多一派の非を糾明する。 というのであった。 雨派拡争

の結果， 広島訟訴院まで上訴されたが， その結末は， 岸本派の勝訴に終ったという。 しかし爾後士

族集落における同志的結合の精神的基盤は失われ， 結合紐帯の弱化・営農の不振とともに離村者の

増加を招来した。 例へば第４図所載東福原地区の士族戸数は１６戸であるのに，約２０年後の明治３４

年（第５図’には’ 半数の８戸となり， 現在では２戸に激減している。 これをもってしても士族村崩

三

　

柳
河

　

崎
東・西福
原・米原 合

　

計

　　

士－

　

農

　

商

　

エ

　

医

△

　　　

計

内農出身戸主

率出身戸主

２０

５

２

０

Ｉ

２８

２

０

２０

７

０

ｌ

０
，

２８

Ｉ

２

４０

１２

２

ｌ

２

５６

７１．５

２７４

　

３．５

　

７，８

　

１．８

ｌｏｏ
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壊の速度を知ることができる。

１） 鳥取県郷土史．
２） 欄美勝蔵，伯音国会見郡浜ノ目開墾．

３），１０），１２），２６） 履歴書． 池田輝知公御添願書． 伯音国会見郡開拓場水掛修繕並ニ同郡皆
生村外九力村開墾資本金

　　

御貸下願，
４） 佃美勝蔵，島根県令境ニ郎指令書．

５），２１），１９），２５），２９） 佃美勝蔵，開墾場予算物価騰貴ニ付不足全仕訳書．その他文・書地図．

６），９），１５） 福本猿三「鳥取村五十年史」，

７） 松田千歳「池田藩士族の浜之目開墾について」伯誓文化．２９号，７頁．

８），１６）１７｝，１８），２０） 佃喜太郎「慶応元年十一月十ニ日生」談話．

１１），１３），２４） 佃美勝蔵，明治１６年同志申合規則．
１４） 前田正治「日本近世村法の研究」，
２２），２３） 井上光恵蔵「新開地各村規約証」目明治９年，至明治１８年．

２７） 米子市役所戸籍係蔵「辛出戸籍，明治２１年まで除籍原鎧」．

２８） 吉川秀造著「士族授産の研究」４３３頁～

Ｖ． 士族集落新開の現構造

　　

当初１４０戸入植したといわれる新開集落も， 其後相つぐ離村者により， 現在ではその１０％１４

戸に減少している。 高い定着率を示す北海道鳥取村に比し， まことに低い定着率といわね
ばならな

い。 これら１４戸につき， 旧身分繕．成とともに営農規模等について見ると第
１０表の通りで， 農地改

革前までに， 地主的成長を遂げたものは，Ｓ，Ｎ家１軒に過ぎず，それも２町２反の小地主に過ぎな

い。 同家が現に小作地をもつ外， 他は農地改革の圏外におかれた自作農である。
経営規模もＩＥ町以

上のもの３戸， その他は１町以下で， 非農家２戸を数えている。 専業農家は
２戸で， 他はほとんど

公務自由業及び賃労働を兼業としている。

第１０表

　

新開部落旧士族団の旧身分及び土地所有，経営耕地表

戸

　

主

　

名 目線高

（石｝
旧

　

身 分
現在所有地 経営耕地

宅地
（反） 島 農｝ 山林 田 畑

東 福

　

原

Ｙ．

　

Ｍ

Ｓ．

　

Ｎ

Ｍ．

　

Ｔ

５０

２００

足

　　　

軽

扶

　

持

　

人

御傍筆頭

Ｏ

　

Ｄ

　

Ｄ

． ▲

　 　 　

． ▲

　 　 　

． ふ

Ｄ

　

Ｄ

　

Ｄ

３

　 　

２

　 　

４

２，５

１０・０

７・０

３．Ｏ

１６．０

０

　

Ｄ

　

Ｏ

０

　 　

３

　 　

２

０

　

，

２，５

４．Ｏ

賃

　　

労
社員農地解放で
畑１町解放
農

西 福

　

原

Ｙ．

　

Ｍ

Ｍ．

　

Ｈ

Ｎ．

　

Ｓ

Ｔ．

　

Ｙ

Ｈ．

　

Ｓ

Ｋ．

　

Ｓ

扶

　

持

　

人
０

　 　

０

　 　

０

　 　

２

　 　

０

　 　

０

１

　

１

　 　

ｌ

　 　

ｏ

　 　

ｌ

　 　

ｌ

４．Ｏ

１．５，

２．Ｏ

０

５，Ｏ

９，Ｏ

６．５

４．０

５．Ｏ

０

５．Ｏ

９．Ｏ

３．０

２０，Ｏ

３．Ｏ

０

４．Ｏ

２０．Ｏ

４．Ｏ

４．Ｏ

１．５

２．０

０

１・７

７・０

６．５

４．Ｏ

５．０

０

５，０

農

社

　　

員

賑

　　

員

教

　　

師

－．

　　

柳

Ｓ．

　

Ｔ

Ｈ．

　

Ｎ

Ｙ．

　

Ｎ

Ｋ．

　

Ｎ

３００

　

？

扶

　

持

　

人

５

　

５

　

５

　

３

２

　 　

０

　 　

０

　 　

１

２．０

０

０

４．Ｏ

３．Ｏ

２．５

０．４

１・０

０

０

０

０

６．Ｏ

２，Ｏ

０

０

５、Ｏ

３．０

２，５

４，Ｏ

養

　　

鶏

社

　　

員

　　　

‘ソ

賃

　　

労

上

　

福

　

原 Ｔ・

　

Ｋ

　　　　　

／ソ １・０ ０ ０ ０ ４．Ｏ １・０ 社

　　

員

地

所有面積以下は昭和３３年１月現在
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北海道移住諸集団の類型的考察

　　

耕種は水田米作の外麦・甘藷・糸ぞ謬等で， 新開Ｊ日以南の村方では煙草作がかなり導入されている

のに， この地域では， 集積的桑園が卓越している。 これは粗粒砂土壌と労働不足に起因する。 大家

畜飼育農家も僅か３戸で，肥料自給度は低い。 定着士族団の漁業との関連が注目されるが， 明治３０

年代２戸， 現在１戸で， 村方の網子を使用し， カニ・イワシ・エビをとる程度であった。 近日本

バルブ廃液の被害補償金を得て， 廃業状態にある。

　　

ところで士族集落新聞の社会的結合の強度が問われる。 かつて身分的階層意識の為分裂の危機

を経過して後， 現在士族意識は世代逗後の人々においては稀薄である。 むしろ楢縦用水管理， 冠婚

葬祭等を通し， 地緑的水平的結合が強化きれている。 また土地所有も未分化のため， 垂直的親方小

方関係の発生もみられない。

　　

村方部落との関係は， 当初身分意識の存在の故に， 時に対立的緊張関係を伴なったこともあっ

た。 しかし其の後共同の用水管理， 氏神・菩提寺・小学校等を共にすることにより， 第二世代以後

優越的身分意識は漸次薄れていった。 同様通婚関係・方言等の封鎮性等も第二世代以後失われ， 周

辺周辺との平均化がみられるにいたった。 ただ方言語桑及びアクセント等に第二世代においても，
島取的な要素が若干残存することが注意さえ る。

ＶＩ． 結

　

終りに当り， 諸言に掲げた視点に基づき， 拙論を要約すれば， 以下述べる諸点につくされる。
すなわち， 民営開拓の当初より， 士族団の帰農にいたるまでの失敗史， ないしは士族集落崩壊の歴

史は， 沿海浜堤帯のもつ劣悪な立地条件， 加うるに非生産人としての士族団の低い営農技術， 飯米

自給性の稀薄な畑地農業の選択， 濯紐用水の必要にも拘らず既成水利共同体及び村方の排他的畑地

権澱の妨害， 士族団内部の結合を分裂せしめた旧い身分的階層意識， 国家資本による営農とくに濯

織資金投下の欠如によりもたらされたものといわねばならない。 この点自然的条件は酷薄でも， や

がて米作地域化が可能となり， 既成地域社会の抵抗も絶無で， その上多額の国家資本により， 国築

的見地より保護された北海道・鳥取村が，ともに同藩出身の士族団であり乍ら， 高い定着率を示し，
輝かしい成果を挙げてきたことと好対称をなすものである。

　

後に研究担当大学との連絡を怠ったため， 対比すべき鳥取村の資料得られず， 諭旨に一貫性

を欠いたことを遺憾とする。

　

なお本研究のため， 多くの資料と教示を与えられた松田千歳・井上光恵・金田親知・入江昇一・

佃美勝・原谷正己・米子市役所太田係長等各位に対し， 謝意を表する。

　

３， 士族集団移民の村落形成

－－北海道釧路市域旧鳥取村について－－
　

　　

　

　　　

　同

序

　

北海道における村落形成は漁村を除いては， ほとんど明治以後の問題であり， その歴史的展望

は容易であるかのように見える。 しかし， 実際にあたって見ると必ずしもそうではない。 その理由

として一には開拓者の居住が流動的であったこと， 二には文書資料の保在が極めて悪いという事情

をあげることができる。 個々の村落についての特殊研究も他の地域に比較しておくれているように

見える。 勿論市町村史又は町村誌の名によって行政機関の編纂した郷土史は多いが， これらの多く

は記念碑的な， あるいは古老顕章の目的によってつくられたものが少なくない。

　

釧路市鳥取地域についても昭和九年鳥取村誌編纂委員会が 「鳥取村五十年誌」 を出しており，
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つづいて昭和一八年改訂増補されて，「鳥取町誌」 が出されている。昭和八年版 「鳥取村誌」 には原

勝治氏所蔵文書， 北海道史料編纂室書庫蔵の若干の文書が鳥取村派出完詰書類概としておさめられ

てし・て利用すべきものがある。 また昭和一八年版 「鳥取町誌」 には北海道史料編纂室書庫の若干の

文書が史料遺拾落穂として追加されている。 ついで昭和三二年渡辺茂氏が 「釧路市史」を書いてお

り， 新たな資料を加え， 欠を補っている。 専門書としては吉川秀造 「全訂版士族授産の研究」 昭和

一七年， 高倉新一郎 「北海道拓殖史」 昭和二二年などがあり， それぞれの視角から旧鳥取村にふれ

ているが， 村落形成の過程を内部構造の分析によって究明しようとするものではない。

　

筆者はこれらの研究をふまえ， さらに今次調査の結果発見することのできた坂本正男氏所蔵文

書， 鳥取公民館所蔵文書その他を利用し， 士族集団の村落形成及びその集団構造の特質を明らかに

し， その崩壊の要因が形成過程そのもののなかに伏在していることを論証したいと考える。

歴

　

史 的 前 提

　　

北海道における士族移民は北海道拓殖と士族授産とのこの契機を持っていた。 明治維新の本質

が何であるかについてはここで論じないが， 少なくとも明治維新の結果樹立された政権は開拓士族

層＝薩長藩間を中心とする絶対主義政権であることについては異論は少ないであろう。 このような

性格を持って生まれた明治政権は資本主義の移植とその保護助成をはかるために， 一方では地租改

正によって半封建的土地所有の体制をつくり出して， 原始的蓄積をおしすすめるための横杯たらし

めるとともに，

　

他方では国家支出の３０～５０％ の比率を占める領主家臣団の家録支給を漸進的に廃

止する政策をとった。

　　

明治六年十二月の秩録処分は家録税の累進的課税と併行しておしすすめられ， 明治九年八月に

は家録の強制的浅収が行われた。 しかしこれらの措置によって士族の手に残った金録公債も明治十

年から， 明治一四年にわたる通貨膨脹と物価騰貴によって反故に近いものになり， 士族のうちで官

僚又は近代産業資本家として転進できた少数のもののほかは多く生活に窮した。

　　

大久保利通の三条公への同書に 「夫し華士族ヲ通観セハ， 其恒産ヲ存スル者実二十中二三及ノ・

・ス。 多クハ徒食遊瀬ニシテ居常欝屈不平ヲ筒ム」
１）としるしてあり，明治一七年の 「興業意見」 では

「士族ニシテ公債証書ヲ所有スル者ハ其比例僅々百中一二ニ当ラス。 而シテ之を所有スル者モ亦一

両年ヲ出スシテキ毛減漸尽スルニ至ルヘシ， 或ノ・該証書ヲ売却シ， 産業其赴ニ充モ往々失敗ス。 就中

職業ニ就キ生計ヲ立ル者落々農星ノ如シ， 故ニ官途ニアル者ヲ除クノタト果シテ前途ノ目的ヲ達スル

モノチカーニモ当ラザルヘシ」２）とのべているのが明治十年の士族の実状である。

　　

鳥取村に移住した坂本友規の家は拾壱俵四人扶持の家であったが３）， 明治十二年十二月十二日

就業資本にするために次のような公債買上を県に願出でている。

　　

所有之金録公債ヲ以テ資本トシ貸付金仕活計ノ目途相立申度泰存候条， 何卒該証書御買上被＝

　　

為下候得ハ， 難有仕合奉し存候。 此段親戚連署戸長奥印ヲ以巧も願候也。

　　　

鳥取県因幡国法色郡立川町四丁目三百三番地

士

　　

族

　　

坂 本 友 親 印

同県同国同郡同町二丁目五百五十九番地

　　　　　

親戚士族

　　

原

　

田

　

有

　

秋

鳥取県令 境

　

二郎 殿３）

　

同じように明治十二年二月二日津坂忠治は金録公債買上を願出て， 間届けられている。 買いあ

げられた公債は五百円一枚， 三百円一枚， 拾円三枚であって計八三〇円であるが， 買上の実青は次
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の通りである４）。

七分利は

　

一金公債証書八百三拾円

　　　　

此御買上金六百八拾円六拾銭

　　　　　

内四百五拾円六拾銭

　　

諸向負債償却見ノ込

弐百三拾円

　　

此金額ヲ以別紙予算書ニ掲ケル籍地買得シ農業相営永世ノ活路相立候見

　　

込ニ御座候

（中略）

右之通りニ御座候

右

　　

津 坂

　

忠

　

治

明治十二年十月十九日４）

　

津坂忠治は帰農しているが， 坂本友規の場合は傘小売を本業とし， 兼ねて紙墨筆を小売した。

しかしこれらの営業は安定したものではなく， 明治十三年六月九日立川町二丁目百四十一番地邸に

転宅し， さらに明治十三年七月廿五日は紙小売をやめて， 傘道具小売， 絹糸小売を兼業している３）。

しかし明治十四年五月十四日には高草郡金沢村二百七十四番次西原清太郎本宅に転宅し， 同時に坂

本虎治は 「差支モ有し之候間」 という理由によって中学を退学しているのであるから， 恐らく小売

商を廃業したものと考えられる。 坂本家の場合商業を営んだのは明治三年から明治一四年にかけて

の時期であり， 西南戦争後のインフレーションが頂点に達した時期であり， 物価があがり， 家計維

持のためのあがきであったようである。

　　

これらの士族救済をはかることは明治政府にとって焦眉の急であり， 鳥取県では 「明治十六年

士族授産ノ為〆， 座繰製糸場ヲ鳥取ニ置キ，同場内ニ製糸伝習所ヲ設置シ」
５）また鳥取県夜見ケ浜開

墾地では旧鳥取藩士政府から三〇一八七円の貸下を受けて帰農し， その開墾にあたった
６）
。 鳥取県

士族の北海道移住もこのような士族授産の一環であった。

　

勿論明治初年及び十年代における北海道開拓のねらいとして農業移民を定着させ， その領有を

確かなものとすることはロシヤの南下政策に対抗しようとする江戸幕府以来の伝統的な方針として

意味がなかったわけではない。 従って士族がかかる目的にかなったものと考えらるのも無理なこと

ではない。 しかし， 主なるねらいは士族授産にあったのであるから， 必ずしも農業移民として も

適当したものを選んだわけのものではない。「近来士族北海道ニ移住スルモノ歳ニ多ク，或ノ・数十人

乃至数百人相団結シ， 遠ク家郷ヲ離しテ決然之レニ赴キ以テ生産ノ道ヲ立シトス。 其志喜フヘキ」

ものがあったとしても，「此輩資本ノ豊ナラザルハ姉ク置キ，其気候ニ慣レザルカ為ニ十分ノ労働ニ

堪ヘス」２）というのその実態であり，一般的にいって士族集団移民は必ずしも成功したとはいいがた

い。 士族集団移民の契機として， 農業植民地開拓と士族授産の二をあげることができ
るが， むしろ

主たる意義は後者にあり， 自由民権運動なる反政府行動の一翼を担った士族層に対する政府の働き

かけと見るべきものがあろう。

村

　

落

　

構

　

成

　

鳥取県士族集団は明治一六年吉田芳蔵， 山根安繁， 小関温清， 荒井定義の四名が先発し， 翌一

七年近藤喜孝， 坂本友視以下四一戸， 一八年になって武田貞明， 遠藤芳盛以下六四戸が入植し， 合

計一〇五戸， その外に附籍五戸が含まれている。 またこの中には菊田重次郎， 吉田芳蔵， 柿田亨，
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中村周太郎， 鍵本弥平の平民五戸が模範農が加わってし・る
？）
。

成は第１表， 第２表の通りである。

第

　

１

　

表

家

　

族

　

数

　　　

戸

　　

数

これらの移民の年齢別構成， 性別構

性

　　

別 ０～１５ １６～５９ ６０～ 計

男

　

女

　

計

１１４

８８

２０２

１６１

１４５

３０６

１１

２７

３８

２８６

２４０

５２６

家族数４～６のものが全体の７０％ を占めているが， これらの内容

を見ると， 祖父母又は孫を含む家父長家族である場合が多い。１５

歳以下及び６０歳以上の非生産年齢の階層が全体の４６％ である。

　

若し移民の家族構成の類型を若夫婦を主体としそれに若干の

子供を含む小家族型と世代を異にする幾細．かの夫婦又はその一方

を含む大家族とに分けるならば，略取県土族集団移民は大家族型で

あり， 移民出身地における家族構成の型をそのまま持ち込んだも

　　　

１２

　　　　　　　　　　

１

のである。 このことは鳥取県士族の移住が農業移民として北海道の開拓それ自体を目的としたもの

ではなく， 兼ねて移民出身地における社会政策目的をも持つ複合的性質の移民であったことを示す

ものである。 これらのことは移民の定着にかなりの困難な要因がすでに開拓当初からすでに内包さ

え ていることを語っている８）。

　　

明治一八年現在と明治三六年現在の居住者とその戸ロ数は第３表の通りである９）。 明治三六年

現在でほぼ第一次入植地にそのまま居住しているのは３６戸で，３４％ にすぎない。

第

　　

３

　　

表

明

　

治

　

１８

　

年 明

　

治

　

３６

　

年

戸数 男 女 戸数 男 女

森西

　

近藤

　

戸田

　

高井富

松原

　

菊田

　

野村

　

羽田

香大

　

高井青
１０ ３３ ２２

角五

　

浦沢

　

菊田

　

羽田

大吉

　

小畑

　　

佐

　　

伴

森田

　

高井

　

小畑

　

山根

児玉

　

川口

１３ ３１

坂本

　

松田

　

杉本

　

中村

山川

　

田中

　

杉村

　

潜水

今井

　

小関

１１ ３７ ２２

松昭 中村

　

清水

　

杉本

山根 柴山

　

関田

　

戸田

浅田

　

山形 松並

　　

北

１３ ２１

浅田

　　

橘

　

桂木

　

荒井

桑田

　

藤岡

　

石尾

　

西村

石川

　

多島

　

湯口

１１ ２３ ２１

三沢

　

大森

　

西村

　

中村

古井

　

津村

　

桂木

　　

橘

戸田

　

内海

　

鎌田

１１ ２８

１１ ２５ ２２

浅井

　

竹内

　

津村

　

野村

村松

　

湯谷

　

前田

　

吉田

谷川

　

古１日

　

竹内

２５

－１４０－



北海道移住諸集団の類型的考察

明

　

治

　

１８

　

年 明

　

治

　

３６

　

年

　　　

１戸数 男 女 戸数 男 女

・洋坂 中村

　

川口

　

佐橋

浜野

　

谷口 新

　　

片岡

前原

　

古井

　

国府

１１ ３５ ３０

寺坂

　

藤田

　

中村

　

川口

灘坂

　

浜野

　

前原

　　

新

星野

９ ３７

６

多辻

　

松浦

　　

伴

　　

城戸

橋本

　

武田

　

篠原

　

遠藤

紅林

　

田中 １１
多辻

　

篠原

　

井出

　

沢村

４ ｌｏ １２

野村

　

田川

　

松川

　

河本

安田

　

記田

　

安田

　　

佃

平井

　

鍵木

　　

原

１１ ２８ ２９

河本

　

安田

　

記田

　

松川

安田 ５ １０

中村

　

藤代

　

美谷

　

井上

竹村

　

石尾

　

和田

　

田中

藤田

　

田中

１０ ２７ ３１

高橋

　

藤代

　

美谷

３ ８

小谷

　

松井

　

島田

　

安井

沢田 田村

　

津村

　

山中

戸田 岡村

　

岡村

１０ ２９ ２７

島田

　

安井

　

沢田

　

田村

　　　　　　　　　　　　　　

．
戸田 ５ １１

宮本

　

松井

　

星野

　

柿田

米原

　

伊良子

　

吉田

　

寺崎

斎藤

９ ２６ ２１

宮本

　

西岡

　

吉崎

３ １１

１１ 坂本

　

谷口

　

田中

　

山川 ４ ６ ５

オ

　 　

ン

　

ネ

　

ビ

大久保

　

大久保

　　

猪子

浅野

　

酒井

　

岡田

　

長谷川

酒井

　

岡島

　

池田

　

酒井

森下

　

春日

　

森下

　

酒井

三品

　

篠原

　

戸塚

　

遠藤

大友

　

伏田

　

古山

　

久米

小泉

　

大久保

　

森

　

小笠原

根子

　

川口

　

安達

　

酒井

３４ ６７ ５９

　　　

註

　

鳥取県士族は一番組から一〇番組に分れて入植したが， 明治一七年には一番組から五番組まで， 明

　　　　　

治一八年には六番組から一○番組まで入植している。 －－番組，オンネビラはその後の入植である。

　　　　　　

明治一八年の欄の－－は明治三六年までに脱落した家を示し， 明治三六年の欄の－－は明治一八

　　　　

年から継続している家を示す。

　　

明治三六現在ですでに入植当時の原形が失われたことを示している。 番組別定着率（Ａ）変動率

（Ｂ）は第４表の通りである。

　　

定着数
Ａ ＝ －－－一一

　　

入植数

Ｂ＝

　

３６年度総戸数一定着数

　　　　

３６年度総戸数

第４表により， 各番組の類型を次の四に分けた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－１４１－



高橋・徳宿・奥野・北野・中島・徳永・岩永

Ａ型定着率大変動率小

　

５番組 （Ａ＜５０，Ｂ＜５０）

Ｂ型定着率小変動率大

　

１，２，３，４，５，６番組
第

　

４

　

表

（Ａ＜５０， Ｂ＞５０）

Ｃ型定着率大変動率大 （Ａ＞５０，Ｂ＞５０） ない

Ｄ型定着率小変動率小 （Ａ＜５０，Ｂ＜５０）

番

　

組
Ａ

｛％｝

Ｂ

｛％｝

Ｉ

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

４０

３６

２７

２７

５５

２０

４５

２０

４５

２２

６９

３１

７３

７３

３３

５０

０

３３

０

３３

　　

以上により阿寒川南岸釧路市近郊に位置している地域（１，２，３，
４番組）は交通が便利であり，

　

誠菜搬出が容易であったので， 農業

　　　　

４

　　　

２７

　　　

７３

戸数が増加する傾向があるにかかわらず， 耕地保有者の変動が大で

　　　

５

　　　

５５

　　　

３３

李な馨踊躍ぎ聯繋繋ぎ・灘灘激烈冨

　

！ ；ｇ

　

５８
経営に不利であり， 脱落するものが多く， 耕地はそのまま捨てられ

　　

；ｇ

　

３ｉ
たものが多い。 一般に西部に移るに従い， 排水も良好であって， 農

　　　

・ｏ

　　　

２２

　　　

３３

耕適地が多いので鳥取県移住士族の形成した農業村落は原形のまま

残る傾向が見られる。 明治三六年頃になると農業地域の中核オンネビラ， ユッパナイ地区に移って

いる。

しかし全般的にいって鳥取村は衰退の傾向にあったことは第５表の人口統計の示すところである。

　　　

第 ４ 表 彰）

　　　　　　　　　　　

第

　

５

　

表

　　　　　　　　

人口の自然増加率が１６／１０００であ

　　　　

（町）

　

１ ２１ 踊

　

６

　

るかに上廻り’むしろ人口は減少

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

する傾向すら見られる。壷 キ ー デ
ー

働カ

ー

るに対して出寄留療寄留をむま

　　　　　　　　　　　

１．４～１．００

　　　　

５

　

３

　

３

　　　　　　　　

定着戸と脱落戸とに分離する

　　　　　　　

ｌｏ

　　　

ｏ．９９～ｏ．５０

　　　

１１

　

３

　

１

　　　　　　

要因として子供労働力がどれほど

　　　　　　　　　　　

０．５０～

　　　　　

６

　

３

　

１

　　　　　　

の重みを持っているかを見るため

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に， 明治一七年鳥取村収穫表り と

家族労働力８）との相関表をつくった。 これが第５表である。 家族労働力と開墾反別とはそれほど相

関があるとは考えられない。 従って脱落戸発生の原因は家族労働の多少というような経済的な要件

ではなく， むしろ経済外的要件が介在しているものと考えられる。

Ｉ ２ ３ ４ ５

　　

～１，５０

１．４

　

～１．００

０．９９～０．５０

０．５０～

Ｉ

５

１１

６

１

　 　

３

　 　

３

　 　

３

３

　 　

１

　 　

１

農

　

業

　

経

　

営

　

明治一四年までの釧路国管内の開墾状況は第６表の通りであって， ほとんど見るべきものがな

い１０）。 従って明治一七， 八年にわたって， 一〇五戸の鳥取県が移住し， 明治一九年の状況として，

第

　　

６

　　

表

郡

　　　　　

名
年

　　

代
釧

　

路 郡 厚 岸 郡 白

　

糠 郡 釧 路

　

郡 厚 岸 郡 白

　

糠 郡

明治

　

３

　

４

　　

５

　　

６

　

７

　　

８

町

　

反

　

試

　

歩
４，７，５，００

０

４，９．０．４１

３．９．５．２２

４．５．８．１７

０．６．７．２６

町

　

反

　

畝

　

歩
６．９．４．０２

１．２．０．００

１．５，９．００

０

０

０．５．８，１０

町

　

反

　

畝

　

歩‐
０．８，８．１１

０

０．６．２．０３

０．２，６．２５

０

０

明治

　

９

　　　

ｌｏ

　　　

１１

　　　

１２

　　　

１３

　　　

１４

ｆａｒ反

　

試

　

歩
０

０

０

０

０

０

町

　

反

　

畝

　

歩
０

０

０

０

０

１．７．６．１６

町

　

反

　

畝

　

歩
０

０

０

０

０

０

－ １４２－－



　　
も

北海道移住諸集団の類型的考察

「本年開墾セシ段別ノ・五十二町余， 既墾地ヲ含セテ百

二十六町余トス」１１）と報告きれているのは 釧路附近 の

こととしては劃期的なことであった。 明治一〇年代の

開墾面積及び収穫高は第７表の通りである１１）。，少なく

とも鳥取移住初期の農作物は大麦， 小麦， 蕎麦， 馬鈴

薯等の食用作物に集中されている。 しかしその種類は

本州の畑作地域の典型的農作物をそのまま移している

にとどまる。 明治三五年の作付反別及び収穫高は第８

表の通りである。 また明治後半における釧路国管内の

家畜飼育状況は第９表の通りである。

ま

　

９

　 　

８

野

　　　

菜

　　　

２７．５

　　

ー

　　　　　　　

２０１９

第

　

９

　

表１３）

年

　　　

代 明

　

治 ４３年 明

　

治 ３５年

家

　

畜

　

別 馬 牛 馬 牛

癖ｉー

　　　　　

路

厚

　　　　

岸

浜

　　　　

中

白

　　　　　

糠

足

　　　　

寄

熊

　　　　

牛

弟

　　

子

　　

屈

舌

　　　　

辛

鳥

　　　　　

取

太

　　　　　

田

昆

　　

布

　

森

１，８６１

　

９８１

２，２１０

１，８４９

　

６９８

　

３３６

　

２９２

１，０４０

４０１

　

６７７

　

６２９

１９０

７０８

５６３

４４９

６０

１５

１１０

７１

１２６

２３６

２４４

計 １０，６２３

　

１

　

２，７７２ ８，４１７ １，２３４

　

明治三五年になると， 浜中， 釧路， 白糠等は次第に馬

産地ことしてその特色がはっきりするようになっている。

鳥取村もれら馬産地向けの飼料として燕麦をつくっているが， 特に著しいものとしては鎌菜栽培が

第 １０

　

表

釧

　　　　　

路

厚

　　　　

岸

浜

　　　　　

中

白糠外ニカ村

足寄外三ヵ村

熊牛外ニカ村

鶴居外一村

舌辛外ニ村

鳥

　　　　

取

昆布森外二村

太

　　　　　

田

８，７９９円

９，２５１

３，０１２

６，３４３

１０，３５９

６，４７８

５，６７５

４，５１４

１２，２６３

６，８１５

６，２４１

めだっていることである。 このことは開拓初期の作付が自給食用作

物に集中しているとははっきり異なっており， ここに資本主義経済

下において換金作物を取り入れることにより， 貨幣獲得を試みよう

とする努力が見られる。

　

このような方向を支えた条件としては釧路市街地に近接してい

るという地理的条件をあげることができるｏ

　

集約化させる原因とも

なった。 第１０表は平均一反歩収穫価格であり， 鳥取村は も多く

の収穫をあげている”）。 明治三〇年頃の状況として 「普通ノ農作ラ

ナスヨリモ， 孫菜ヲ作りテ釧路市街ニ販売スルノ利アリトス。 之レ

ヨリ上流ニ至ルニ従ヒ， 地味肥沃ニシテ， 濃霧ノ量ヲ減シ， 夏期ノ

温度ヲ増シ， 市街地ニ遠リ， 蔽菜ノ販売ニ不便ナルラ以テ普通作物

項

　　

目

麗 墾 反 別

大

　　　

麦

小

　　　

麦

蕎

　　　

麦

大

　　　

豆

小

　　　

豆

馬

　

鈴

　

薯

第

　

７

　

表

　

　

　

　　

　

　

　

　　
７４．５．９，２６

２．７．７．

　

Ｏ

１，８．９．

　

９

９２．４．３，

　

４

０．３．３，

　

Ｏ

０．４．７． １

　　

４３俵

明治１９年

１２６．６．０．２４
石

　

斗

　

升

　

合
１７，４．５．

　

Ｏ

６．６．７．

　

３

９４．２．５．

　

Ｏ

０．６，３．

　

５

０．７．９．

　

Ｏ

　　

１９１５俵

－１４３－



高橋・徳宿・奥野・北野・中島・徳永・岩永

ヲ耕種ス」 としるされている。 釧路市街地を中心として環状に近郊農業， 穀寂農業が行われていた

趣は現在と大差なかったというべきである。 さらに一部では 「村馬鈴薯澱粉製造ノ業ノ・明治二十九

年に姶り， 同三十年ニハ製造戸数五戸トナリ， 澱粉四百斤ヲ製造ス」１５）というように農村工業の萌

芽もすでに見られる。

　　

作付の変化を坂本家によって見るに第１１表の通りである１７）。こ，の表によって食用作物として大

第

　　

１１

　　

表

年

　　　

度 明

　

治１８年 明

　

治１９年 昭 和 ２２年

　　

作種別

別収穫
反

　　

則 収

　　

穫 反

　　

別 収

　　

穫 反

　

・別 収

　　

穫

大

　　　

麦

小

　　　

麦

疏

　　　

豆

大

　　　

豆

小

　　　

豆

　

麻

　

栗
イ ンゲン豆
玉

　

勘

　

黍
キ

　

ヤ

　

ベ

　

ツ

大

　　　

根

蕎

　　　

麦

野

　　　

菜

馬

　

鈴

　

薯

裸

　

大

　

麦

１反５畝

０．２

　

０．７

０．５

　

１．２

２．４

　　

－

２．２

　　

－－

０３

０，１

　

１・０

０，３

０．２

　

１，５

１・０

２．５

０，２

６．Ｏ

　

２斗

　

１貫

　

１５０玉

２，０００本

　

１０斗

少 々

　

宛

　

１３５俵

０５反

　

畝

０・７

１・０

１・０

６．２

１．３

７

　

３．６貫

１，５００貫

　

１．１斗

少

　

々

　

宛

　

３２俵

１反５畝

０．３

０．２

１，５

１・０

３．５

４．６

９．６

１１・０

１．４

６．４

３．８

　

４斗

１，２

４

４．２

１．２

７０貫

６８斗

２２．２

５１．１

２６０俵

３０斗

麦， 小麦， 裸大麦， 粟， 馬鈴薯等が試作さえているが， その収穫には少なからず変動がある。 しか

し次第に大麦， 蕎麦， 馬鈴薯が適作として多くつくられるようになっているが， 特に大麦について

第

　

１２

　

表

等

　　

別 Ｉ ２ ３

太

　　

田

鳥

　　

取

尺

　　

別

下 帯 広

芽

　　

室

釧

　　

路

琵 琶

　

瀬

Ｉ
４

　 　

２

　 　

１

１６

ｌｏ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

一新墾プラオ

　

但三頭索

一麻製馬具

一考ｉ：馬五頭

一ハロ

　

←

は明治二〇年星野光義の麦畑に変種を発見し「翌年之を

播種して僅かに二升余得たるを始とし， 漸次全村に広ま

れり， 其間種々の大変を播種したるも其の収穫量星野麦

に及ぶものなし。 豊作二石凶作四斗にして， 平年一石二

斗」１７）という状態であった。

　　

鳥取村の農業技術の水準は明治二五年の第三回釧路

十勝両国連合農産物品評会で，１２９２点中入賞したものの

数は第１２表の通りであり１８），大田村についで多く， 釧路

国管内では農業先進地域であったものの如くのである。
農法については士族移住規則第一四条によると次通り規

定している。
一個
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右ノ・移住初年度ニ十戸ヲ一組トナシ

貸与分

　

一鍬

　　

　　　

　

一鎌

　　

大一

　

小二三挺

　

鋸山刀各一挺

　

柴刈ー

　

草刈一

右ノ・移住初年度ニ限り毎戸貸与ノ分

以上諸器ノ修補ノ・自弁タルベシ

　　

また明治二一年以来農業一致会の会長であった坂本友親に対しその労に報いるために， 再墾プ
ラオー台をおくっているが如き， 何れも洋式農具が開拓当初からすでに用いられていた事実を知る
べき資料である。

　　

以上によって鳥取村の自然環境が必ずしも好適ではなかったのにかかわらず， 釧路市街地に近
接しているという地理的条件と知的水準が高く， わりあいに高度の農業技術を受け入れやすいとい

うことと相まって， 土地利用が釧路国管内の他の地域に比較して， 集約化していた。 しかしこのこ

とは逆に家畜を導入し， 有畜農業＝寒地農業を確立することを阻み， むしろ他地域に比較して零細
農業たるに止まり， 脱落者の出てくる原因でもあったと考えられる。

階

　

層

　

分

　

化

　　

士族移住規則では 「第八条， 農業ヲ目的トナシ移住スル者ハー戸ニ付宅地千坪， 開墾地一万五

千坪以内ノ地所ヲ貸渡シ， 貸地年季ノ・貸渡ノ月ヨリ満七ヶ年トシ， 其間貸地料ヲ徴セス」 と規定し

ている。 しかし実際に開墾できた既耕地の面積はそれほど広いものではない。

　　

明治一九年の総耕地は１２６町１１）であった。 明治三〇年頃の状況として 「目下鳥取村ニテ主ニス
ルモノニ平均三町ヲ耕セリ」１５）としるされている。 明治三六年の成功畑は２０４町歩１反歩であり，
それを総戸数で割ると１．４町である。

　　

自作小作の区別については， 入植当初同じように五町歩の貸渡があったのであるから，ノＪずＥ人

はほとんどなく， 明治三〇年の状況として 「村民ノ・概ネ自作ラナス。 小作ト称スルハ鳥取県民移住

地ニ数戸， 区劃地二十余戸アルノミ（中略）。 小作者ノ・概ネ富山県民ノ資本ナキモノ」
１５）であった。

　

以上によって鳥取県士族集団の階分化は見られず， ひとしく一町歩乃至三町歩前後の自作農が

多く， 他地域に見られるような不在地主は勿論なく， 士族集団内部においても集団全体に対し発言

力を持つだけの地主はいなかったものと推定される。 第１３表は明治四三年現在の釧路国営内の衆

議院の選挙権を持っているものの数であって， これによって， 政治的

　　　　　

第 １３

　

表
に活動できるだけの地主が， 一人もいなかったことを知ることができ

　

一「一一…

るＭ）。 此表によって 釧 路国営内にあって政治的活動を行うだけの経

　

豊

　

賂

　

２７９人

済的基盤を持っていたものは 少なくとも明治時代にあっては 漁 業

　

粁

　

孝

　

平

家’ 馬産家であり， さらにこれらとからみついて存在した商人二商業

　

言

　　　

４。

資本であったと克なくてはならない。

　　　　　　

“ 票

　

竺

　

農業金融にっし・ては 「第十四条貸出スヘキ金額ハー戸金三百六十

円ニ超工サル額」（士族移住規則第一四条）であり， 家屋は 「一戸十口

坪草小屋一棟， 新築費トシテ金九十円以内」（同一四条）であり， 玄米

塩ー噌料は着業から二ヵ年現金をもって貸出し（同二〇条）， これら一切

は 「無利子七ヶ年据置， 第八ケ年ヨリ向フ二十ヶ年賦ヲ以テ毎年十二

昆

　

布

　

森

　

　　　

　

舌

　　　

辛

太

　　　　

田

足

　　　

寄

鳥

　　　

取

　　　　

ｏ
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月三十一日ヲ限り」（同二三条）返納することになっていた。 これらの隼務一切は釧路勧業派出所で

行われていた２１｝。釧路勧業派出所は明治二〇年九月「五十三戸扶助期限経過」
１９）した理由によって廃

止され， これに代る機関として戸長役場が設けられた。 しかしこれらの
貸与金返済が立たず， 明治

二三年三月には 「宮貸金ヲ棄拍シ， 以テ弁償ノ義務ヲ免」２０）れしめたがその金額は三万八百拾三円

に及んだ。

　

以上により政府資金によって生活及び経営の資金がまかなわれ， しかもその条件がかなり有利

なものであったことは否定できない。 これら保護政策の もよく・あらわれているのは 「移住シテ特

別ナル官ノ保護ヲ受クル期間中ノ・左ノ種類ヲ播種セシメ， 管庁ニ於テ其収穫物販売ノ途ラナシ与フ

シ， 大小麦， 麻， 蕎麦， 大小豆， 粟」（士族移住規則第一五条）の規定
である。 明治一八年六月杉村

慎言， 野村与十郎は 「此上官ノ手ヲ煩ハスハ恐縮之至ニ御座候へ共官ニ於
テ各自収穫シタル物品販

路相付候様御保護被下候ハバ移住者一同安仕候間」２１）と願出で， 収穫物仕訳取調書を出している。

　　

明治二十年代に入り， 政府の北海道開発政策が直接保護政策から間接保護政策に転換するに及

んで士族集団移民は次第にその困難をまし

たものと見られる。 現在知りうるだけの資

料に基づいて集計した明治三一年の土地所

有権の移動は第１４表の通りである２２）。この

中で二件以上のものは千・人であるが米原在

市が鳥取村六番地に住み， 鳥取県士族であ

るが草野新太郎は東京在住の不在地主， 田

中豊蔵は釧路市真砂町１０１居住， 佐々木大

三郎は真砂町居住であって， 何れも商人で

あったと推定される。 この前後において土

地を集積したものに中西六太郎（米屋）， 佐

藤助五郎（呉服屋）， 豊島庄作（仕込問屋），

馬場吉郎（米屋）， 山県象二（漁業）， 森西薫

太郎（菓子商）， 浅利安五郎（小間物商）， 馬

場与惣吉（米屋）， 渡辺虎蔵（米屋）， 江縫元

太郎（呉服商）， 秋元幸太郎（釧路町長）等

の名が見られ， 鳥取県士族集団移民が次第

第

　

１４

　

表

買

　　　

主 宅地地積 畑地地積 件

　

数

福

　

井

　

利

　

吉

米

　

原

　

庄

　

市

馬場与惣吉

佐藤助五郎

草野新太郎

美

　

笠

　

余

　

蔵

田

　

中

　

豊

　

蔵

高橋太郎吉

小

　

畑

　

竜

　

吉

佃

　　

善

　

忠

宮崎佐太郎

平

　

井

　

森

　

ニ

，佐々木太三郎

藤井吉三郎

歩

　

畝

　　

反

７．１３．

　

６

３．

　

４．

　

７

３，

　

８．１２

７．

　

３．１０

４．

　

０．

　

８

３，

　

３．１０

３．

　

７，１０

３．

　

０．１６

３．

　

２，１１

町

　

反

　

畝

　

歩
９，０．７．２２

５．２．７．１１

４．０．１，２９

３，２．５． １

２．８，６． １

２．７．３，２５

２，２．１．１２

２．１．４．

　

５

２，０．６．１４

１．８，０．１３

１．６，６．１０

　

８．２．２７

　

７，９．１４

１

　 　

２

　 　

１

　

１

　 　

２

　 　

１

　

１

　 　

２

　 　

１

　

１

　

１１

　

１

　

１

に釧路在商人に対して借財が多くなり， 次第にその小作人になって行く傾向のあ
ることを見逃すこ

とができない。

　

流刑移民は別として， もし移民を保護民と自由移民とに分けるならば， 士族
移民は明らかに保

護移民である。 士族集団移民は明らかに１呆護移民である。
士族集団移民は絶対主義政権の恩恵的保

護によって定着しただけに， 逆に資本主義下の植民地において充分独
立できる近代農民として生長

しにくい事情にあったというべきであろう。 以上のようにして鳥取県士族は， 北海道としては， 一

様に零細農であり， ひとしく没落する傾向があった。

結

　　　　

語

　

鳥取村に移住した士族集団移民は農業移民として決して成功したとはいいがたい。 しかし四散

せずして， 現在まで存続し，６０戸を数えるのは釧路近郊に位置し
ているということと，同郷心によ

る団結心があったからであると考える。 それでは何成功できなかったか。

－１４６一
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（１） 社会政策的目的と拓殖政策的目的とを兼ねた複合目的を持った移民であって， 必ずしも農

業移民として適当したものだけで編成されていなかった。

　

（２） 恩恵的保護， 直接的保護によって定着した移民であるから， 政策の移民政策の変更によっ

て衰微する原因を内に含んでいた。

　

（３） 土地調査が不充分であり， 寒地農業に対する政府の施策が不完全であった。 僅かに近郊農

業により農業が紺持されたが， 逆に有畜農業の導入を阻んだ。

　

以上のように明治時代におし・てすでに衰亡の一途をたどった。

参

　

考

　

文

　

献

１） 大久保利通文書第九，Ｐ，３９～４０，Ｐ，７１，
２） 明治前期財政経済史料集成，第一八巻．興業意見 Ｐ．８３５．

３） 坂本正男氏蔵文書，
４） 津坂ハナ氏蔵文書．
５） 鳥取県篇，鳥取勧業沿革 ｐ．６７，

６） 吉川秀造，全訂改版士族授産の研究 Ｐ．５１４．
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１４） 神

　　

憲，釧賂国勢一斑，明治四四年，ｐ，３６，ｐ．１６９．
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４，

　

明治期における士族団体移住者の村落生活

　　

－－旧鳥取村Ｓ家を中心として －－

中

　

島

　

寅

　

雄

は

　

じ

　

め

　

に

　　

明治期において， いわゆる士族が北海道の農業開発に大きな役割を果したことは， 今日， 北海
道内の各地において， その開基を彼等の移住開拓に求めることのできる町・村が数多く存する点か
らもうかがい知ることができよう。

　

北海道に対する士族の移住形態は， 時代を開拓使設置以降に限っても，さまざまに分たれるが，
団体移住として類型化されるもののうち主なものは， 旧藩家臣団の移住， 屯田移住等であり， 夫々
の移住形態と村落形成に関して， すでにわれわれは， すぐれたモノグラフを有するｒ）。

　

一般に， 北海道において， 未開地が急速に農耕地化し， その上に農業経営， 農家生活並びに村
落が築かれて行く順序及びその過程において継起する諸問題を比較的正確かつ明瞭に知ることかで
きるのであり２）， 一定地域に居住する者の自主的な立場から形成きれる生活協同の組織と行政的な
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意図にもとづく地域区分及びその組織とか女廿何に関連するかの点等についての理解は比較的容易に

なされ得るのではなかろうか。

　

以下， 士族移住の一事例である旧鳥取村について， 団体移
住の特色をあげ次に視点を明治期に

おける村落形成の問題におき， でき得る限り， 移住者個々の農業経営， 未開地開
発過程に即して生

活共同の事実を捉え， ひいて組構造の分析を試みたい。 しかし， 未
だ現地資料探索の努力が不充分

な為， 初めの意図を果し得ず， 結果は，
一士族移住者の開拓生活を中心とする村落生活概況の叙述

に止まっている。 従って以下は今日の農村部落の構
造とその形成過程を団′体移住の場合についてみ

ようとする課題に対する序説或いは研究経過報告に過ぎないものである。

　　

尚本研究は， 北海道学芸大学釧路分校において， 各個研究とし
て文部省科学研究助成費をうけ

たものに， 筆者が社会学部門当者として後に参
加したものであることを附記したい。 更に， 本報告

の作製に当って， 資料を提供された坂本正男氏， 移住当初の状況につい
て種々教示された， 原三郎

氏， 野村斗雄氏及び現地調査において行を共にした
学生菅原清一君に深い感謝を捧げたい。

〔註〕

１） 旧藩家臣団の移住に関するものとして

　　

武田良三，開拓地農村共同体の展開と特質． 社会科学討究１巻１号，早稲田大学社会科学研究所ｓ．３１．

　　

叉屯田移住に関するものとして

　　

森岡清美，北海道篠津兵村の展開と村落構造 －祭詑組織を中軸として－． 社
会科論集，東京教育大学文学部紀

　　

要 ４．
２１ 高倉新一郎，北海道農地開発の過程．農業経済研究

２７巻１号，ｓ．３０，２７頁．

１．

　

鳥取村の成立と展開

　

北海道釧路郡旧鳥取村１）は， 明治十七年及び十八年の両年度にわたって，すべて鳥取県下より，

士族を主体とする百五戸２）の団体移住者によって開発形成された村である。

　　

この村の成立は， 北海道三県一局時代の も注目すべき施策とされている３）「士族移住取扱規

則」（明治十六月布達）にもとづく， 北海道内三箇村例ののーであり， なかんずく， 移住者すべて同

県者の故に村名を出身地名に求め， 移住と同時に行政地域として独立
したこと５），北海道東部御１羅各

国， 根室国，
・
北見国）の開拓史上， 定発着展せる農業団体移住の先駆をなすものであること

ぢ）等に

よって特異なものであると考えられる。

　　

明治十七年に前後する時期に， 鳥取県の士族が， 北海道へ帰農移住した事例は他にも
在存する

が７）， これら他地域への移住をも含めて， 特にわれわれの場合， 鳥取村の成立を見るに至った背景

として， 彼等の直接的な移住動機と 「士族移住取扱規則」 の
特色を次にのべることとする。

　　

廃藩置県以後， 士族の生活は一般に窮迫の一途を辿りつつあった
がＳ），

　

旧鳥取藩においてもそ

の例外ではなかった９）。 而して， 生活の逼迫せる失業士族に対する授産の方
途は種々講じられてい

たのであるが１０）， 充分な救済の効果をあげ得なかったものと
思われる。 何故ならば， 明治十一年に

至って， 失業士族の時の政府に対する不満， 相
互扶助による生活苦の打開の運動が， 足立長郷，ノＪ、

倉直人の両名を中心として組織化されることとなった。「共弊社」 はその団体の名称である。
「共弊

社」 運動の主な目的は， その綱領の示すところによれば， 明治九年，
政府の緊縮財政方針によって

廃止された鳥取県の再置請願， 団体員による物資の共同購入販売， 伯因両国
内各港の出入船舶を監

視して物資の他国流出を防ぐ等一方に政治的な目的と他方に士族の相互扶助及び物価騰貴を防ぐこ

とによって生活の安定を得ることの両者にあった
”）
。

　　

以上の如き旧鳥取藩士族の動向に対し， 政府はその鎮撫に焦慮し， 始め慰撫のため
杉孫三郎を

派遣し， 後内務郷山県有朋が自身現地におもむい
て談合の結果， 鳥取県の再置と 「共弊社」 の即時

－１４８－
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解散とが決せられた。 その節， 窮迫士族に対する授産の具体的な手段として， 彼等の北海道移住案
が山県有朋より提案され，「共弊社」 関係者によって受け入れられるに至ったのである。明治十四年
九月， 鳥取県は再置さえ， 県令山田信道は， 県内士族一千名を限り， 特に北海道に移住を許可する

という政府の内意をもって赴任した この政府内意の実現は，「共弊社」首領の北海道視察と前述の

　

「士族移住取扱規則」 の布達によって果されることとなったのである（以上は主として鳥取町誌の

記述に従う）。

　　

ところで明治十五年五月， 黒田内閣顧問は， 当時社会問題化した士族授産の急務と北海道開拓
の方策とを勘案して，

．大意次の如き建議をおこなった。「士族授産は彼等を適当の地に土着せしめ，
資本を補助して， 農業牧畜に従事せしむるに若くなし。 北海道は土地肥沃， 未開地広漠計るべから

ず。 近時開拓の途開け移住容易となり， 渡航を決心して土着せば数年を出ずして造産し， 子孫百年

の基を成すべし」 と１２）。 この建議にもとづいて政府は， 農商務省達をもって，北海道三県に移令し，
明治十五年度より貧窮士族を北海道に移住せしむることとしたのである。

　　

士族授産に関連して， 彼等の北海道移住策は， 既に早く同じく黒田清隆の建議にもとづいて，
屯田兵制度によって実現を見ており， その第一回移住は， 明治八年五月， 札幌郡琴似村に行われて
いた。「士族移住取扱規則」 の布達された年度の前後にも屯田兵の募集がおこなわれており，爾後，
明治二十三年の屯田兵制度改革に至るまで， 屯田兵志願者は一応士族に限定され， 屯田兵移住は即

士族授産と考えられていたのである。

　　

以上の点から考えて， 当時鳥取士族のうちで， 屯田兵に応募したものも多かったことと思われ

る。 事実， 明治十八年及び十九年の両年度にわたって形成された札幌郡像津兵村にては，四十戸中，
十五戸が鳥取県出身の士族である１３）。 しかし， 屯田兵応募の為には， 戸主年齢始め種々なる条件が

存していたので， 屯田兵応募資格に欠ける他の窮迫士族救済の方策は別途に考えられねばならず，
更に当時の窮迫士族増大の傾向によって， 前記の 「規則」 が布達きれるに至ったものと思われる。

　　

北海道三県（札幌県， 函館県， 根室県）にて布達せる 「士族移住取扱規則」 は， 条文すべて同
一であるが， ただ移住せしむる戸数， 貸付金額及び貸与耕地面積に各県夫々若干の差異が存した。
次に， 根室県従って鳥取村の場合について， 移住地選定の事情と， 保護条件， 貸与耕地面積及び移
住者構成の三点から求められる特色についてのべたいと思う。

　

根室県においては，移住者受入について， 管下根室， 釧路， 北見三ヶ国中十ヶ所の地域を選び，
「着手ノ順序ヲ二次ト定〆， 釧路， 根室ヲ第一着」

１４）に考え， この二国七ケ地域中から更に， 赤壁，
酒井両御用係の踏査結果にもとづいて 「地味膏沃開墾容易ニシテ運搬亦便利， 二ヶ年後ノ成業可
望」１５）釧路野， 阿寒川西南岸の地を移住者受入地と定めていた。 既に触れた如く（註６｝此の地域の

農業開発， 特に団体移住によるそれは， ことごとく失敗の歴史を有していたのであるから， 入地個

所の選定には， 県当局として一応慎重であったと見るべきであろう。 明治十五年当時， 釧路地方の

農業開発に特記すべき事柄として， 釧路村に単独移住し来り（明治十二年）農場を開発した中戸川平

太郎が， 東京よりブラオ， ハロー等の農具を購入し， 西弊舞において開墾ョ非作を開始したことがあ

げられるが１６）， 大部分農業に未経験である士族の移住受入れと， 後述の如く， 彼等に洋式農具を試

用せしめるために， このような事実も地域選定にあたって考慮された条件の一つとなったと思われ
る。

　

次に鳥取移住者に対する保護条件をみると，「士族移住取扱規則」 によるものは，保護類型中，
直接保護に属するものであるが， 同じく直接保護とはいえ， ほぼ同時期に移住した屯田兵の場合と

比べるとその間に保護内容上極めて大きな厚薄の差が存した。 前者に対する貸与と後者に対する給

与とは も基本的な差異であるが， 内容の点からいって， 屯田兵に給与きれて， 鳥取移住者に貸与

－１４９－
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さ活ない項目は， 家具， 夜具等である。 屯田兵の場合支給された
被服， 給料諸手当等は， 該制度の

性格からいって当然のことである

　

他に同じ保護項目ながら， その具体的内容において差の存した

ものは家屋設備である。 屯田兵に対しては， 第一回の募集時より漸次改
善さえ きたったが， 鳥取移

住者と同時期の江別屯田の例をとると， 露国式媛炉を設けて， 工費六百二
十円乃至七百円を要した

ものであったが１７），「士族移住取扱規則」の場合，新築費として施行者に金九十
円以内の額を二期（着

手の際及び落成の際）に給することとなっており１ｇ）， 工費よりみて両者の間には格段の差が存する。

鳥取移住者に対する実際の家屋設備をみると， 建坪十フ坪半に対して， 畳は一戸当り六畳のみであ

り， 天井板もなく且ストーブ等充分な暖房の設備も存しなかった
１９）
。

　

鳥取村の第二の特色は， 貸与耕地面積の点に認められる。 当時， 屯田兵の場合，
一菌坪をもっ

て一戸耕面積の基準としており， 後に屯田兵条令の大改正が行われた際（明治
二十三年）屯田兵土地

給与規則を定め， 給与地一蕩五千坪（五町歩）としたが， 此の改正に先立ち， 鳥取
村において五町歩

の貸与を試みている。 条文すべて同一なる三県
「士族移住取扱規則」 で， 根室県の場合の大きな差

異はこの点であり， 規則第八条に「一戸ニ付宅地千坪，開墾地
一菌五千坪以内ノ地所ヲ貸与▲シ云 」々

と示されている。 根室県下のみにおいて， 五千坪を増
加した理由は， 此の地域の土性， 気候その他

の生産条件が他に比べて悪く，自活のために前掲の面積が 小限必要と考えられたためと思われる。

いずれにしても， 鳥取村の貸与耕地面積は， 北海道土地区劃制
定の経過からいって， 明治二十三年

の区劃制実施の場合の小区劃（一戸標準耕作面積， 間ロ百聞，奥行百五十問， 一蕩五千坪）に対する

経験的基礎をなしたものとして重要な事実と考えられる。

　　

次に第三の特色と考えられるものは， 移住者の構成である。 移住者構成は， 族籍別構成，
戸主

年齢構成及び家族構成等の面での特色が指摘される。

　　

先ず， 族籍別構成についてみると，「規則」 では， 移住者は士族と限
定されているが，鳥取村の

場合， 前移住， 後移住を含めて， 五戸の平民が随伴している。 これら
の平民戸は， 移住地における

農耕指導のため師範農として来たものであるが，すべて移住者総代によって選定されたものである。

第１表

　

鳥取移住師範農の構成

移住
区別

本籍
番号

戸主
年令 族称 父の転業 戸主の前住

地ての転業
妻の出身階層
（族称及転業｝

卒族

　　

？

平民

　

農業

未

　　　

婚

　

？

平民

　

医業

前

　

前

　

後

　

後

　

後

６

４４

８１

８３

１１０

３７

３９

３１

４４

４１

平民

平民

平民

平民

平民

農

　　

業

農

　　

業

？

？

農

　　

業

農

　　

業

農

　　

業

？

？

医

　　

業

註；

　

鳥取村本籍簿による

師範農として随伴して来たものが， 前

住地において， どの程度の農業経営を

おこなっていたものであるかは， 不明

であるが， 移住当時の本籍簿により，

前職業， 妻の出身階層等を検討してみ

ると， 五戸のうち「戸は， 前住地にお

いて医師であった（第１表参照）。 又，

前移住二戸のうち（本籍番号４４）の戸

主は， 明治十六年， 他の者の出発に一

年先立って， 同行三名と共に渡道し，

県庁と移住に関する打合せを行い， 且釧路にて越年して一行の到来を待ち受けた等， 師範農とし
て

の職責を果しているが， 概して農業経営上充分指導的な役割を果し得なかったことが， 移
住後の定

着状況からうかがわれる。

　　

尚， 前掲の鳥取村本籍簿によれば， 平民五戸をのぞく全移住戸百戸のう
ち 「実ノ・鳥取県平民，

職業云 」々 と記されてあるものも若干存する。 今， その明確なもののみを数えあげると， 前
移住三

十九戸（師範農二戸をのぞく）中四戸， 後移住六十一戸（師範農三戸をのぞく）中
二戸である。 これ

らのものの前住地における職業は， 石工（二）， 日雇， 商， 畳職， 農等である。 族称士族とす
る者の

場合でも， 妻の出身が平民農なる事例が多数存し， 移住者が多く下
級族によって構成されていたこ

－１５０－
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とがこの点からうかがわれる。

　　

更に， 附篇者は， 前後移住を通じて六戸存するが， その大部分は平民であり， 多くの場合， 前

住地において，「活計困難ノ故ニ引取り附籍」 随伴したものである。 これらの附籍者は，大部分師範

農の附籍となっている。 又， これらのものは移住にあたっては， 正式の団体員として取扱われなか

ったため２１）， 移住後の生活もかなり困難であったと思われる。

　　

この当時移住した屯田兵の場合でも， 応募の条件として士族であることが要求されたにもかか

わらず， 平民を含んだ事例が報告きれており
２２｝
， その場合， 農業経営の必要に即応するものであっ

たときれるが， 鳥取村の場合， 師範農として， 明確にその役割を示すものの外， 貸与という保護条

件の差異の故に資格条件がさほど厳格におこなわれ

　　

第２表

　

鳥取移住者戸主年令構成（附篠濁１兵村｝
ず， 縁故を通じて平民者の移住団体加入がな 灘 た

　

什人けハー

　

鳥 聖 村

　

１

　

篠津国寸

　　　　　　　　　　　　　

痢 ぬガ
１実 数１ ％ １実数１ ％ものと思われる。

　

戸主年齢構成では’ 四十歳台のものが も多数

　

蚕 厭 珊

　

７

　　

６．７

　

，８

　　

３。：５
を占めている点特徴的である。 比較資料として， 屯

　　

２ｏ～２９

　　　

８

　　　

７．６

　　

３・

　　

５２，５
田移住篠津の場合をあげたか， 屯田兵に対しては，

　　　

３０～３９

　　　

２５

　　　

２３８

　　

１０

　　　

１７．０

兵役に就く義務を課して居た点から戸主年齢の制限

　　

４０～４９

　　　

４７

　　　

４４．８

が存していたのであるが， 鳥取村の場合は， 何らそ ５０～５９

　　

１３

　　

１２，４

のような制限のない移住であったことがあきらかで

　　

６０以上

　　　

５

　　　　　　　

ある（第２表参照」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

計 １０５

　　

１００．０

　　

５９

　　

１００．ｏ

　

家族構成では， 屯田家族が性格的に極めて特質

　　

謡

　

篠津兵村は森岡清美，北海道篠津兵村の展

的なるに対し， 鳥取移住者の場合， 家族として一般

　　　　

開と村落構造，２１頁の表キこょる。

的な形態を示す点は， 戸主年齢の差異等からも察せられるが，まえと同様に両者を対比してみると，
尚その点が明らかとなる（第３表参照）。 すなわち，戸主の妻帯している割合及び子を伴なう割合は，

第３表

　

鳥取移住者家族構成（附篠津兵村）

鳥

　

取

　

村 篠津兵村

実

　

数 指

　

数 実

　

数 指

　

数

戸

　　

主

妻

　

ゴ一－

父

母

長 男 妻

孫

兄

姉

弟

嫁

祖

　　

父

旧

　　

父
そ

　

の

　

他
（附籍）
計

１０５

８３

２２２

１１

３３

２

２

３

９

８

４

Ｉ

３８

５２１

１００

７６

２１１

１０

３１

２

２

３

９

８

４

Ｉ

３６

４９６

４０

１６

２１

２９

２６

ｌ

５

３９

３２

５

（５）

２１９

１００

４０

５０

７３

６５

３

１３

９８

８０

１３

（１３）

５４８

註

　

篠津兵村は森岡清美， 前掲書２１頁の表に

　

よる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

し・しすぎ｛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一１５１一

鳥取村の場合圧倒的に多くなっている。これに対し，
尊族及び兄弟姉妹等の割合は非常に少ない。 尊族中

母を伴なったものが， 全戸の１／３近く存したが， 一

般に移住戸は， 夫婦と未婚の子女という家族構成を

有していたのである。 一戸平均の家族員数は， 附籍

者を含めて五人未満であり， 附篇者をのぞいた場合

は， 四・六人となり， 同じ士族移住である篠津兵村

と比べて鳥取村移住者の平均家族員数は少なかった

のである。この家族員数が比較的少ないという点は，

未開の地に移住して開墾営農に従事する場合如何に

作用するか， 家族員の大部分が労働力である場合に

は， 有利な条件ともなるであろう
２３）
。 鳥取移住者の

家族労働力構成をみると， 十五歳以上五十歳未満の

いわゆる労働力年齢に属するものが， 全体の六割に

及んでいる。 一戸平均四・六人の家族のうち，幼少，

老齢の非労働力者と考えられるものが一・八人存し

ていた状況である。 この点から見れば， 移住当初，
各戸平均して充分な家族労働力に恵まれていたとは

いい難い。 しかし， 従属者の多くが， 幼少者である
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点は移住して後次第に家族労働力の増大を期待し得るものであ

　　

第４表 鳥取移住者の年令構成

り， 年長従属者の多数なる場合と異なってより有利な状態であっ

　　

年令区分

　　

実

　

数

たと考えられる（第４表参照）。

　　

さて， 以上のべた如き特色を有した， 鳥取移住者の第一陣，

　　

１５歳未満

　　

１６５

　　　

３４．１

前移住者四十一戸は， 明治十七年六月六日， 鳥取市内東善寺に集

　　

１５～５９歳

　　

２９１

　　　

６０，２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６０歳以上

　　　　

２７

　　　　

５，７

合し， 政府傭船の三菱汽船会社， 宿繭丸（千二百噸）に乗船， 加露

　　　　

計

　　　　

４８３

　　

１０ｏ．ｏ

港より北海道へと旅立った。 途中函館に寄港し， 三日後の六月九

日早朝釧路に到着したのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

註

　

附籍者をのぞく

　

根室県庁では， 移住者受入れの為， 既に現地に勧業派出所を設け， 中村守重を主
任に， 服部小

太郎を御用掛に任命し， 上陸に際しては，属官日高敬介を特派して移住者の世話をお
こなわしめた。

入地箇所は， 抽織によって定められ， 入居家屋も， 釧路村在住の豊島庄作， 中戸川平太郎
両名が請

負い既に完成し， 十戸を単位として一組を構成し四番組までの集落が， 阿寒川と釧
路川との合流点

近く， 阿寒川南岸地域に， ほぼ一里の延長をもって形成されたのである（第
１図参照）。

年令区分 実

　

数

１５歳未満

１５～５９歳

６０歳以上

計

１６５

２９１

２７

４８３

３４．１

６０，２

　

５，７

１００・０

○

　

ラ００．！００ｏｍ

　

第１図Ｂ

　

現在の鳥取本村地域図

ぴ

　

郭ｏ

　

脚０ＩＡ

　　　　　　　　　　　　　　

◎戸長役場

第１図Ａ

　

移住当時の鳥取本村地域図

（数字は組を示す）

　

翌年， 後移住の招来については， 前移住一同の切なる希望， 鳥取県令， 山田信道の奔走が因と

なって実現し２４）， 前移住者の入居地につづいて入地し， 六十四戸が五番組．より十番組までを形成す

るに至つた。

　　

以上の如く， 二ヵ年度にわたって移住入地した鳥取士族を主体とする移住者が， 如け可なる村落

生活を展開していったか， 又， 移住年度の異なることによって， 前後移住両者の間に女Ｐ何なる差異

が存したかを次に検討することとしたい。

　

移住者の営農指導， 開発督励の任に当っていた根室県勧業課釧路派出所では，明治十九年
二月，

移住民の状況を報告し，前後移住の性格の差異について次の如く批評している。 すなわち，「前移住

者ノ如キハ協同団結相援ケ孜々トシテ農事ヲ励ム」 のに対して 「後移住者ノ、然ラズ相愛スルノ一者薄

ク就業精神ニ乏シク是ヲ折チ是ヲ叩ケパ単ニ依頼ノ思想ヲ表ス」と２５）。 以上の批評が果して正鵠を

得たものであったか否かを， 前後移住者の移住後の定着状況をみることによって検討したい。 まず

杉住戸の転退， 減少の結果を如実に示す村内小学校の存廃の歴史をみると， 明治十九年，三番組

一１５２－
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八番組の地域内に第一， 第二の小学校が官設された。 小学校設置の位置からみて， 第一小学校が前

移住者居住地域を学区とし， 第二小学校は後移住者の為のものであったことが理解される。 而して

以上の二小学校のうち， 第二小学校は， 創立当初生徒六人を擁するのみであった。 明治二十一年春

野火の為第二小学校校舎は鳥有に帰し一時民家の一室をもって教室にあて， 後再建したが， 明治三

十五年に至って在籍者僅かに三名となったので休校の止むな

　　　

第５表

　

鳥取村移住者の定着率
きに至っている２６）。 後約二十年を経て大正十一年此の地域が

再び戸数が増 加 ２７）小学校の設置を必要とし，平戸帥Ｊ・学 地域別艶 無 錫 岬 覆籍
校の開校をみるに至ったが， それまでは戸数極めて少ない状

況であり， 従ってこの地域に配置きれた後移住の定着度の悪

　　

１

　　

１０

　　　　

５

　　　　

５０．ｏ

かったこ が 跡 がわれる。 尚， 耐装移住夫々の明治期にお

　

１
１
；

　

；

　

６３・６

ける定着率を明治三十六年においてみると， 概して前移住者

　　

，，

　

，

　

ｉｌ：さ
の定着率が良い（第５表）ｏ 組別にみれば’ 五番組までの居住

　

露 （４・） （２３） （楓）
者の定着率が概して良好である。 而して， 明治三十六年まで

の転退年度， 或いは他の移住者との交替の状況については目

　　　

５

　　

１１

　　

・７

　　　　

６３，６

下充分なる資料を得ていない為 に で触れることができない

　

量

　

誓

　　

ぎ

　　

…

が，勿諭そのことは村落構造の変動をうかがう場合の重要な

　

』 ；；

　

≦

　

；≧：；
指標となるものであると思われる。 概括的ではあるが， 特徴

　　　

９

　　

１２

　　　　

５

　　　　

４１，７
をあげると前移住地域が後年他の移住者との交替によってそ

　　

１０

　　　

９

　　

‐

　　　

２

　　　　

２２．２

の構・成を変化せしめ’ 後移住地域特にプ番組．以下が居住戸の

　

蟹

　

｛６４） （２３） （３５，９）

覇饗書家議場稲藁整髪電裏禦簾墓も 合計‐（…） （４６） （４３．８）
けることとしたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

註

　

明治３６年居住戸数は鳥取戸長役

　　

以上のべた二点から， 前後移住の定着状況があきらかと

　　　　

場記録にょる

なったが， かかる結果をもたらした条件について考えると， 営農立地条件（土性， 洪水被害， 市街

地釧路への距離）， 営農生活上の共同に対する条件としての家の近接度等の差が第一にあげられる。
土性は一般に阿寒川上流の地域が良く地味肥沃であるとされて居り， 前移住者の入居地域は砂土多

く地味塔薄なる状態であった２８）。 後にのべる前移住者中の坂本家も始め二番組に入地したが， 移住

同年， 貸与地取替を希望して阿寒川向地へ移動しているが， その理由としては始めの貸与地が地味

痔薄なる点にあったと思われる。 洪水被害は， も移住者をなやませたものであったが， 明治十八

年の被害状況をみると，「鳥取村耕地悉ク皆浸水」 し被害の も甚しい地域は，前移住一， 三番組

後移住六， 七番組であった。 前後移住入居地域別に， 細字Ｅ反別の被害の率をみると， 前移住では，
総反別の２２％， 後移住では３０％ が被害甚大となっている

鮒）
。 次いで・明治二十二年の阿寒川出水は，

それまでの 大の被害を鳥取村民に与え， 戸長はかかる状態では遂に移民四分五裂の惨状に立至る

の必然なることを愁いて， 阿寒川分水工事の早急着手を道庁に上申した。 これにもとづき明治二十

三年， 工費九千八百余円をもって分水溝を開難し， 移住民多年の憂患を排除したのである。 聴取に

よる転退状況の調査結果では， 転退老中被聴取者（多くは移住二代）の全く記憶しないものが多く

存する点から， 明治二十三年までに多くの転退者を出した事情がうかがわれる。 而してかかる状態

は， 後移住者居住地域において多くみられる。

　　

市街地及び勧業派出所， すなわちサ←ビス・センターへの遠近は， 開拓当初， 営農その他生活

全般にわたっての便， 不便に影響するところか大であっただろうが， こうした点では， 前移住者が

極めてめぐまれた条件下にあった。 更に， 居住の空間的拡がりをみると，同じく散在の状態ながら，

地域別
明治１７及
１８年戸数

明 治３６年
鳥取出身数

明治３６年に
至る定着率

　

｛％）
１

　

２

　

３

　

４
移計

　 　 　 　 　

前住

１０

１１

９

１１

（４１）

５

７

４

７

（２３）

５０．Ｏ

６３．６

４４，４

６３，６

（５６．１）

５

　

６

　

７

　

８

　

９

　

０
移
計

　 　 　 　 　 　 　

１
後住

１１

ｌｏ

１１

１１

１２

９・

（６４）

７

２

５

２

５

２

（２３）

６３，６

２０，０

４５，５

１８，２

４１，７

２２．２

（３５，９）

合計 （１０５） （４６） （４３．８）

－１５３－
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後移住者は散在の程度が甚だしく，営農共同化に非常な支障を来したものと思われる。 後移住者は，

各戸に一頭緋馬を貸与されたが， プラオは三戸共同を必要としたのである。 度重なる洪水に際して

は， 近隣相接する場合と孤立せる場合とでは， 相互扶助の面で大きな差をもたらしたものと思
われ

る。

　

以上， 前後移住者の性格の差を当時の監督的立場にあるものの観察批評に求め，
両者の定着の

度合から批評の妥当性を検討し， その由ってくる条件を指摘したが， 尚， 前記勧業所報告文
書の中

に 「団結心云 」々 という， すぐれて社会関係的状態を表現した言葉が存するので， その点について

若干触れたいと思う。 この点の検討は， われわれを社会構造の究明に導くもの
であろう。

　

始めに移住の前後を問わず， 両者を一括して取扱い， 彼等の定着に対して如何なる社会関係的

条件が有利に作用したかを極めて概括的ながら検討することとしよう。 ここで問題にする社会関係

的条件は， 戸を単位とするもので， 第一に移住者団体内部の階層性， 第二に移住前及び移住直後数

年間に結ばれた婚姻， 養子縁組等の親族関係である。

　　

第一の点については， すでにのべた如く， 百戸の士族， 五戸の平民農という考薄成と公称されて

いるが， 実は， 鳥取県平民にして根室県士族なる者も存するので
３０）
， 本籍簿の記載に従って階層区

分を行った。 父・戸主・妻の出身の組合せによって種々の分類が形作られるが． 記載洩れも多く存

するので， 父・戸主‘妻の出身がすべて士族なるものを階層Ａとし， 他の階層
Ｂとした。 移住に際

して階層Ａに属するものは， 団体指導者として役職を有し従って， 移住後に当面した種々なる困難

第

　

６

　

表

階

　

層 定着戸 離村戸 計 離村率

｛％｝
Ａ

　

Ｂ

　

計

２６

２０

４６

２４

　

２

　

０

　

製

５０

２０

９０

４８，Ｏ

５０．０

４４．４

註

　

階層指標本籍簿に記載なき１５戸を除く

に対しても屈することなく鳥取村の発展に尽力したと

思われる３１）。 明治三十六年までの定着状況を， 以上の

階層区分に従って示すと次の如くである（第６表参照Ｌ

表に示された限りでは， 二つの階層間には， 離村率に

おいて差は存しない。 しかし， 附籍者をも含めて純然

たる平民戸の離村率をみると７５％（定着戸３， 離村戸

９）となってその差は大きい。

　

第二に， 移住前及び移住直後数年間に結ばれた親

族関係の観点から定着の状況をみると， 移住前既に親族関係にあったものは， 百五戸中六戸であり

極めて少ない。 移住後形成された親族関係は明治二十三年まで記載された本籍簿によって数え十八

ケースを得た３７）。 本来ならば明治三十六年までの分をすべて計上せねばならぬが目下その資料は得

られないので不充分ながら以上について検討すると，

　　　　　　　　　

第

　

７

　

表

親族有る者の離村率は， 然らざる者 の 離 村 率 よ り低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

離村率
い。 こぅした親族関係が定着に及ぼす影響の大なる点

　

潔 鞭

　

定着戸 離村戸

　

計

　

（％）
は当然考えられるが， その具体的な事例の分析は， 後

　　　

有

　　　

１６

　　　

８

　　　

２４

　　

３３．３
節の 「紙の構成と構造」 においておこないたい。 ここ

　　　

無

　　　

３７

　　　

４４

　　　

８１

　　

５４，３

ではただ概括的な鳥取村の親族関係と定着度の状況を

　　　

計

　　　

５３

　　　

５２

　　

・ｏ５

　　

４９．５

うかがうに止める。

　　

前移住者と後移住者との間で明治三十六までの定着率に差は存するが， その差はあくまで地域

での営農立地条件の好悪に基づく所が多いと思われる。 ただ移住直後結ばれた親族関係の事例が前

移住者の間に多く， その点で， 前移住者相互の家関係が密なる状態にあり， 加えて各戸各組の比較

的近接している状況から， 相互の接触も頻繁となり， 相互扶助， 共同団結の実をあげ得たものと思

われる。

　　

移住当初の鳥取村組．織は 「士族移住取扱規則」 によって基本的に定められた紙の構造機能及び

親族関
係有無 定着戸 離村戸 計

離村率

｛％）
有

　

無

　

計

１６

３７

５３

８

４４

５２

２４

８１

１０５

３３．３

５４，３

４９．５

－１５４．－
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総代の機能をもととして，移住後定められた 「移住者申合せ規約」 によってうがかうことができる。
「士族移住取扱規則」 による移住は， 自治委任の範囲は頗る狭少で， 屯田兵制度のそれよりも窮屈

な制度の下に之を拘束することとしたものであるといわれるが３め， すでにのべた如く， 十戸組単位

に農具を貸与し， 耕作に際して組内各戸の共同を必要とする点， 又前移住の場合は， 耕馬二戸に一

頭の貸与割当の為， その飼育にあたって常時二戸の共同を必要とするなど， まず組が重要な開拓の

単位となって居り３４、， 且つ組の統制力もかなり強いものであった。「移住申合せ規約」 に定められた

自治のための役職は， 総代， 議員， 監督， 組長等であるが， 明治十七年には， 組長の下に伍長の役

職か存した３５）。 尚，「申し合せ規約」 には，開拓の成果をあげるため一同勉励すべきことをのベ， 具

体的な相互扶助については，「非常ノ災害又ノ・死亡ノ節ノ・毎戸三銭ヅツノ出金」のこととし，又， 疾

病その他にて開墾に差支えある場合には 「紙内ノ・素ヨリ連続ノ二組Ｊ

　

が協力することとしている。

その他， 組を単位とする貯蓄の励行， 夜学の実施， 農閑期における農談会の開催等が規定されてい

る。

　

鳥取村が開村以来 も危機に直面した時代は， 後移住者に対する貸与期限の切れた， 明治二十

年春， 及び 大の洪水被害を受けた明治二十二年秋と思われるが，明治二十年春の状況については，

釧路外五郡長， 宮本千寓樹の名によって次の如き報告が出されている。 これは， 貸与期間の終了と

ともに勧業課派出所の閉鎖がおこなわれるに対し， これにかわる取締官術の設置を請願したもので

ある。「所下鳥取村ノ儀ノ・（中略）前三ヶ年間既墾ノ反別百二十六町七反一畝十八歩ニシテ之ヲ一戸

平均スル時ノ・漸クー町二反余ニ当り又前三年間農産ノ収穫高ヲ見ルモ未以テ自活ノ域ニ達セズ彼等

ニ於テハ或ノ・今一二年給与延期ヲ哀願スル念ナキニアラズ（下略）」（鳥取村戸長役場設置の議につき

上申）。以上の上申文によると移住三年を経過して未だ自活するに至っていない状態が明らかである

が， 貸与期限のきれる時期で平均一町余の耕作状況とすれば期限切れとともに脱落者が続出したこ

とも想像に難くない。

　

こうしたとき， 明治二十二年戸長（田中虎）は， 村民とくに青年の志気を鼓

舞するために， 村内有志と相はかり矯士会なる団体を結成した。 この会は， その誓約書に示される

第８表

　

明治ニ十三年度における村内集団の状況

団 体 名 成立
年度

月

　

別

　

会

　

合

　

回

　

数

Ｉ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ｌｏ １１ １２

村

　　　

組

農

　

談

　

会

貯金満期会

篇

　

士

　

会

村

　

農

　

会

壮

　

年

　

会

牧畜 会 社

報

　

恩

　

会

組

　

議

　

会

Ｍ１７

Ｍ１７

Ｍ１７

Ｍ２２

Ｍ２３

Ｍ［２３

Ｍ２３

Ｍ２３

？

Ｒ Ｕ

　 　 　 　 　 　

４ １

　 　 　 　 　 　

１ ▲

　 　

？ ”

　 　 　 　 　 　 　 　 　

． ▲

　 　 　 　 　 　 　

． ◆

２

　 　 　 　 　 　

１

　 　 　 　 　 　 　 　 　

１

ｎ ！ ”

　 　 　 　 　 　 　 　 　

 ^０

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１ ▲

４

　 　 　 　 　 　 　 　 　

４

　 　 　 　 　 　 　 　 　

４

　 　 　 　 　

１

ハ ｈ Ｕ

　 　 　 　 　 　

． ←

． ▲

　 　 　

． ▲

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

． ふ

２

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１

１

　 　 　 　 　 　 　 　

４

　 　

２

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１
Ｉ Ｉ Ｉ

 ^ｄ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ｌ ▲

組会合総代選挙会
総会組長会議を含む

その前身は若連中寄合

後農業一致会となる

創業委員会を含む
５月創立

インフオーマルグルー
プとしてはＭ１７より存
ず

組内特定戸との結合に
よるイ ンフオーマルグ
ループ

４ ６ １３ ７ ３ ４ ８ Ｉ Ｉ Ｉ ４

註

　

月別会合回数は坂本家の場合を示す

　

戸主（村議員），戸主の父（貯金満期会長，牧畜会社創業委員）
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通り， 青年の勢力をもって村の名誉を高めるために結合したるものであり， 十五歳以上三十歳未満

の男子を会員とし文武の修練を行い志気の興揚を図った。 この団体の結成以後村内には各種の団体

が形成されたものの如く， 明治二十三年には九種の団体を数えるに至った。 その各々につき成立年

度及び年間会合状況を示せば次の如くである（第８表）。

　　

当時の村内会合は， 年度の例外たる牧畜会社創業委員会をのぞき， 概ね農繁期たる九・十・十一

月以外の月にもたれ， とくに一・三・四・八月等に集中している。 当時の村落民生活全体のリズム

がこれによって知られる。

　

上掲牧畜会社の成立は， 鳥取村の展開にとって記念すべき事実である。 すなわち， 明治二十三

年， 貸与金三万八百十三円は棄損によって弁済の義務を免ぜられ， 貸与地は無償下附となり， 又，
士族授産費として， 貸付られた金額を五十カ年賦利引法によって一時返済を許され， 移住者全体に

四千七十二円か付与された。 これをもととして作られたのが鳥取村牧畜会社であり， 初年度三十八

頭の短角牛を標茶牧場より購入し共同飼育した。 尚， 社長は後移住者の総代をつとめた原久雄であ

った。 以上の外， この年度に， 移住費の残額千五十円が備荒貯蓄基金として給付され，
．これを農業

一致会の基金とし， 釧路在住豊島庄作以下の商人に貸付けて利殖を図るに至った
３６）
。 この点につい

て， 鳥取村誌は 「この交付金が村の農業上に些かも利用されなかった事が明白であり」 且つ 「当時

勃興期にあった釧路商人に相当利用されたようである」 とのべているが（同書７７頁｝， 開拓期におけ

る， 農家と商人， 或いは農村と市街地との関係の一断面を示すものとして興味深い。

　

既に村内公共機関として独立の戸長役場（明治二十年役置）小学校（明治十九年設置）共同墓地

の設置を見， 貸与金棄損によって将来への明るい見通しをもち， 且つ多額の基金を得て共有牧場を

経営し， 年齢別集団の活機な活動をみるに至った鳥取村は， 明治二十四年に及んで故郷出雲大社の

分霊を勧請し， 村の鎮守としてこれを共同祭紀することとなった。 すなわちこの年正月， 村の有志

によって村社世話方会が発足し， 三番組内に敷地を得て， 秋九月始め選宮と第一回祭典とを執行し

たのである３７）。

　　

次節にのべる， 貸与▲地の墾成， 農業経営の安定化， 家計政支の健全化
３ｇ）
， と以上の村落組織の

整備充実とから， われわれは明治二十五年までに概ね移住者一同定着を得ー独立村落の成立をみる

に至ったと考えることができる。 而して， 明治二十六年以降， 一層の開拓精神に燃えて， 原久雄を

始め坂本友規等の移住団体指導者は， 鳥取本村より更に奥地に入ること三里， ユッパナイの地にお

いて新しい開拓の鍬をとることとなるのである。 明治期の鳥取村はかくして， 草創， 安定の期を経

て発展の期へと進んだとみることができよう。

〔註）

１） 鳥取村は， 現在釧路市の一部をなす。 合併前， 村（町）は次の五つの集落より構成されていた。すなわち鳥取本

　　

村， 平戸前， 穏爾平， 湯波内， 昭和。このうち， 鳥取本村及び平戸前が， 鳥取移住者の入地によって開発きれ

　　

た地域である（鳥取町誌第四章及び第七章）。
２） 明治十七年移住者（前移住と呼称する｝四十一戸， 明治十八年移住者（・後移住者と呼称する）六十四戸， 計百五

　

戸， 内師範農（族称平民）五戸を含むとされるが， 移住者の構成については後に示す。
３） 新撰北海道史第三巻，８５７頁，
４） 士族移住取扱規則によって成立せる村落例

　　　　　　

（移住地）

　　　　　　

（出 身 地）

　　　　　　

｛移住年度）

　　　

｛移住戸数）｛戸長役場設置年度｝

　　　

１， 札幌県岩見沢村

　　

山口， 鳥取， 島根， 石川

　　

明治十七， 十八， 三百七戸

　　　

明治十七年

　　　　　　　　　　　　

山形， 秋田， 福島

　　　　　　

十九年

　　　

２， 函館県木古内村

　　

山

　

形

　　　　　　　　　　　

明治十八， 十九年

　　

百 五 戸

　　　

明治十二年

　　　

３． 根室県鳥取村

　　

鳥

　

取

　　　　　　　　　　　

明治十七， 十八年

　　

百 五 戸

　　　

明治ニナ年

５） 鳥取町誌，１３頁．
６） 農業団体移住は，此の地域において当時絶えてなかったことである。鳥取移住者の入地に先立つものとしては，
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寛政十一年武蔵国八王子千人同心原胤敦以下五十人の白糠開発， 開拓使初年譜藩分領時代の厚岸郡別寒辺牛，

　

残緑別における住賀移民等があるが， 何れも開拓の功ならず離散している （古川忠一郎， 釧路発達史８８頁， 以

　

下参照）。

７） 前掲註（３）の１．岩見沢村への移住，及び明治十八年， 十九年の石狩圏篠津への屯田移住。

８） 吉川秀造， 士族授産の研究， 第一章及び福地重孝，士族と士族意識， 第三章．

９） 例えば， 鳥取村への移住者坂本家の場合を見ると， 明治十ニ年， 受領金鎌公債証書の大部分（
五百円）を「資本

　　

トシテ貸付金仕活計ノ目的相立テル」ベく政府に買上願が出されている。尚， 当時坂本家は無賑であった。

１０） 鳥取藩における士族授産事業以下の通り（吉川， 前掲書

　

５１４頁，５３８頁及附録）。

２．

県内帰農， 夜見ヶ浜移住開墾

県外帰農， 福島県移住開墾

製糸及び機械業伝習

百三十九名

ノ 十 九戸

明治十ニ年貸付許可

明治十三年十月移住

明治九年士族授産女工場設置

１１） 鳥取町誌，３～４頁，

１２） 新撰北海道史第三巻，８５７頁，

１３） 森岡清美，前掲書 ２３～２５頁，

１４） 根室県移住規則，第ニ条（坂本家蔵）．

１５） 赤壁次郎，酒井純明，釧路巡回復命書（鳥取村五十年詰所収），

１６） 古川忠一郎，釧路発達史，８９頁．

１７） 新撰北海道史第三巻，３８２頁．
１８） 士族移住取扱規則，第十九条．

１９） ストーブの設備なく， 板の間の部屋に炉がしきられ， 長さ五～六尺の木を燃して暖をとった。冬季期間中炉の

　　

火は消すことなく常に燃しつづけられていた（鳥取村古老談）。尚， 移住に際して受けた保護内容を「規則」に

　　

よるものと鳥取県庁よりのものと両者をあげると次の如くである。
（士族移住取扱規則によるもの）

賞与金一戸， 三百六十三円以内

２

　 　

３

移 住 費

家

　　

屋

農

　　

具

４． 家

　　

畜

種

　　

子

賞 与 米

７． 塩 鱈 料

一戸十五坪の草小屋一棟 （実際は木造柾葦板圏の
平家建，間口五間半興行三間建坪十六坪五合）

鍬（大一， 小ニ）， 蟹鋸山刀（各一）， 鎌 （柴刈一，
草刈一， 新墾ブラオ（十戸に一個）， パロー （十戸
に一個），麻製牽馬具（十戸に四頭分｝

（県庁よりの保護）

各戸二円五十銭，鳥取県令
より（給与）

砥石（一）， ャスリ（一）， 鍬
（二）， 鎌（二）， 鋸（一）

蕎麦（一斗），栗（ニ升づ，大根
（ニ合）， 近江カブラ（一合）

耕馬（十戸に五頭， 但し， 明治十八年移住に対には各戸一頭）

大麦， 小麦， 麻， 蕎麦， 大豆， 小豆， 栗（量不明）

　　　

蕎

玄米， 七年以上六十年未満一日一人五合， 七年未
満六十年， 以上合ノ割ヲ以テ貸与

七年以上六十年未満， 一日一人金四十五銭， 七年
未満六十年以上金三十銭ノ別

２０）新撰北海道史第三巻，１４６頁．

２１） 明治十八年五月， 後移住の来着状況を報告した釧路勧業派出所の文書の中に次の如く記されている。

　　

「新移住ト共ニ同日同県ヨリ平民ニ十名許り移住セリ， 右ノ・多ク新移住者緑故ァルモノノ由ナレドモ何分私費

　

渡航ノモノニテ当所ニテ取扱フベキ限ニァラザレバ之ヲ区分シ右ノ者等ノ・総代並ニ豊鳥庄作御１路郡総代人１相

　

談ノ上可然取扱ハシメタリ」

２２） 森岡清美，前掲書 ２１頁，

２３） 明治十七年農商務省編纂「興業意見」には次の如くのべている。 「近来士族ノ北海道二移住スルモノ歳二多ク

　

（中略）其資本ノ・開墾ノ着手ニ先立チテ既ニ之ヲ移住奔走中ニ失ヒ， 飢餓且タニ迫り， 進退継し谷マルモノァリ

　　

其家累ヲ携ヘタルモノノ如キハ殊ニ甚シトス」｛吉川秀造，士族授産の研究，５７４頁）。

２４） 明治十七年十月三日鳥取県令山田信道は移住者の状況視察の為来村。その折の土産はキッコウ菌の醤油各戸に

　　

一樽であった。この節総代以下の有志は，更に五十戸の移住を要望， 県令は根室県令と面会に善処する旨を確

　　

約した（坂本友視日表に依る）。
２５） 根室県勧業課釧路派出所報告「移住民の状況」明治十九年二月（鳥取村五十年誌所収），

２６） 鳥取村五十年誌，２４～３５頁．

２７） 大正十二年釧路より雄別炭山に至る私鉄雄別炭山鉄道開通し駅の設置を見交通便となる。

２８） 鳥取町誌，２９頁．
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２９） 勧業派出所報告「鳥取村洪水再度被害の状況」明治十八年十ニ月（鳥取町誌所収），
３０） 鳥取移住ニ代Ｈ氏の語るところによれば， 旧士族， 新士族なる呼称が移住当初行われたという。
３１） 坂本家蔵， 鳥取村村会議事誌記載の議員名桧によれば， 議員十ニ名中妻の平民出身なるは一名他はすべで階層

　

Ａに属する。

３２） 十八件の婚姻， 養子縁組は， 前移住者十二， 後移住者六に分布する。尚， 婚姻等の家関係はわれわれの階層区

　

分による階層Ａ， 階層Ｂ及び附籍者同志の夫々の間でおこなわれている。
３３） 新撰北海道史第三巻，８５９頁．
３４） 明治十七， 十八年両年における組内共同の事実次の通り（坂本家日誌による）。

　

馬引き機械（プラオ）伝習， 縄ない伝習， 尾根芝上げ， 道路工事， 若連中寄合

　

耕馬共同飼育に関しては日々草二荷づつ刈ることになっていた。

　

組の統制に関しては， 明治十八年十月十五日「田中歳平に同志相断候段ニ番組一統より申入る」とありその強

　

力なる状況がうかがわれる。
３５） 鳥取村誌によれば， 申合せ規約を明治十九年春作製となるが， これは， 明治十七年度に作製きれていたものの

　

再確認である。 明治十八年度における前移住の役転者の階層次の通り。

　　　　

総代（２名）

　　　

組長（４名），伍長（４名）

Ａ

　　　　　　

Ａ

　　　

但し， 階層Ａは戸主， 生家の父， 妻すべて士族なるもの

全

　　　

会

　　　　

Ｂは戸主， 生家の父 凄 の何れかが平民なる

Ｂ

　　　　　　　

Ｂ

　　　　　　　　　　

もの

３６） 鳥取町誌，８５～８６頁．
３７） 坂本友規日誌による（明治二十四年）。尚， 坂本家蔵「鳥取村村会議事誌」によれば， 明治十九年二月の村議会

　

において，村社設置が議せられている。 而して， 社地（野村与十郎隣地）祭神（神武天皇）が議決きれているが，

　

その後の日誌に村社祭記に関する記述見当らず結局実現しなかったものと考えられる。
３８） 北海道庁拓殖部編， 北海道殖民状況織女，釧路国１３５頁に次の如く記す。 「鳥取県士族ノ・ 初官ノ賞与ニョリ

　

生活シ次デ数年間困難ヲ経過シ明治二十五年以来漸ク生計安穏ヲ得ルニ至レリ」。

１１． 開拓過程と粗構造

　　

前節において，１日鳥取藩士族を主体とする百五戸が， 団体移住によって渡適し， 一村を形成す

るに至った経過をのべたが， 次にこれらの移住者が女廿何に未開荒蕪の地を開発して行ったか， 又，
独立自営の農民として女口何に自己を形成していったか， 更に女口何なる条件を背景として家関係を結

んでいったかの点を移住戸のーなる坂 （家註）及びその細．の構成者を中心として記述していくことと

したい。

〔註〕

移住戸の一， 坂本家の性格及び坂本友規の小伝

「戸主， 坂本友規は移住当時四十八歳であり， 家族員は妻及び五人の子女（三男二女）計五人でめった。 このうち，
労働可能の者は， 幼児二人（六歳及び一歳）を除く五人であり， 長男は十ニ歳に達していた。 坂本友規は旧藩時代
「幼少から剣道に精進して十六歳抜摘せられて， 藩公の小姓にあげられ， 後近待に進んだ。維新の際は小隊長とし

て会津征討軍に加わった」（村誌）。 妹尾家の次男に生れ， 安政三年坂本家に婿養子となり禽延元年， 二十三歳にし

て養家の家督を相続した。 生家及び養家の秩鎌高は明治三年の記録によれば改正玄米前者が十四石七斗二升一合，
後者は十二石四升一合（旧鍬米十一俵四人扶持），杉嘘象処分の折支給された金銀十二ヵ年半分の公積証書類は， 養家

坂本の場合， 五百四十五円余でめった。 明治十ニ年この金線公積証書（額面五百円）を”資本として貸付金仕活言ｉ・

の目途相立る“べく意図しその買上方を願い出ている。同年に長男正道は鳥取中学校に入学している。当時無賑で

めったが， 明治十三年に至り本業として傘小売， 兼業として紙， 墨， 筆等の小売を行戸ｒこ至っている。 始め因幡国

法美都立川町に居．住したが， 明治十四年， 高草郡金沢村に転住するに至っている。北海道団体移住の直接の動機と

なった共弊社運動に加入したか否かは不明であるが， 移住に際しては惣代として移住者全体の世話にあたった。尚

移住に先立つ明治十六年次女たかを生家に養女としてっかわしている。 移住翌年にも総代に当選したがこれを辞退

している。明治ニ十年， 病気を理由に隠居をなし家督を長男正道にゆずった。 しかしその後も鳥取村の役賑を歴任

している。その主なものをあげると， 麻製造会議幹事， 貯金満期会会長， 牧畜会社創業委員， 農業一致会会長村会

議長等である。 明治十九年には「一家挙テ農業勉励ニ付牽鉄板一個」の賞を根室支庁長より受け， 明治二十五年制
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路十勝聯合農産品評会審査委員となり， 明治二十三年に成立した屯田兵村大田村へ出張し農業指導を行うに至って

いる。この間， 次男正吉の死去， 家宅焼失の災にあいながらも開拓につとめ， 移住六年にしてほぼ貸与地の開墾を

終え更に貸下地一町反弱をも墾成して明治ニ十五年には五町七反五畝を耕作するに至っている。明治二十七年に至

って原久雄につづいて， ユッパナイ開発を志し， 四万坪の貸付地を受けて， 明治ニ十八年正月よりその開拓にあた

った。同年五月， 小屋の焼失に会いながらも再建して引きつづき開拓に従事した。当初単独にて山小屋に起居し，

時折長男の手伝いを受けた。鳥取本村居住地との距離約三里，その時間的距離は徒歩にて約七時間の状態であった。

すでに移住直後より旧藩主池田家の先祖をまつる報恩会を原， 坂本を中心としてつくっていたが， 明治三十三年四

月， 原同道にて上京し， 旧主に面会し北海道における開拓状況を報告している。明治ニ十五年ュッパナィにおける

貸下地の精工検査を終了し（請負開墾多し）翌ニ十六年十月， 病を得開拓地を末子万喜造にｔのづって六十六歳の生涯

を閉じたのである」。

　

以上極めて概略的ながら， 移住者の一人， 坂本友規の伝記を綴ったが， 彼の開拓生活において

その前半をなす鳥取本村における経過を紙の構造と関連せしめながらみることとする。

　

明治十七年 初の入地箇所は二番組十一番地であった。 この年の各戸の開拓状況及び収穫の状

況は， 総代名をもって勧業派出所に報告されているが， それによると， 三十九戸（二戸の報告欠落）

合計三町五反一畝十七歩（一戸平均九畝強）を作付し，

　

馬鈴薯四百十三俵， 大根一万五千五百二十

本， カブ五千百箇， 蕎麻二斗五升， 麻五升の収穫があったとされる
１）
。

　

これは極めて精工度を寡少

に評価．して報告したものであり， 同年十二月， 派出所御用係より県勧業課長に提出された報告 「戸

口反別調」の新墾反別三十二町一反八畝二十歩に比べれば約十分の一に過ぎない。 坂本家の場合の

実積をみると， 開墾面積は一町五畝歩， 作付の内訳は馬鈴署二反五畝， 小豆三反二畝， 大豆五畝，

栗二畝， 蕎麻二反， 大根一反三畝， かぶら三畝， 野菜五畝であるが， 以上の作付のうち収穫された

ものは， 馬鈴薯五俵のみでありその他は一切皆無という状態であった。 未だ自給自足の精にもつか

ぬ状態であることがこれによってあきらかである。 こうした収穫状況の故にか， その年， 十一月阿

寒川向地取替えを願い出て許可を得， 十二月より伐木開墾準備にとりかかっている。 坂本と同時に

貸与地取替えを願い出たものは他に二名存し， 土地配分は， 抽哉によっておこなわれた。 その後尚

三名の貸与地取替えの希望者が現われ， 明治二十年四月には， 移動者六戸をもって新たに一組を形

成し（十一番組）六戸連名にて再墾ブラオ，

　

附属二頭牽麻馬其一切の貸与方を勧業派出所に願い出

ている。う聖記された六戸の氏名は，山川勇，杉本久次郎，坂本友規，谷口久次， 野村与十郎， 杉村慎

言であるが， このうち， 杉村慎言の名は同年度の十一番組各戸耕作反別調べの記録に見出すことが

できない。 従って， 彼は実際には十一番組の構成者ではないとみなければならぬ。 当時， 杉村慎言

は野村与十郎とともに前移住の総代であったが 「再墾プラオその他」 の拝借人の名につらなってい

るのは，山川勇の附籍者大野鉄太郎の代理としての必要からではないかと思われる。 大野鉄太郎は，

当時十五歳， 父の死により母， 姉（後他の附籍者に嫁すｉ， 妹と共に附籍人として移住してきたもの

であるが， 移住後一戸としての独立を要したであろうが規定によっては， 附籍者分の土地貸与を受

けることができず阿寒川向側移動に際して， 便宜総代名によって出願したのではないかと思われる

のである。 尚， 附繕者は多く平民であることをのべたが， 大野は士族であった。 取替地において山

川勇は十三町五畝の貸与地を有するが， 杉村名による大野分が含まれているのではないかと思われ

る。 大野の戸としての独立は明治二十三年十二月， 住居の組内共同建築によって果される。

　　

さて， 以上の五戸が移住の後 も早く村内移動をおこなって希望の土地を得， 一面有利な条件

の下に開拓を開拓したかにみえるが， しかし，移住初年度の成果をすてて新たに入地したのであり，

規定通りの墾成を行うためには， 他の移住者に比べ一歩おくれた状態となったのである。 更に移動

先での住居はすべて自らの手で建築せねばならず， その点多大の労力を殺がれたものと思われる。

　　

明治十七年以降における坂本家の場合をみると， 各年度の新墾反別は必ずしも斉一ではない。
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家族内労働力の増減では， 明治二十三年十月，次男正吉（２４歳）の
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年庸経営

　

圧 庶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

牛

　

皮 耕作授団

　

泰 没二名の住込農業労働者を傭い入れている。 これらの傭入労働者は

鳥取移住者ではなく， 且つ鳥取村本籍簿の寄留者の中にも見当ら
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２１
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２３
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２５

１０，５００
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３０，５００

３３，８００

４３，９００
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５２，５００

５７，５００

１０，５００

１７，４２５

５，２０５

１２，３００

３，３００

１０’１００

４，８１５

３，７１５

５，０００

第１０表

　

鳥取村十一番組構成の農業経営状況（明治ニ十年）

旧住

居組
戸 主 氏 名

家
族
数

労
働
力

病

　

者

老幼者 経営開墾状況 家畜保有状況 作

　

物．別

経営総
反

　

則

Ｍ２０年
新墾反
別

耕作不
適地面
積

開墾残
り面積 馬 鶏 大

　

麦

（斗）
小

　　

麦

１

　 　 　 　

２

　 　 　 　

２

　 　 　 　

２

　 　 　 　

５

野村与十郎

山

　

川

　　

勇
｛附籍山川鉄太郎）

坂

　

本

　

正

　

道

杉

　

本

　

繁

　

造

谷

　

口

　

久

　

次

８

　 　 　 　

８

　 　 　 　

６

　 　 　 　

３

　 　 　 　

４

４

　 　 　 　

３

　 　 　 　

４

　 　 　 　

２

　 　 　 　

１

４

　 　 　 　

１

　 　 　 　

２

　 　 　 　 　 　 　 　 　

１

４

　 　 　 　 　 　 　 　 　

１

　 　 　 　

２

２２，５

３１，０

３０．５

１８．７

１９，０

６．９

７・７

７．８

４．５

７・０

２．０

９９．５

４０．６

１．５

２５．０

２５．５

３５．５

６．０

１６，３

６．Ｏ

１
倦

　

１

　

１
倦

　

１

　 　

１

１３
（３９）

８
（５）

１４
（４５）

２
（２５）

８
（１１）

２．０
（９，０）

０，２
（０．６）

　

１．５
｛１６，０）

　　

１・０

（ナシ虫害

　　

２．０

　

｛０．９）

　　

１・０

　

（０．６）

家

　

労

　

病

　

老
族

　

働

　　　　

幼
数

　

力

　

者

　

者

耕

　

作 反

　

則

　

と

　

収

　

穫

栗 蕎

　

麦 大

　

豆 小

　　

豆 大角豆 商

　

豆 玉岡黍 麻

（貫）

馬鈴薯

（俵）

大

　　

根

　

（本）
野

　

菜

１・０
｛１，０）

２．０
（１６．０）

０，５
（４．０）

０．５
｛１，０）

２．Ｏ
（１６，０）

４．Ｏ
（４０．０）

９．０
（９２，０）

６．Ｏ
（７２，０）

５．０
（４０．０）

　

１．５
（３．ｏ）

１，０
（ナシ）

１・０
（２．０）

１・０
（ナシ）

　　

０．５
（ナシ霜害）

　　

１・０
（ナシ）

　

１．５
（５．０）

５，Ｏ
（２３．０）

１，０
（３．０）

４，Ｏ
（２０．０）

１．５
｛５，０）

２．Ｏ
（３．０）

４．０
（１６．０）

２．０

（３，０）

１．５
（１５．０）

１．５
（５．５）

　

１・０
（ナシ）

　

１．５
｛ナシ）

　

１．５
（ナシ）

０．５
（ナシ｝

　

１・０
（ナシ）

１・０
（５２）

０・７
（５２）

１・０
｛１４）

７・０
｛１４０）

９，０
（２ｏｏ）

８．０
｛２４６）

３．０
｛１００）

５．０
（１５０）

　　

２．Ｏ

　

（１，５００）

　　

１．５
（１，５００）

　　

２．０
（２，０００）

　　

１・０
（ナシ虫害）

　　

２，Ｏ
（２，００の

２．０
（少 ）々

０．３
（少 ）々

０．２
（少 ）々

０．５
（少 ）々

与地の墾成を終って， 尚， 余力の存する場合には更に土地貸下を受け得た状態であるから， 移住当

初の家族労働力の多少又勤惰の差は後の土地所有に大なる影響を与えたものと思われる。 又， 開墾

はすべて， 貸与さえ たプラオによる共同馬耕であったが， 他に各自手形Ｆにも頼ったであろうから，
そうした点で表示の如き経営耕作反別の差が生じたものと思われる。 記録によれば， 開墾不適地と

称するものの面積が知られるが， 不適という実際の状況は不明であるとしても割当てられた土地の
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状態が必ずしも各戸一様でなかったことが想像される。 二番山川勇の場合には耕作不適面積が九町

九反余に及んでいるが， それが実際のものであるか， 又， 附篇者を含む故の報告上の便宜的なもの

であるか明かでない。

　　

家畜保有状況をみると， 明治二十年の場合では， 各戸耕馬一頭を保有するに更っている。 翌二

十一年には，五戸のうち二戸即ち野村家と坂本家とが三頭を飼育するに至っている。 坂本家の場合，
保有馬三頭の内訳をみると， 貸与一頭（長生号う， 出生一頭（弥生号）， 購入一頭（釧路より五円四十

銭）となっているが， 経済的に余力が生じ， 経営の拡大せる状況がうかがわれる。 馬三頭を保有す

るということは， 貸与農具を他の家の助力を必要とせず自家のみで使用し得るに至ったことを意味

するのであるから， 共同化の上で重要な変化をもたらすものである。 馬以外の他の家畜としては，
当時鶏のみであるが，これも二十年度より二十一年度にかけて増加した戸が多い。 この鶏の飼育は，
当時， 鶏肉， 鶏卵販売による現金収入が農業収入全体において占める比率（明治二十一年， 坂本家

の場合をみると２２％）が比較的高い点から考えて， 経営の安定化に果した役割もかなり大きいもの

であったとみることができる。

　　

次に籾作物の内容を検討すると，移住諸年度に比べると全般的に多種となり， 腕豆， 麻， 大麦，
小麦等が追加された耕作種目として目立っている。 大麦， 小麦の籾平日よ， 自給態勢を形成しつつあ

ることを示し， 又， 腕豆， 麻等は換金作物と考えられるので農業収入の増大を予想せしめる。 尚，
麻の製造は村内においておこなわれている３）。

　　

作物別耕作の状況を組内五戸におし・て比較検討すると も多彩なるは， 坂本家及び野村家であ

り， 両家の経営の安定度を知ることができる。 又， 各種作物別の反当収入は， 家によって甚だしく

差があり，「農事不憤ニシテ播種其量ニ遇ギ， 或ノ・時期ヲ前後シ， 或ノ・耕転肥培皆度ニ適セズ」４）と

いった状況を思わせ， 当時の歴年の状態を比較検討すると， 前年度において多収穫のものを次年度

において， 反別を極端に増加して再び試みるという傾向がうかがわれ， 全体として未だ農業耕作が

試行錯誤の過程にあり， 自然条件にてらして， 地域に妥当せる農法を導入確立するための勧業所の

指導も適切でなく， 全戸が等しく健全な経営をおこない得るに至っていない状態をうかがい知るこ

とができる。

　　

連年収穫の多かったものは， 馬鈴薯， 大根， 蕎麦等であり， 大根等は， 無肥料にて一反平均一

千本の収穫をあげている。 こうした大根の如きものが， 各戸平均二千本近く収穫された場合， その

収穫物をどのように販売するかは， 当時開拓営農に当っての大きな問題であった。 士族移住取扱規

則にはｒ官庁ニ於テ其収穫物販売ノ途ラナシ与フベシ」（規則第十五条）と揚言しているが，実際には，
勧業派出所もその点についてかなり苦慮したものと思われる。 何故ならば， 当時釧路は未だ戸数二

百前後の漁村市街地５）であり発展途上にあるとしても， 大消費地とは言い難く， 他への移出も考え

られなかった。 村誌の記す所によれば， ある移住者は，「馬鈴著， 大根等を馬につけて釧路に出，一

軒一軒触れ売り歩いたが一人も買うものはなく， 業を煮やして皆海に投込んで帰った」 という。 多

少の誇張はあるにしても， 収穫物を如何に販売し現金収入を如何に得るかは移住者全体にとっての

大問題であっただろう。 事実， 前移住の到着翌年には， 総代の手許にて， 年度の収穫予定及び売却

予定数量を集計し，「本地ニテハ収穫物ヲ売却スルコト無覚束， 自今一統懸念ノ儀有之候条，此上上

官ノ手ヲ煩スハ恐縮ノ儀ニ御座候得共」として移住者一同にも収穫物販路願を出している６）。

　

次にわれわれは， 家計収支の面で， 鳥取移住者が如何なる経過をたどったかを， 坂本家の事例

を通じて検討することとしたい。

　　

まず， 米及び塩増量の貸与期限の切れた明治二十年以降明治二十五年までの年間の収支総額を

示すと次の如くである（第１１表参照Ｌ

　

総体的にみて， 明治二十二年以前と以後とでは収支状況に

－１６１－



高橋・億宿・奥野・北野・中野・徳永・岩永

第１１表

　

坂本家収支状況｛自明治ニ十年至明治ニ十五年）

年

　　

度 経営耕作反
別（再揚）

収

　

入 計 支 出

　

計 差

　　

引 術

　　　

、

　　　　　

者

明治２０年

　　

２１

　　

２２

　　

２３

　　

２４

　　

２５

反畝
３０．５

３３．８

４３．９

４８．７

５２．５

５７，５

　

円

　

銭厘
９５．４１．Ｏ

（不

　

明）

９９，３４．３

２０４，９２．４

１６０．７０．９

１５６．３２．Ｏ

　

円

　

銭厘

　

９６．３０．Ｏ

１１２．７０．Ｏ

１０１．６４．２

１６９．１２．２

（資料不備）

１５０．９４．０

　

円

　

銭厘

　　

８９．０

？

（－２．２９．９

３５．８０．２

？

　

５．３８．Ｏ

貸与期限終了

１０月， 次男正吉死亡
３月長男正道結婚，４月家宅全焼
４月長女嫁出，１１月家建前

非常な差が存する。 すなわち， 明治二十年までは収入総額は比較的少なく， 且つ収支の
バランスで

に概ね支出超過の傾向にあった如くである。 明治二十三年は， 坂本家にとって， 次男正吉死亡とい

う移住後始めての不幸に際会するが， 移住者全体としてみると， 賞与．金棄損の朗報至り， 牧畜会社

の設立をみるなど生活の安定に導く条件が生じた年である。 坂本家の収支でもこの年三十五円余の

収入超過を示しほぼ生活の安定を得るに至ったと見ることができる。 翌明治二十四年には， 長男結

婚（三月二十四日Ｊ， 家宅全焼（四月十八日）， 長女嫁出｛四月十九日）と悲喜交々至り生活は誠に多

難である。 支出状況は資料不備（五月以降欠損）のため示し得ないが， 多少の支出超過はあったと

しても前年度の繰越状況からみて大きな赤字は招かなかったと思われる。

　

以下， 明治二十二年及び明治二十五年の両年度において， 収入及び支出夫々の内訳を示し当
時

の生計状態を分析することとしたい。

　　

収入内訳を （一）農作物販売によるもの，（二）畜産物販売によるもの，（三）労賃，（四）その他

第賜表

　　

坂本家収入内訳比較

度

　　

竿重量 明治ニ
十五年

（薪， 議員日当など）に区分して明治二十五年を比べる

と， 労賃収入が減少せる外はすべて増加している。 農

作物販売の内訳でみられる変化は， 明治二十五年に至

って， 大麦， 栗， 玉濁黍等が販売品目としてあらわれ

て来ることである。 麻は， 明治二十五年に販売されて

いないが， 作付を磯止したるものか， 収穫皆無なるか

不明である。 後年鳥取村特に当時坂本家の居住したろ

前移住者地域は， 釧路を主要な販売地とする疏菜栽培

地として， 此の地方で著名となるが７）， この時代には

未だ， 主要な収入源となるに至っていない。 畜産物販

売の面での変化は豚の飼養による収入の増加である。

明治二十五年には， 成豚三頭， 仔五頭を販売して， 二

‐１－五円七銭余の収入をあげるに至っている。 収入内訳

中「その他」 の項では， 薪の販売による収入がその大

部を占め， 明治二十五年には， 三‐トヒ敷を売却して二

十二円ブ左ト銭を所得している。 以上収入内訳の検討か

らも漸次経営が拡大し安定化するに至っている状態が

明らかである。 同様に支出内訳の比較を試みると， 一

層生活の充実して行く様子が明らかとなる（第１３表参

照）。明治二十二年と明治二十五年の両年度で比較可能

な支出項目中， 支出額の極端に増加せるものは， まず

入

　

総

　

額

農作物販売

大

　　　

麦

馬

　

鈴

　

薯

麦

豆

　 　 　 　 　

　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　

　

　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　

収

　

Ｌ

　 　 　 　 　 　

内

　

．

　 　

訳

　

　

　

　

　

野

　　　

菜

　

そ

　

の

　

他

２． 畜

　

産

　

物

　

鶏

　

　　　

　

　　　　　

ゴー

　

豚

そ

　

の

　

他

労

　　　

賃

そ

　

の

　

′也そ

　

の

　

他

　　

２４，８７．４

９９．３４．３

５０．４６．Ｏ

２５．２７．０

１１．１５．Ｏ

５．５１．Ｏ

３．４１，Ｏ

　

８８，５

　

４５，５

１５．６６．４

９，２９．４

６．３７．Ｏ

８５．３５．７

１６，８０．Ｏ

２８．１４．Ｏ

　

１０．４５，Ｏ

　　

９．７４．５

　　

７．８０．Ｏ

　　

２，９２，５

　　

１，２９．Ｏ

　　

７．５８，Ｏ

　　　

６１．７

　

３４，５０．６

　　

１．７６．６

　　

７．５２．Ｏ

　

２５，０７．５

（小鳥）１４．５

　　

４．１１．８

　

３２．３４，４
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農業経営費でこれは両年度の間で約五培となるにいた

　　　　　

第１３表 坂本支出内訳比較

っているｏ 更にその内訳では’ 農具費’ 家畜購入費が ＼＼年処Ｅ離 陸婆昂増加している。 明治二十五年に坂本家では， 馬具を新

　　

内

　

訳

調し，且つ前年に引きつづき豚を購入し飼育しており，

　

支

　

出

　

総 額

　

・ｄ呈露．
野

　

山壁書｛

支出の増加はその為のものである。 他に増加の著しい

　　

農 業 経 営 費

　　　

７．４７，０

　　　

３５．４４４

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　

　

　　　

　

　　　

畜ｒ勢藁葺頚期為毒翻意蓋蓬竪琴

　

訳１家畜費（鰐鱒 ・４．３２．７
四升五合となるが， 明治二十二年よりの減少は， 家族

　　

食

　　　　

費

　　　　

－

　　　

３９．５７．７

　　　　　　　　　　　　　　
　　　

　

　　　　
の消費量（貸与米受領仮証より集計）をみると十石一斗

　　

噌

　

好

　

品

　

費

　　　　　　　　

・２．１４．ｏ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

光

　　

熱

　　

費ｒ

　　　

ｌ．１４．０

　　　　

１．８２，５

六合となり， 明治二十五年の購入による米の消費量巽

　　

家 具 什 器 費

　　　

５．５２．５

　　

１３．３９，５

実にこの五分の一である。 生計の一応の安定をみるに 被

　　

服

　　

費

　　　　

－

　　　

１２．０９，０

　　　　　　　　　
嘘墓轟滋養鴎書室豪滋養…〆（２５５三鷹；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

前年払 （内容不

かがわれる。 他に特徴を有し且つ説明を有する支出項

　　

註

　

明治ニ十ニ年の支出状態は， 日誌中の柴

目としては， 噌好品費， 交通通信費及び借用金利子で

　　　　

計結果をそのまま使用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

明治ニ十五年は筆者が分類集計す

ある。 噂好品費中その殆んどは酒の購入によって占め

られている。 坂本家の三女光は， 十月及び十一月の野菜収穫期にはほぼ隔日， 他の月にては， 五日

乃至一週に一度， 鶏卵野菜行商の為剥離各市街に出， 帰途， 副食， 日用品特に酒を購入してくること

が例となっている。 交通費は光行商の折の渡し賃（往復三銭）である。 明治二十五年に坂本家では，
酒井（戸長）， 前原（村内鳥取移住者｝

　

より四十円を借用し年内に返内に返済しているが，

　

その利子

金は八円‐七←五銭，

　

前年度借用利子金及び前年度掛支払 御１路因幡屋）を含めて， 利子金その他が

十九円五十一銭となっている。

　　

次に交際費について若干分析し， それを手がかりとして生活共同の事実をみることとしたい。
交際費， 組交際費（機械始め祝会入費２６銭）議員交際費， 大田村出張交際費等を除く， 個人相手の

ものは第１４表の如くである。 表示された交際相手は も親密なものを示すのであろうが， 同組居

住者にして姻戚関係にあるもの， 及び移住者内部の階層構成で同一階層のものに集中されている。
鳥取村においては，

　

明治二十三年， 矯士会に対応する老人の集りとして，「報恩会」 が結成された

が８’， これは始めインフォーマルな社交関係として存し，後組織的集団（但し成員イクスクラッスイ

プな随意集団）に生長し， 且つ他の村内集団に対して統制力を有する団体として存し， 更に鳥取村

の発展と共に移住団体内部及び外部に対する会員制限を廃して成員包括的な団体となるが， 坂本家

－１６３一
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第１４表

　

明治ニ十五年坂本家交際費の状況

０

　 　

５

　 　

０

　 　

０

　 　

０

０

　 　

９

　 　

５

　 　

７

　 　

４

． ム

　 　

ハ ｈ Ｖ

　 　

一 ．Ｒ Ｖ

　 　

Ｒ Ｖ

交際相手

　

房 撞

　

交際相手の性格

　

寵本家と鷺

白

　　　　

砂

　　　　

糖

白玉粉， 菓子， 絹木綿，
白砂糖
縮

　　　　

綿，

　　

鯛

木綿 一丈， 春

　

祭

　

悔

煙

　　

草，

　

白

　

砂

　

糖

新

　　　

弥

原

　　　

久

市

雄

勇山

　　

川

　　　

勇

野 村 与 十 郎

前

　

原、 七

　

郎

１１

１１

総

　　　　　　　

代

総

　　　　　　　

代
ユッパナイ開拓者
（同

　

組

　

居

　

住）

総

　

代（－司組居住）

後

　

移

　　

住

　

者

長女嫁出先

長男妻実家

の当時の交際相手は， この報恩会会員に多く求められる。

　

生活の共同については， 営農開拓その他生活の危機に現われたものとして， 生活の多難であっ

た明治二十四年をみると家宅焼失の際は， 各紙単位に全移住者の手伝いを受け， 長男妻実家に身

を寄せている。 家再建にあたっては， 阿寒川上流九番組転退者の空屋を買受け， 組員の助力を受け

て筏流しによって木伐を運び家建前には同様に組員の助力を得ている。 同年には， 長男嫁取り， 長

女嫁出の慶事が存するが， その関係相手は粗内のものであり， 相互に総代経験者として同一階層に

属するものである。 仲人は細．内の近隣戸に求められている。 長男嫁取りの披露宴は， 組内戸主， 組

内主婦， 組外親密戸に区別して三日間にわたっておこなわれているが， 組外よりの招持者は前記報

恩会会員の一部である。 その外，農作業に関しては，「手間がえ」 としてすべて同番組居住戸の間で

おこなわれ， 一部組．外居住者から 「地所貸下願」 を代書作製したことについてそのかわりとして手

伝いを受け， これも亦 「手間替り」 と呼んでいる。 総じて労働交換は対等の立場においておこなわ

れたものの如くである。

　

以上， 坂本家を中心として， 鳥取村十一番組の構造をのべたが， 粗が開拓生活上の重要な協同

単位であったことは明かである。 細‐の構成そのものは， 当初選択的なものでないが， 真の定着を得

るまでの過程において婚姻を中軸とする村内移動がおこなわれ， 近隣相互に強力な関係を結ぶに至

る。 こうした， 明治三十年以後の状態については，尚資料を整備して分析をおこなわねばならない。

　

更に， 明治期の鳥取村の重要な問題は， 原， 坂本を中心とするユッパナイ（現桜田）の開発であ

り， これは， 鳥取移住者の真の意味での発展を示すものであるが， この地域での村落形成とくに部

落としての成立過程は， われわれの本来の課題に対して好個の事例を提供するものと思われる。

〔註〕

１） 鳥取町誌，附録６頁．
２） 根室県移住取扱規則，第九条「賞与地ノ内耕地九千坪ノ・移着ノ年ョリ三カ年間二必ス墾成スベシ」とある。

３） 坂本友規日誌によれば麻の耕作は明治ニ十年より行われ， 明治ニ十一年， 村内にて加工を始めている。尚， 加

　　

工事業経営者次の通り。 麻製造会議幹事古井保斗， 坂本友規， 原久雄， 遠藤芳盛， 会計柿田享（師範農として

　　

来住）教師（製造専任者）星野（月棒三円）．
４） 鳥取勧業派出所報女，移住民の状況，明治十九年二月（鳥取村五十年誌，所収），

５） 釧路市街地（米町）の戸数は明治十年，四十一， 明治十五年，八十， 而して明治二十七年には市街全体にて千百

　　

十七戸となる

　

御１賂郷土史者及び釧路発達史）．
６） 鳥取勧業派出所報告，村収穫物販路額（鳥取村は五十年誌所収）． 売却予定の内訳をみると，馬鈴薯（名戸，四十

　　

俵｝， 大豆（九斗）， 小豆｛一石五斗）， 大根｛千四九百十本）， 尚，明治二十三年の場合をみると，馬鈴薯，大根の

　　

大部分が， 戸長役場の斡旋により， 標茶監獄に送られている

７） 北海道庁殖民部北海道殖民状況轍女（影ｆｌ路国）明治年三十ニ年六月，４３頁．

８） 鳥取村五十年誌，３０頁．
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５．

　

鳥取 士族 移 住団 と 教 育

徳 宿

　

大

　

重

序

　　

明治１７，１８の２年にかけて鳥取村に移住して来た鳥取士族団は， 大正７年北海道興業会の製
紙工場がこの地に設けられるまでの３４年間は，

　

殆んど他からの影響を受けることなく， 水害， 寒
気， 海霧と戦い， 一致団結窮乏に堪え， 殆んど脱落するものなく， 故郷の精神を純粋に新開地に移
し植えた。 かくて７０年後の今日尚６０％の定着率を示し， １人の犯罪者も出さなかったとし、われて

いるのは驚嘆すべきことである。 私はこの原因をこの人達が祖先以来受けて来た鳥取藩の教育に求
め， 更にそれを移住後も忠実に実行したものと予想した。 座談会， 訪問調査をつづけて行くに従っ
て， 予想の正しいことを裏ずけられて来た。

　

只２５年前すでに村誌編さんの時 ”資料としての文献
があるでなし， 教を請うべき故老もない

”と編者をして嘆ぜさせた程で， 移住当時の も大事な時
の記録がないのは残念である。 将来を期して今はこれまでに得た資料を整理して中間報告としたい
と思ったが単なる資料の羅列に終った感がある。

参考（１） 鳥取村の発展

　　

明治１７年

　　　　

戸

　

数

　

４１戸

　　　　

人

　

口

　　　

－

　　　

１８年

　　　　　　　　

１０５戸 ５１３人

　　　

４２年

　　　　　　　　　

１５０戸 ８５７人

　

大正 ７ 年

　　　　　　　　　

２１３戸 １０７２人

　　　　

明治４２年の１５０戸には

　　　　　　　

オンネビラ（３３
，
年に２６戸あった）

ユッパナイ（２８年に開発）

ニ部落が含まれている。
参考（２）
”鳥取村に移住“としたのは鳥取村誌には１７年移住後６月１０日に近藤害孝の発議で定められたとあるが， これ
より先同年５月１日附で根室県令湯浅定基が釧路郡釧路川沿移住地村名之義伺で鳥取村としたいと申請，５月２９
日内務卿松方正義より許可きれているので，移住前に鳥取村となっていたためである。

鳥取藩における藩士教育の概況と特徴

　　

鳥取藩では有為の藩士を養成するために宝暦７年（１７５６）尚徳館を創立した。 その対象は

　

”凡
国之衆士，若子若弟，威入而学

”
。学問の目標は

“稽古，尚徳， 尚歯
’’で， 学生は

　

”長長， 老老

　

其必
執遜譲。 勿挟爵秩， 其必先有徳

”
。 ときれている。

　

しかして文を尊び武を講じて人倫の道を正し有
為の学生を登用して国の綱紀をひきしめようとしたのである。 然し文武兼備を強調しながらも学館
は初から学問屋敷又は読書所の名で呼ばれ文学にのみ重きをおき，武芸は各道場の師範に一任した。
第１２代藩主慶徳が水戸から迎えられてから尚徳館は名実ともに整った。 水戸藩主徳川帯昭の第５
子であった慶徳は水戸弘道館に於て藩士と同じ待遇で教育を受け父の主張を受けついだ。 弘道館の
忠孝無二， 文武不岐， 学問事業不殊其効の三大網目は当然尚徳館の精神となった。 その中でも特に
文武不岐が取上げられたのは時勢の然らしめる所であろう。 かくして人者為治之道二， 日文，日武，
……人臣之道亦文武而己（尚徳館記碑）。 が学館の教育理想となり， 以前の学問所は学館本来の姿を
示し， 用兵攻防の理を研究する兵学場， 砲術の稽古場の整武館，武芸を研究する武場が建設された。
鳥取藩は由来武を重んずるので有名であったが， これまで各師範家に一任されていたのを”此度学
館御造営これあり， 御家中稽古のための謎武場お建なされ候に付， 右師範の面々門弟召しつれまか
り出， 稽古致すべき旨”｛嘉永６年４月２７日御国日記）仰出された。 師範の数も弓術１８， 槍技１０，
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剣術２２， 抜刀６， 柔術４， 体術
１計６１に達した。 万延元年の機構改革によれば８歳より１２歳まで

は文を主とし， １３歳以上は文学のかたわら弓馬二道を
１５歳以上になれば武芸専修を許すことにな

った。 藩士の数は（寛延２年幕府から来た御国目付に
提出した調書による）土分９８２， 徒士８２０， 無

宿２６５， 足軽１０８５， 小人７２８， 計４００１であるが， 嘉永以後学館に学
ぶ者は

通学生徒

　　

大小文場

　　

一千余名

習字生徒

　　

小 文 場

　　

五百余名

算法生徒

　　

小 文 場

　　

五百余名

習札生徒

　　

士列以上

　　

二百余名

　　　　　　　

但し丈場生徒は之を除く

　　　　　

医学生徒 百 余 名

　　　　　

兵学生徒

　　

士列以上一同出仕

　　　　　

武場（大小武場）

　

各師範８家

　　　　　　　　　　　　　

家老以下苗字付以上の者修行するを以ってその数幾千を知らず

　　　　　　　　　　　　　

（旧鳥取藩学事取調書）

とあるのを以ってそのいかに盛んであったかを知ることができよう。 明治維新になっても当局は
文

をおろそかにし武に偏するを戒め，８歳以上１６歳までの者は必ず
文場に入って文学を学び，忠孝節

義の精神を養い， 更に武芸を修錬して有事の際の率先奉公を
説いた。 明治３年尚徳館廃止後の空白

も，（尚室懇請の定めとして子弟を一度儒者， 師範家に入門さ
せ， 儒者， 師範家はその門弟を引きつれ

て尚徳館の文場武物で授業し，学館は一定の統制の下に教場を
貸す形式をとっていた） 子弟は直接

儒者， 師範家の私宅で教授を受けたので， 予想された混
乱はなかったようである。

　　

この尚徳館教育を通じて特に注意を引くことは尚歯， 即ち
“長長老老， 其必執進受巽

’の精神の

一貫していることである。
“学校の礼， 齢を尚び譲を本とず。 年長を重んじて位

次の上下を先とせ

ず”（宝暦７年２月朔日御目付日記）”茶， 煙草， 体息所の外これを禁ず， 但し七十己上の老人は制

外の事“（同上），
“学校の礼は齢を尊び譲を本とす。年長を重んじて位次の上下を争は

ず”（嘉永６年

丑正月１９日役用日記にある学門へ掲示された旋）これは全く宝暦７年．のと同じである。
”長幼の序

を大初にし，師匠並びに年長を敬い
“｛方延元年申３月２３日御国日記綻）このような例は数多く，旋，

条目には必ず長上を敬うこと， 礼を重んずべきことが記されている。
これは文学を学ぶ者の当然帰

するところであり， 文学を学ぶ目的の一はここにあるのであってどこの藩でも名目上は同じように

示されていることがらであるが， 安永ら年（１７７７）御家中
８０歳以上の者を学館へ召出し御目見仰付

けられ糸少綾１巻づつ下され西の御座敷で御酒を上されたことがあり（安永６年２月２
９日因村年表続

篇）， 文化２年．の記事によるとこの時の席
次は格式の上下ではなく年齢の順であり，これは昔からの

例であると記されているのを見れば， 長長老老は薄主自ら実践したことであ
る。 鳥取県教育史の編

者はこの長上， 年長者の尊敬を， 一藩の統制を乱する
ことを許さない手段であるかのような態度を

示しているが（鳥取教育史２２１‐２１２頁）， これは思いすごしである。
“位次の上下を先とせづ訂’という譜

や藩主の老人に対する態度は決して単なる手段でないことを示しているということができよう。

参考

　

養老の奥は他の藩にもあったことで例えば敬老の点で名高・水戸藩では天保十年（１８３９）借楽園に蒲内の老人

　　　

を招いて養老の典を挙行した（水戸藩史料別記上）ことが記きれてい時の学者は美挙としてたたえているが，

　　　

これは鳥取藩と比すればはるかに新しいことであり， ここでは席次云々は問題になってない。
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二

　

島版士族と移民

　　

移住士族１０５戸の姓名はわかってし・るが， 藩士としての地位の明かなものは少なく， 各自は知

っている筈であるが今それをいう人もない。 各家には家系譜があると思われるが， 見ることのでき

たのは野村家だけだった。 故郷を離れて新生活を開拓するためには家系の必要はなかったのかも知

れない。 またここに集団移民の成功があったのだろう。 移民の時の全員の年齢の調査も未だ完了し

ていないが，

　

移民の代表として， 村の惣代役員として活躍し村誌に功労者として挙げてある２１人

を年齢別に見ると， ４８歳を 年長として４０代３人， 年少２５歳で， 戸主は３０歳が大部分と思わ

れるから （１０５名中９０名） 明治維新の時は１０歳以上のものが多く， 従ってこれは文場で文場で文

学を学んだことのある者が大部分であることを示している。 移民後家家より十八史略や四書を朗読

する声がきこえたといわれているが， これは文場の教科書であったことを思えば当然のことであろ

う。 鳥取村誌中の人物篇によれば， ここにあげられた人々から役人， 教員， 製紙会社関係を除いた
４２人中の３４人が鳥取士族であるが， この中 年少で１７年移民団の代表であった近藤喜孝は（移民

当時２５歳）２４年釧路十二郡役所書記を拝命し，また野村英造の弟で佐橋家を継いだ佐橋義男（元治

元年生）は移住時２２歳であったが，２５年釧路郡役所雇となりやがて郡書記に進んだが前者は明治元

年の頃８歳， 後者は５歳であったが， このような役についたのは相当の学識があったことと思われ

る。 この学識は明治３年までつづいていた藩学尚徳館に於いて得られたか， 或は家庭に於いて得ら

れたかであろう。し・づれにせょ父兄の教育に対する態度がうかがわれる。３０代の人たちは勿論のこ

とで， 水勢蛙流の奥伝を受けた新弥市は老後青年のために四書の講義をしたといわれるのはその一

例である。

　　

さてこれらの人々がどうして移民したの動機については， 現存の人たちは “貧乏で生活できな

かったから”と率直に述べているが， 只それだけの理由で移民できるなら北海道開発は問題なかっ

たろう。 明治維新で禄を失った２００万の士族はその殆んどが貧困に苦しみ， 中には衆人の前に恥を

さらす者， 自暴自棄の結果もっている力を用いて悪事を働く者も出て来たことは人の知るところで

ある。 単なる単なる貧困だけで移民となる気持ちになれないとすれば， 理由はもの外にもある。 私

はこれを次の四つを考える。

（１） 貧困であること

　　

これは第一の条件であろう。 封建社会の例として一地方の狭い所で祖先代々生活して来たのであるから地所へ

　　

行って生活するのは殆んど考えられないことである。敢てこれをするのは故郷の他では生活できない程貧しい

　　

からである。

（２） 武士の面目を重んじていたこと

　　

今まで四民の上に立っていたものが， おら 鋤けこ姿を四民の前にきらしたくないという気持， といっても暴力

　　

によって不正を働きこれによって生活するのを恥じる気持をもってい，ること。 北辺を護るためというはこれら

　　

の人々にとっては誠によい口実であった。

（３） 新生活を開拓しようとする精神をもっていること

　　

苦難にたえて進もうとする精神は殆んどの武士かもっていない精神である。一度この精神か発現するや大きな

　　

力をもって来る。 原久雄は藩の近侍までつとめ党山流剣術の名手でありながら， 移住後は更に奥地湯波内部落

　　

に第一の鍬を入れ開発の功労者となったが， これはよい例である。
（４） 意当な指導者があったこと

　　

勿論この指導者には確固たる信念がなければならない。

而して鳥取藩士族移民団はこの四つの条件をもっていた。 指導者の信念の源泉となったものは藩学

尚徳館の教育だといっても差支あるまい。 このことは開拓の事業が困難に行きあたる時に真価を発

揮して来た。
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三 移民後の生活

　　

明治１７年に入植した４１戸は１２月までに３２１反余を開墾し， 収穫は１７年１０月２７日附で勧業

派出所に出した収穫物御届によれば

種 収穫高

　

４１２俵

１５，５２０本

５，１００ケ

　

２５升

　

５升

馬

　　

鈴

　　

薯

　　　　　　　

８２俵

大

　　　　　

根

　　　　　　

７升２５

か

　　　　　　

ふく

　　　　　　　

１升２８

そ

　　　　　　

ば

　　　　　　　

２４升

麦 １升

で時期の遅かったこと， 経験の不足， 気候の相違等の不利な条件があったにも， 労力に対しては乏

しい収穫であった。 １８年５月に６４戸が入植して計１０５戸となった。 鳥取村の勧業派出所から道庁

に提出した ”移住民の状況” によると，
“１７年度の開墾２０町７畝２０歩，１８年度５４町５

１畝１６歩，

……収穫のやや多きもの馬鈴薯とす。 大根之に亜ぐ。 そばまたこれにつぐ。 他の作物は甘藍の外見

るに至らず……穀菜種子を肝ふるもの稀なり”とある。１８年１０月より１１月にかけては大水害があ

りｏ

　

これは１９年，２０年，２１年とつづいた。 この水害と寒気と海霧と野火になやまされながらも努

力して来たが， 移住者の中には農業に対する期待を失い， 官庁に職を求むるもの， 釧路に日雇稼ぎ

に出かけるものもあったが，それも僅かで幸に一人も村をはなれるものはなかった。 これより先１９

年春移住者は全村総会を開いて申合規約をつくり， 一致団結開拓に従事することを誓った。 その要

旨をあげると， 開墾は至難のことであるから十分に覚悟して， 互に助け合い，質素を旨とすること。

公選された役員が村内を治めること。 貯蓄をすること等であった。 この中 も注意すべきことは，

このような困難の中にありながら

　

”学齢外ノ子弟若クハ壮丁ニシテ昼間閑暇ナキモノハ， 夜学ヲ開

キ智識ノ開発ニ切瑳スベゾ’の一項があることである。 この時はまだ小学校はなかったが学齢内の

者は昼間どこかで何等かの教育を受けていたことが察せられると共に， それ以外の者にも夜学で勉

強せよと誓ったことは， 彼等が士族とＬての体面と藩士時代の精神生活とを忘れないことを示して

いる。 有志のこのような努力にもかかわらず， 窮乏は益々加わり， 自暴自棄の気分が見えはじめ，

青年の間に強くなって来たので， 時の戸長は有志とはかつて２２年春矯士会をつくった。 会員は３０

歳以下の男子５０名余。 各所に於いて文武の修錬が行われ， 村内の気風も幾分引きしまって来た。

この矯士会はいわば， かつての尚徳館の縮小版で， これによって元気をとりもどしたのは青年より

もむしろ成人側であったと思われる。 誓約書を次にあげる。

　　

鳥取橋士会ノ・青年ノ勢力ヲ以テ村ノ名誉ヲ高メンガタメニ結合ス。 故ニ互ニ智識ヲ交換シ， 徳

行ヲ修メ兼テ剣柔ソノ他ノ活溌ノ運動ラナシ， 元気ノ旺盛ヲ図ルベシ。 村ノ名誉ヲ傷ケ， 又ノ、傷ケ

ソトスル者アルトキハ， 会ノ内外ヲ問ハズ， 極力攻撃， 懲罰シ其ノ撲滅ヲ図ルペシ。

　　

この青年の意気に減じた元老組は２３年春報恩会を組織し毎自身さして皇室の繁栄を祈り，

　

旧藩

主への追慕景仰を語りあって， 士風を失わないようにつとめた。 この二つの会で剣道柔術をはじめ

たことは彼等に今まで眠っていた過去へのあこがれをよびおこし， 一種の誇を感ぜしめたにちがい

ない。 移民の中， 原久雄， 遠藤芳盛， 新弥市の三氏は鳥取藩に於ても名のある剣士である。 又さす

が武の盛んな鳥取の士族だけあってどの家にも剣道道具が備えてあり， 集会の時はいつでもまづ剣

道の練習をして会をはじめた（原三郎， 神正規氏談）。 前記遠藤芳盛は標茶分監から脱走した無期徒

刑囚を捕えて名あげ， 体術の野村与・十郎は釧路に道場を開き整１苛業の側ら柔術を教えた。 釧路警察

に武者修行の来る時は必ず招かれ， 遂には鳥取村にまで武者修行が訪れるようになった（市会副議
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長神正規氏談Ｌ

　

神社の祭礼をはじめことある時は必ず武技が競われ，幼い子供に至るまで父兄の抜

群の神技にどれくらい心をときめかしたことか。
“父母は別に変った家庭教育はしなかった。 只お

前は武士の子だから， 武士として恥ずかしし・ことはしないようにといわれた“。 とは殆んだ全部の

人々の言であったが， 幸なことに元老達は剣技に夜の文学の朗読に身を以ってこれを示した。
”組

頭の画面， 文武の講習に於いては， 先ず以って自分より出精いたし， 諸士をはげまし， 文武引立申

すべく候’’”年齢５０歳余にもまかり成候面面は……精精学校えまかり出で， ……怠慢の者えは教戒

を加え……専ら文武に奪ひ候やう引立申すべく””５０以下強壮の面面は見分のみに打すぎず， 専ら

自ら器杖を取り， 組士に先立候やう
“等の学館の注意をそのまま実行したのである。

　

２８，２９年頃からは馬鈴薯から澱粉をとることをはじめ， ３０年頃に特別輸出港になった釧路は

戸ロも１２００に達し， 鳥取村はここの野菜供給地となり， 農業会が組織され， 牛馬の飼育も行われ，
本格的な農業へと進んで行ったが， ４２年の農家数１２９戸の総生産額２４，０４２円余平均１戸１３９円と

いう僅少で， 王子製紙工場が設けられるまでの鳥取村３５年の歴史は“ただ困苦， 窮乏， 陰惨， 悲

痛， 血と汗の記録
” であったと鳥取村５０年誌編者はいっているが， その通りである。

　

”貧乏で働くにも動かれないのでここにいたまでです’’。 と古老は語っしいるが， その外に大き

し・何かの力を思わずにはいられない。 即ち
“鳥取士族の面目を守り通したこと” にその原因を求め

ているものが多い。

四

　

学

　

校

　

教

　

育

沿

　　

革

　　

鳥取村誌によれば， 明治１９年１０月に鳥取士族移民のために第一，第二の小学校が官設された。
第一小学校は勧業派出所前に建てられた柾葺板園のバラックで， 冬には寒さに堪えられないので，
派出所膿みの倉庫に移った。 ４１年新校舎が建てられるまで２０年間ここで授業がっずけられた。 第二

小学校は２１年野火で焼け農家の６畳１室を借りて教授したが後に土地１反歩の寄附を得て２０坪の

学校を建てたが３５年生徒が３人しかいなかったので休校した。

　

この二つの学校については何の記

録も発見できず一切不明である。

　　

これより先１９年４月小学校令が公布され，岩村北海道長官は７月勅令に基づいて，植民に適し

た， しかも府県とは趣を異にした小学科程及び小学簡易科程を制定し， 文部大臣の許可を得て，２０

年４月小学校規則及び小学簡易科教則（庁令第１６号）を発布した。 これによれば学科は省令によっ

たが， 尋常科では図画， 唱歌を省き・…◆・， 簡易科では修業年限３年， １日の授業３時間， 学科は読

書， 作文， 習字， 算術及び定時間外１週３時の実業演習であった。 このため全道中尋高併置校は３

校， 尋常小学校７校， 道東では根室の花咲校１校だけで， その他は全部簡易科小学校となった。 鳥

取村の二つの官設小学校も当然簡易科小学校となった。 釧路市立鳥取小学校ではこの日明治２０年

５月１３日を創立記念日としている。

　　

２８年３月庁令第１０号で小学校が設けられ人口に応じて小学校を尋常高等小学校， 第一類小学

校（３年或いは２年）， 第二類小学校（２年或いは３年）とすることになったので２９年４月１日より

修業限３年の第二類小学校に変更した。

小学校則によれば第ニ類小学校は戸数１００米満の地におかれること≧ｒこなっているが， 当時の鳥取村の戸口は，１８年

に１０５戸であったからこれ以下ではないが，第一，第ニリニ校があったので第ニ類小学校となったものと思われる。
第ニ校については前記３５年に休校－－とはいっても再興きれなかった－－一になり， 一切は不明である。

　　

第一学校は３３年７月２０日には修業年限４年となり， ８月に改正公布された小学校令， 小学校

令施行規則の線にまで達することができた。 この年村内オンネビラの尾張団体では，３２年２月の簡
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易教育規程の改正による簡易教育所を設け， ３４年には， ２６年に鳥取士族移住民の一人である原久

雄によって開拓され， 鳥取士族， 富山団体の開墾部落ユッパナイ簡易教育所が設けられた。 児童数

８名，教師は藤原伝修という僧侶だったという。 これらの簡易教育所の規程は
３４年４月の庁令（第

５７号）により尋常小学校の規程が準用さえた （この二箇教育所は大正６年にそれぞれ穏弥平尋常小

学校， 湯波内尋常小学校に昇格した）。

　

４１年には鳥取小学校の校舎が新築された。１４坪の教室と３坪の控室，６坪の教員住宅とその他

３坪という小さいもので， この経費１，３６５円だった。
４２年には修業年限が６年となり， 大正７年富

士製紙会社の進出により児童も多くなったが， 鳥取士族移民団としての特色は薄れて来た。

校地，校舎その施設

　

鳥取第一， 第二の官設学校から簡易学校時代への時代のことについては前に述べたが， 第一校

は倉庫であり， 第二校は民家の６畳一室であった。 第一校が４１年まで新築できなかったのに対し，

第二校が土地の寄附を受けてではあるが２０坪の学校を建てたことは蝉とすべきである。

　

オンネビ

ラの簡易教育場は， 部落長が敷地を寄附し校舎は全村に亘って募集した寄附金によって新築された

ものであるとも珍らしい。 湯波内簡易教育所は２６坪の新校舎で開校されたが， この土地は
２７年春

原氏によって開かれた乾いた土地で，

　

馬鈴薯が反当り４０俵から５０俵， 栗が７～８俵とれたという

から村内では も豊かな土地であったことと， この地の開拓者原久雄， 坂本友規が鳥取士族移民の

元老であり， 且つ指導者であったことが強く影響しているとも思われる。

　

学校の施設については何も分っていない。

児童，卒業生

　

官設小学校設立の時の生徒数は鳥取村誌によれば

第一小学校

第ニ小学校

３０人

６人

で計３６人であった。 当時の移住士族の人ロ５１３人（但しこれは１８年であるが， 大差はないと見ら

れる）から見ると就学率は甚だよいようである。 即ちこの学校の就学年限を３年とすれば学齢児童

と全人ロの比は１月５位であるから就学率は１００％ を越すことになる。 これを北海道全道の１９年の

学齢児童数４７，０００人， 就学歩合３７．９９％ に比較すると大きい差がある。 但しこれも文字通りにとる

ことができないのは勿論のことで，

　

その第一の理由はなるほど鳥取士族移民の学齢児童数は４０名

足らずであることに誤りはないだろうが， 問題は生徒の年齢である。 例を鳥取小学簡易科卒業（第

一回）明治２８年３月２５日からといって見ると， 卒業生８が挙げられてあるが， 年齢９歳のもの１，

１１歳のもの３， １２歳のもの１，１３歳のもの３， である。 ７歳入学３年とすれば学齢に相当するもの

は皆無ということになる。 もっとも北海道全道の就学歩合も学齢児童で就学している者の数を学齢

児童数で割ったという確証もないから問題はむずかしくなるが，５１３の人口で
３６の生徒数というの

は喜ぶべきこととだけはいえる。

　　

明治２４年学校一覧（北海道教育史地方１篇）に

教

　

員

　　　　　

生

　　

徒

　

２

　　　　　

男

　

３５

　　

女

　

７

　

－

　　　　　　　　

１３

　　　　　　

５

訓

　　

導

戸

　

田

　

継

　

信

校

　　

名

第

　

一

　

鳥

　

取

第

　

ニ

　

鳥

　

取

とあるが， これは鳥取村の記録には見つからないから， 道への報告であると思われる。 この戸田継

信という先生はオンネビラ簡易教育所（３３年創立， 前掲）へも隔日に馬で通勤して授業していた。

鳥取尋常小学校卒業生原簿には受持教師の欄があるが，３５年以前は空欄になっていて，戸田継信の

名は見当らない。 もっともこの原簿も後から書いたもので， 公式には第二代の校長とされている中
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田豊秀の書いたものと思われる。 その前の受持教師嬉野巡の下には印がないが， 中田の下には印が

押してあるからである。

　

卒業生原簿には２８年３月２５日第一回簡易科卒業生８名の名が示されているが， これ以前には

卒業生と名づけられるものがなかったのか記録はない。 釧路市立日進小学校は明治１１年創立であ

るが，

　

学校の記録によると２２年在籍生徒数１５０名で第一回卒業生１６名とあるから２１年までは卒

業生がなかったことになる。
“古い卒業生に聞くと， 当時は修業年限さえ明瞭でなかったことや，

開拓途上にある労力不足からして， 働ける年頃になると皆家事の手伝其他で， 自然に登校しなくな

ってしまう。 勿論中には学習に対する本人の自覚が乏しいから就学を好まないことも原因になって

いるとのこと， いづれにしても中途退学者ばかりであった
“（日進小学校七十五年史）というから鳥

取のも同じ理由かも知れないが又一方， 鳥取藩の学滴尚徳船では一生が研究であって， 卒業という

制度がなく，５０歳の学生も少なくなかったことから考えられないこともない。

　

２８年以後の卒業生の数を挙げると

（中女子）（中女子）
２８年

　　　　

８

　

（１）

　　　　　

３４年

　　　　

６

　

（１）

２９年

　　　　

７

　

（１）

　　　　　

３５年

　　　　

８

　

（２）

３０年

　　　　

４

　

（１）

　　　　　

３６年

　　　　

８

　　

回

３１年

　　　　

３

　

（１）

　　　　　

３７年 ７

　

（４）

３２年

　　　　

７

　　

燃）

　　　　　

３８年

　　　　

９

　

（３）

３３年

　　　　

４

　　

６）

鳥取村誌から， その人口， 児童数を拾って見ると

１９年

　　　　

戸数

　　

１０５ 人口

　　　　　　　　　

生徒数

　　　　

３６

２４年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６０

４０年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０５

４１年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０５

４２年 １５０

　　　　　　　　　　　　

８５７

　　　　　　　　　　　　

９４

　

２４年までは鳥取第－－， 第二の二校

　

４０年以後はオンネビラ， ユッパナイニ簡易数育所と鳥取小学校の三校

　

４１年鳥取小学校新築の時， 生徒４８人と村誌に記されているが， これは上述の１０５人とは， た

とい二つの簡易教育所の生徒数が加わっているとしても大差があるが， これも常時出席者と所謂在

籍者とのいづれをとるかによるものであろう。

教育費等

　　

明治３０年鳥取教育費歳出予算表によると

教員は第一， 第二で準訓導２人， 裁縫女教員
２人計４人で俸給は準訓導月７円５０銭， 女教員月１

円である。

　

これを３０年１月４日勅令第２号市町村立小学校教員俸給ニ関スル件の中左表金額ヲ下

ルコトラ得スの表

尋常小学校正訓導

　　

男

　　

８円

同 女

　　

６円

尋常小学校準訓導

　　

男

　　

５円

同 女

　　

４円

と比較すると興味がある。 村誌に出ている教育予算を次に示すことにする。

俸

　

給

　　　

雑

　

給 需用費

　　　

修繕費

　　　　

新築費

　　　　　

計

３０年

　　　

１９８．ｏｏ

　　

‐

　

３７，５０

　　　　

５０，８０ １５・００

　　　　　　　　　　　　

３０１・３０

４０年

　　　

５４５．３３

　　　　

５１，６９

　　　

２３３．ｉ２

　　　　

２７．３３

　　　　　　　　　　　　

８５７・４７
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４１年

　　　

６０Ｑ２９

　　　

・７４．５３

　　　　

２７５，９６

　　　　

８５．８〇

　　　

１，３６３．０６

４２おＥ

　　　　

６３６・６６

　　　　　

９８・５６

　　　　

・９３，８１

　　　　

６１・３０

２，４９９，７４

９９０．３２

　　

４３年度の鳥取村是によって４２年の収穫の状況を見ると， 自作， 小作， 兼業の農家数計１２９戸

で耕作段別２９４町１段５畝， 馬鈴薯， きび， 大根，人参の主作物の総生産額２４，０４２円であったとい

うから， 農家がいかに困っていたかが想像されると共に， 教育施設のために相当の負担を払ってい

たことがわかる。

結

　　　　

語

　

明治の初， 釧路の地には東北地方から移って来た漁民が住んでいたが， この人々は魚のことを

考えるだけで， 自分自身教育もなく， 子供の教育についても関心がなかった。 従って， この地の隣

りに貧しいが， 礼儀正しく， 文字についての智識のある人々が移って来たのを見て驚いたにちがい

ない。 鳥取士族の移民団も故郷鳥取に於ける時よりも， 武士の生活を自覚し，その美点を再認識し，
これを維持しようと努めたにちがいない。 当時青年男女が働きながら， 声一ぽいに歌って鍬を揮っ

たといわれる鳥取村開墾歌は彼等の気持を十分に現わしている。

恋し墳墓の地に背き

　　　　

玉と散る浪蹴立てつつ

ああ遂げくも来っるかな

　　

太古のままの蝦夷が島

護れや護れこの国土

　　　　

武士の道一筋に

明治十七神無月

　　　　　　　

村居はじめし民草は

君が恵の露うけて 朝日に鍬も照り栄ゆる

拓けや拓けこの国土

　　　　

武士道の一筋に

　　

（註） 作者片岡喜代大は移住当時１８歳， 島取中学に学び，１７年父と共に移住した青年である。

　

彼等の伝統の精神は貧困生活を通しても失われず，
“鳥取のいも”と罵られながらも，

“鳥取の

子供たちはちがう。 道であってもお互いにあいさつする
”と釧路の漁民を髭ろかせた。 製紙工場設

立の際， 純朴な村民の風紀を守り， 児童教育を守る上から猛烈な反対があったのも土地の発展を希

望しながらも， 他の影響により自己の風習の失われるのを快としないことが知られる。 やがて発展

に発展を重ね， 昔の農村の面影の殆んどなくなった現在， 老人の中には尚依然として古武士の風格

をはっきりと認めることができるが， 年少者はどうであろうか。 この点については同じ研究団の心

理学及びその他班の報告を参考にいただきたい。 ここから将来の教育に対する何かを発見すること

ができれば幸である。

参

　

考

　

文 献

鳥取村誌五十年誌．
鳥取町誌．
釧路国郷土史．
釧路発達史．

新選北海道史巻一より巻七，
釧路市史資料集第一・号より第三号．
北海道教育史地方編一．
釧路市史．
鳥取県教育史．
日進小学校七十五回年誌．
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６， 鳥取士族移住集団の心理的考察

奥

　　

野

　　　

明

北

　

野

　

栄

　

正

１． 士族集団機能の崩壊に関する考察

１． 研

　

究

　

方

　

法

　　

１） 本研究では主として鳥取士族移住集団に於ける集団機能の崩壊過程を， 現在その成員の子

孫である２～４代の人々の意識内容の吟味からとらえようとした。

　　

２） このために次の３つの事が計画きれた。
（１） 古老の意見聴取

　　

昭和３２年１１月１６日午後１時より釧路市鳥町公民館５号室にて， ６０歳以上の古老に集っても

らい，
“自分たちはその両親からどんなしつけを受け，

　

又， その子供たちにどんな膜をしたカゴ’ を

主題に１人３～５分間語ってもらい， それを録音した。

　

（２） 一般的意識調査

　　

別紙

　

質問紙ＬＰを作り（末尾添付）， 現在成員の子孫であっる小学校５年から高校３年までの

児童生徒（実験群）と成員外の子孫であって，

　

現在殆んど同じ地域にいる小学校５年から高校３年

までの児童生徒（統制群）に適用した。

　

（３） 態度調査

　　

別紙

　

質問紙［１１］を作り（末尾添付），上記実験群中の中学以上のものと現在成員の子孫であっ

て中学卒業以上の年令の者（実験群）， 並びに， 上記統制群中， 中学以上のものと， 現在成員外の子

孫であって中学卒業以上の年齢の者（統制群）に適用した。

　　

本質問紙〔１〕は［１］「孝行」 につき，［１１］「共産党」 につきそれぞれ７つの意見が極端に進歩的

なものから中性的立場を経て極端に保守的なものへと配列されている。 これらは一般の態度尺度の

構，成手続を省略し， 観念的な吟味とこの態度項目についての二， 三の専門家の意見をとり入れて構

成された。 従って各意見の尺度値は統計的な手続から決定きれたものでく，［１１ではィ，口，……ヘ

ト，ＬＩＩ］ではチ， リ， ……ワ， 力に対してそれぞれ１，２， …‐‐６，７という得点を与え， それを便宜

的に尺度値とした。

　

また適用については， ７つの意見中賛成又は反対のものをチェックさせるのではなくて， 被調

査者にＱ‐Ｓｏｒｔきせた。 なお， この質問による態度調査は当地域における上記実験群， 統制群と比

較するため， 同じ鳥取士族で米子市近郊に集団移住したものの子孫で， 現在中学生以上の年齢の者

にも適用した。

　　

３） 以上３つの調査に於いて当該集団に関しては全体調査に近い調査者数を期待し計画したの

であったが，（１）については予定者数の半数にも満たず，（２）については期待数の約７０％，（３）につ

いては略４５％という低い率に止つた。 なお，（２），（３）については， 児童生徒に関し約半数は釧路市

鳥取小学校で集団的に研究者直接実施し， あと半数と中学卒業以上の年齢の一般の者とは家庭通信

の方法によって実施した。

１１． 結果とその考察

１） 古老の意見聴取

（１） 集会参加者

　

１２名

（２） 主題に関する意見内容を概括すれば
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自分たちが子供の当時受けた膜は非常にきびしかった。 礼儀（おじぎすること， 下駄のぬぎ方

など）， 長上えの服従， 孝行， 人に頼らないこと，他から軽蔑さえないこと， 忠君愛国などが当時の

移住集団に於ける家庭教育の主な目標であった。 その中でも特に長上に，対する礼儀についてはやか

ましくしつけられた。

　

他方， 自分たちの子供の膜については， 一般に明確な規準をもっていないようである。
“思う

ようにはゆかなかった”と云う述懐が多く， 特に終戦後の価値転倒で自信をなくしたことが推定さ

れる意見内容が多かった。 ただ自分たちが受けた装， 特に長上への礼儀については価値高い目標と

して堅持されていた事はまちがいない。
（３） 当地域へ集団入植した者はいずれも軽輩で土分の者は４～５人にすぎなかったらしい。

　

しか

し入植家庭に於ける教育の方針には時代的，階級的な特性のあったことが以上の資料から伺われる。

　　

この特性は２代～３代にかけて少しずつ打ちこわされつつあり， 特に終戦後の新旧価値の混乱，

捨抗によってそれが大きく促進されたことは確かである。 しかし， このような封建道徳の漸進的な

自壊作用が本集団に於て特に著しく抑制されたか， 或いはまた， 逆に促進されたかについては参照

すべき手掛りをもたない本資料からは何らの命題も得られない。
２） 一般的意識調査

（１） 一般的意識調査についての有効な資料は小学校５年～高校３年までで実験群３４名，

　

統制群

３６名であった。 小， 中， 高の別なく一括して得られた資料を要約すれば次のようになる。

　

（２） 項目別資料の概括（質問紙［ｌｊ参照）

質

　　

問

　　

紙 ［１］

氏

　

名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住

　

所

学校名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学年

　　　　　　　　　　

男

　　

女

保護者の氏名

（１） 今の北海道人のは， みんなむかし内地（本州）のいろいろのところから移ってきた人たちの子孫です。

　

あなた

　

の

　

うちは

　

内地の

　

どこから

　

きたか 知って

　

いますか

１． はっきり

　

知っている

２． だいたい

　

知っている

３． ぜんぜん

　

知らなし・

｛２） 知っている人は

　

そのところ（県とか

　

国）の名前を次の【

　

１中に

　

かいて下さい。

　

｛「だいたい知って知っている」人もかくこと）

【

　　　　　　　　　　　

】

（３） あなたは， 今までに， うちで， 父や母， 祖父や祖母が

　

むかし

　

の事でいろいろ話するのを

　

きいた

　　

ことがありますか。
１． よくある

２， たまには

　

ある

３． ぜんぜん

　

ない

（４） その話のなかで，「むかしの人は

　

こう

　

だった，お前らも

　

もっと

　

しっかり

　

しなくては……」とい

　

う

　

意味のことを

　

きいたことがありますか

１． よくある

２． たまには

　

ある

３． ぜどんせ±ん

　

ない
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（５） 自分の

　

先祖の住んでいた

　

ところ（内地の

　

県や国）のことがなつかしく

　

行ってみたい

　

と思うこと

　

がありますか。

１， よく

　

ある

２． たまに

　

ある

３． ぜんぜん

　

なし・

（６） 誰でも

　

自分の

　

わる口を

　

きくと

　

腹のたつものです。今あなたが 次のような

　

わる口を

　

きいた

　　

と

　

したとき， どれに

　

一番腹

　

をたてますか， 腹のたつ順に１．２．３，４，と（

　

）の中に番号をいれて下

　

さい。

（

　　

） 日本人は１ばんに

　

ずるくて おまけに

　

なまけもの

　

が多い

（

　　

） 釧路の人は１ばんに

　

ずるくて， おまけに

　

なまけものが多い

（

　　

）

　　　　　　　　　

の県（または国）の人は １ばんにずるくて

（自分の先祖のところ） おまけに

　

なまけものが多い

（

　　

） 北海道の人は１ばんに

　

ずるくて おまけに

　

なまけものが多い

（７） 日本の

　

道， 府， 県の中で

　

好きな

　

ところを

　

３つあげ（

　　　

のところに）， 好きな順に１．２．３，と

　

（

　

）の中に

　

番号をいれ，【

　

ｊの中に

　

その

　

好きなわけ

　

を

　

かんたんに

　

かいて下さい。
、 ｉ

　

、 」

　

１ 」

（

　　

｝

　　　　　　　　　

【

（

　　

）

　　　　　　　　

【

（

　　

｝

　　　　　　　　　

【

（８） あなたは， これまでに， どんなことで

　

ーばんよく

　

しかられ（おこられ）ましたか。【

　

１の中に

　

か

　

んたんにかいて下さい。

父 か

　

ら→【

母 か

　

ら→【

祖父から→【

祖母から→【

質

　　

問

　　

紙

　

［１１］

　　　　

明治

　　　　

大正
男 ・ 女 昭和

　　　　

年

　　　　

月

　　　　

日生 職業氏名

終学校又
は現在学校 鰭 髭

　　　　　　

何代目か

　　　　　　　　　　　　　　

（県‐くに．しゅう）－

　　　

（控 熊 艶祖）

現住所

｛１）

齢

　

孝行は， 親だけに都合のよい古い道徳である

（ロ） 孝行は， いまの親たちが考えているほどの大事な道徳ではない

（ハ） 孝行は， かえって家庭を不幸にすることがある

に’ 孝行は， 子の親に対する感謝の心からなされるものである

｛ホ） 孝行があれば， 家の中は大体うまくゆく

ト） 孝行は，親がどうあるうと， 子として， しなくてはならぬものである

｛ト） 孝行は， 高の道徳で， これがなければ， 世の中はメチャクチャになる
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意 見 の 記 号 （ね 回 ｛ハ｝ ｛二｝ ｛ホ） ｛へ１ （ト｝

順 位 の 番 号

（２）

餅

　

共産党の念願は， すべての人を幸せにすることにある

｛リ｝

　

共産党は， まずしし・人々の味方になっている

例

　

共産党は， 一部のものの勝手をおさえる力にはなる

錫

　

共産党は， ずいぶんよい考えを持っているが， おそろしい感じもする

｛ヲ｝

　

共産党の考え方は， どうも実際的でない

｛ワ｝

　

共産党は， 私達の自由をおびやかすような気がする

｛対

　

共産党のねらいは， 社会の秩序を波かいしてしまうことにある

意 見 の 記 号 桝 （リ｝ ｛ヌ｝ ｛鱒 （ヲ｝ ｛ワ） （力｝

順 位 の 番 号

くや

　

り

　

か

　

た＞

これは

　

家の中の中学生以上のすべての人にやってもらいます（使用人はやらないこと）これをやるには

　

次

の順序にしたがい

　

誰とも相談しないで

　

静かなところで

　

まじめにやって下さい

①

　

まず州から｛ト｝までの７つの意見をよくょみ，
．わからないことは

　

そばの人にきき

　

理解すること

②

　

次に７つの意見の中， 自分の考えに合うものには○を， 合わないものは×を そのどちらでもないも

　　

のには△をつけること（０×△のしるしは｛ィ｝回・・｛ト）などの記号の左わきにつける）

③

　

○をつけたものの中で

　

ーばん自分の考えに合うものから順に

　

１．２．３．…と番号・をつける。 ×をつけ

　　

たものの中では， ーばん自分の考えに合わないものから順に７．６．…と逆の番号をつける

　　

△をつけたものの中でも

　

どちらかというと自分の考えに近いものから４．５．…というふうに， ０じる

　　

しのもの， ×じるしのもの番号につづくように番号をつける （けつきよく梢回国・・４ト｝の７つの意見

　　

に対して， 自分の賛成なものから不賛成なものへ順に

　

１．２，３．４．５．６．７，と 番号をつけることになる）

④

　

このようにして

　

つけた順位の番号（１，２，…６，７）下をの票のそれぞれの記号（｛ィ｝Ｆ｝．・骨｝）の下にその

　　

まま引きうつすこと

⑥

　

ｍ）も（１）と同じやりかたです

⑥

　

やりかた

　

でわからないところは

　

相談してもかまいません， ただ

　

０×△をつけたり， 順位の番号

　　

をつけたりするときは

　

ひとりでやって下さい， 叉一度やったものをほかの人の考えによって

　

なお

　　

すことは

　

しないで下さい

⑦

　

どんな

　

順位をつけるのが

　

よい（あっている）とか

　

わるい ばちがっている）とか

　

いうものでは

　　

ありませんので， 思った通りにやって下さい

⑨

　

氏名から現住所までの

　

ーばん

　

はじめのところは

　

みんな１人１人わすれずに

　

必らず記入して下

　　

さい

⑨

　

でき上りましたら， 左の質問紙だけきりとり全部まとめて同封のフートに入れ， 密封の上， 御投函下

　　　　

さい

（３）

し、。

項目（１），（２）に於いて，

この認知の程度は県人意識，

先祖の地を認知している程度は実験群， 統制群の間に何らの差がな

， くに衆意識の濃度と関係あると仮定するならば， 鳥取士族移住集
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Ｑｕｅｓ‐
ｔｉｏｎ

回×ＰｅｒｉｍｅｎｔａＩＧｒｏｕＰ｛Ｎ＝３４）

（１）

１． はっきり知っている………………１４

２． だいたい知っている……”……・… ８

３， ぜんぜん知らない……………… １２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３４

鳥

　

取…………１９ 仙

　

台………… ２

北海道……‘…・・２ な

　

し…………１１

　　　　　　　　

（ぜんぜる知らない）

（３）

１，

　

よくある……………………………１３

２．

　

たまにはある………………………１８

３，

　

ぜんぜんない……………‘・・…”…・３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３４

（４）

１．

　

よくある……………………………

　

９

２．

　

たまにはある………………………１７

３，

　

ぜんぜんない……”……“”……… ８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３４

（５）

１．

　

よくある……………………………

　

３

２，

　

たまにはある………………………１３

３，

　

ぜんぜんない……“…・…“………・１８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３４

（７｝

，［凝薮壱繋型髭縞果を示すｏ従って］：

地１業炉国電毎轍：：：：：：：：：：：：：：考訂
域 無応答………．……

鰹鳥取塾Ｊ

糟 計ｏ２

［従って総島は長畑鰍
じ

　　

］・

地ｉ北海道，北海道内・・・…………２３１

城無法答．．二……．－－．
：：：：ニコヨ

三園

　

品・０８
父

　

か

　

ら 母

　

か

　

ら 祖父母から 父

　

か

　

ら 母

　

か

　

ら 祖父母から

勉強のこと…８

けんくわ……４

我まま………４

行

　

儀………３

乱ぼう………２

仕事のこと…２

我まま…”…・５
≧ さ‐‐‐‐．－１ あと仕未……２

ハキハキ
，．．，，．２

しない
無駄使い……２

行

　

儀………４ いじわる……１
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団という意識はこの若い世代では特別のものとは考えられない。 従ってまた先代または２代からの

かかる意識形成に対する影響力は両群において差がないと推定される。 この事は， 項目（３），（４），（５）

に於いて両群に差のないことからも明瞭に支持されよう。 特に（５）の先祖の地に対する若い世代の

心理的距離は外見上わずかではあるが， 統制群の方が実験群に比べ近いこと（統計的に有意ではな

いが）が注意される。

　　

先祖の地（くに），

　

日本， 釧路， 北海道の４つに対する心理的距離は（６）によって更にたしかめ

られる。 実験群では悪□を云われて腹の立つ順は， 釧路の人， くにの人， 北海道の人， 日本人とな

っているのに対し， 統制群では， 釧路の人， 北海道の人，日本人， くにの人という順になっている。

各群内の度数についての２検定を施せば， 何れも有意差（実験群では５％水準， 統制群では２％ 水準

で）が認められるが， 群とこれら４つのカテゴリーとの間には何らの関係も認められず， 統制群に

比し実験群に於いて， くにの人に対する心理的距離の近い（小さい）ことは外見上にすぎない。（７）

も地域に対する心理的親近度をみる質問項目になっているが， 両群の間に何らの差もみられない。

（８）は若い世代の人々が家庭に於いてもつ代表的な人間関係のあり方を，しかられるという点からみ

たのであるが， ここでも両群を弁別する何らの標識も見出されない。 外見上からは， 実験群の父母

は統制群の父母に比して 「行儀」 を重視し， また統制群の母は実験群の母に比し「勉強」 への関心

が大きい。

　　

以上本調査結果の考察を要約すれば， 鳥取士族移住集団に属する若い世代（小学校５年～高校

３年まで）に於いては， 先祖の土地や人に対する認知や親近感， 家庭に於ける影響のされ方や人間

関係のあり方などにつき， 何らの特異点も見出されないということ， 換言すれば， 初代から
２代に

かけて発達してきたと推定される特異な集団機能はこの若い世代では 早や完全に消失していると

いってよい。

３） 態度調査（質問紙［ｌｑ参照）

（１） 態度調査に於ける資料整理は次の方法によった。

①
；；；；＝：：； ＊｝にそれぞ瀞，２，，，．，，．６，７の得点を与え，各工，ロを尺度と考えるｏ

　　

②

　

各群毎に Ｑ‐ｓｏｒｔの結果につき， 平均順位を算出し，

　

＜平均順位１に相当する尺度値一平

均順位７に相当する尺度値＞を求め，これをＣ‐Ｒ値とする。（このＣーＲ値は各被調査者についても，

各群の平均順位に関しても， Ｑ‐ｓｏｒｔの性質上， も信頼度の高い変数も考えられると同時に， これ

によって保守－進歩の相対的位置をみるのに適している。 即ち，Ｃ‐Ｒ値が十であれば保守的（
Ｃｏｎ‐

ｓｅｒｖａｔｉｖｅ）， 一であれば進歩的（Ｒａｄｉｃａｌ）となり， その絶対値の大きさはそれぞれの程度の大きを示

すことになる）。 これによって資料を整理すれば Ｔａ
ｂｌｅｌが得られる。

　　

⑥

　

各被調査者毎にＣ－Ｒ値を求め， それによって資料を整理すればＴａｂｌｅｌ工が得られる。

　　

④

　

すべての調査群を３０歳以下の青・少年層と３０歳以上の壮・老年層に区別し，それぞれＹ，

○， とする。

　　

⑤

　

各群各層の平均順位とそれらの相関（ＲａｎｋＭｅｔｈｏｄによる係数 た で示す）は Ｔａｂｌｅｌｌｌの

通りである。

　　

⑥

　

後に， 実験群， 統制キ宮なからそれそれ典型的な１家族を抽き出し， それぞれの家族成員間

の相関を Ｑ‐ｓｏｒｔの結果につき求めれば ＴａｂｌｅＩＶ が得られる。
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Ｔａｂｌｅ

　

ｌ

Ｉ 虹

Ｙ Ｏ Ｙ Ｏ

団×ＰｅｒｌｍｅｎｔａＩ

　

Ｇｒｏｕｐ

ＣーＲ

Ｎ

４－３＝１

　

４

　　

ｒ２

４－‐３＝１

　

２７

４－７＝－３

　　

４２

３－７＝－－４

　　

１９

Ｃｏｎｔｒｏｌ
Ｇｒｏ川）

ＣＭＲ

Ｎ

４－３＝１

　

３７

４－３＝１

　

３５

３－‐７＝ー４

　　

３６

５－７ゴー２

　

３４

Ｙｏｎａｇｏ
Ｇｒｏｕｐ

Ｃ‐Ｒ

Ｎ

４－１＝３

　

１８

４－６＝－２

　　

２２

３－７＝－４

　　

１２

５－７＝－２

　　

１７

誠三

　

①

　

１， 虹 において Ｎ（調査人員）に差のあるの｛．±不完全資料を除いたためである。

　

②

　

大数字が Ｃ－Ｒ 値， 被減数は平均順位１に相当する尺度値， 減数は平均順位７に相当する尺

　　　

度値。

Ｔａｂｌｅ

　

ｌｌ

Ｉ 亙

Ｙ Ｏ Ｙ Ｏ

籾×１）ｅｎｍｅｎｔａＩ

　

Ｇｒｏｕｐ

Ｍ

　

Ｖ

　

Ｎ

．３８

５，８１

４２

２，０７

８．１５

２７

－，７４

１６．０７

４２

－１．７９

１２．００

１９

Ｃｏｎｔｒｏｌ
ＧｒｏｕＰ

Ｍ

　

Ｖ

　

Ｎ

－，２７

６．７２

３７

．２６

７．２６

３５

－－１．６７

１５．２０

　

３６

－．７４

１４，２１

３４

Ｙｏｌｌａｇｏ
Ｇｒｏｕｐ

Ｍ

　

Ｖ

　

Ｎ

１，２８

１１，３５

１８

１，３２

１１，６７

２２

－２．４２

１２．０９

　

１２

－１，２４

１１．５６

１７

註

　

①

　

Ｍ＝Ａｒｉｔｈｍｅｔｉｃ ｍｅａｎ．

　

②

　

Ｖ＝Ｖａｒｉａｎｃｅ刀（Ｘ－Ｍ）２月Ｎ－１）によって算出。

Ｔａｂｌｅ

　

ｌｌｌ

工 ＝

イ ロ

　

ノ＼ ホ

　　

ヘ ト チ
． １ １ ‐ ー

ヌ ノレ ヲ ワ ヵ

Ｓｃａｌｅ Ｉ ２ ３ ４ ５ ６ ７ Ｉ ２ ３ ４ ５ ６ ７

団さ．
Ｙ

　

Ｏ

ｖ

　 　

ハ ｈ ）

４

　 　

５

７

　 　

７

１ ｛

　 　

１ ←

２

　 　

２

 ^Ｋ Ｕ

　 　

Ｉ Ａ Ｉ

４

　 　

３
６

６

５

２

２

Ｉ

Ｉ

３

３

４

４

５

７

７

団×Ｐ．Ｇ，
（Ｙ，０） ，８９

Ｃｏｎｔ．Ｇ．
（Ｙ．の

．９６

Ｃｏｎｔ，
Ｇ．

Ｙ

　

Ｏ

Ｇ ｖ

　 　

ハ ｂ

４

　 　

３

７ 十

　 　

７ ◆

． ふ

　 　

． ふ

２

　 　

２

ｑ い

　 　

十 ４

ｒ ｏ

　 　

ｒ ｏ
１．５

６

４

５

３

３

１．５

２

６

Ｉ

５

４

７

７

Ｙｏｎａ，Ｇ，
（Ｙ．の

，９５

き詰り１・００
Ｙｏｎａ，
Ｇ．

Ｙ

　

Ｏ
７

６，５

４

　 　

５
６

６，５

． ム

　 　

ー ふ
２

　　

３

　　

５

２

　　

３

　　

４

４．５

５

２

４

Ｉ

２，５

３

２，５

４．５

Ｉ

６

６

７

７ ｏ（撚る）．８６
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Ｔａｂｌｅ

　

ＩＶ

ＣｏｎｔｒｏＩＧｒｏｕｐ
（Ｓａｌａｒｙｍａｎ）

工

　　

＼＼＼＼＼

　

江
鳶ｘＰｅ「器量座臥）

ＧｒｏｕＰ

Ｉ ２ ３ ４

・（総￥極） ．１８ ．１４ ・０７ － 総￥霊，） －．３２ ・７１ ．８９

２総認識 ．１８ －，５４ ．４３ 二総諸） ．６１ －．１９ ．０９

３磁器『ｏ
１
） ．７５ ，５０ ，５０ 三（醗ｉｉ

ｒ
，，）

．７５ ，８９ －，１１

４ 鰻 書
ｈｏｏ１
） ．７９ ．６４ ．８６ 凹（菱餅茅）－・７１ －・１１ －．４０

註

　

①

　

係数はγｓ

　

②

　

それぞれ－ より下が１に関， 上が江に関している。

　

⑧ （

　

）内は成員の生年， 性， その他を示す。

（２） 結果の概括

　

①

　

Ｔａｂｌｅ工に於いて， 卿こ関し実験群， 統制群間にも， 年令層（Ｙ．○田鋤こも全く差異なく共

にわずかに保守的である。１１に関しては何れも進歩の極に傾いているが，同様に明らかな差はみら

れない。 ただ， 米子群に於いて，
Ｙ．０の関係が予想に反し，若年層が保守に， 高年層が進歩に傾い

ているのが注意される。

　

②

　

Ｔａｂｌｅｌｌについて，１，１１，別に分散分析を行えば， それぞれとなって， 共に如何なる要因

Ｆａｃｔｏｒｓ

　

８ ず ８″ ＦＩ

Ｇｒｏｕｐｓ

Ａｇｅｓ
団ｒｒｏｒ十
（Ｇ，＞くＡ．）

２．１４７７

．８５０９

．７１８４

２

　 　

１

　 　

２

１．０７３９

．８５０９

．３５９４

２，９６＜嘉ｏ，ｏ５＝１９，００

２，３７＜風ｏ，ｏ５＝１８，５１

３．７１７０． ５

　

　　　

　

　　　

　　　　

．４７５

　　　

２

　　　　

．２３７５

Ｆａｃｔｏｒｓ

Ａｇｅｓ

　　　　　　

．１８７

　　　

１

　　　

．１８７

趨ｒｒｏｒ十

　　　　

Ｉ．４９３

　　　

２

　　　

．７４６５（Ｇ，×Ａ．｝

　　　　　　　

２．１５５

　　　

５

についても有意でない， （群×層の交互作用も明らかに有意でないことが上表から推測される）。 た

だ傾向としてではあるが， １に関し， 若年層は高年層に比べて， 何れの群もより進歩の極に近く，

その差は実験群に於いてかなり大きい（．３８～２，０７）。１１に関しては， 実験群以外の他の２群では若年

層は高年層より進歩的であり， 実験群に於いてはこの関係が逆になっている。

　　

③

　

Ｔａｂｌｅｌｌ工については Ｔａｂｌｅｌの結果を具体的に示したにすぎない。 相関について考える

に，１に於いては各群の若年者と高年者との相関高く， 若年者に於ける両群の相関も高いことから，

この研究集団に属する若年者が何ら特異な影響をその高年者から受けていないと言えよう。 工に関

する限り， 群別， 年齢層別を通して意識内容の似よりが大きく， 特別の要因を考えることが出来な

い。１１については一般に相関が
低い。 このことは Ｔａｂｌｅ

ｌ工で明らかなようにＣ－Ｒ値の分散が工に

比し著しく大きいことと対応Ｌ．ている。 （１工については Ｑ‐ｓｏｒｔがかなり困難で，相当数の被調査者

が手をつけていなかったり， でたらめなやり方をしている。 分散の大きいことと， 相関の低いこと

はこの実施上の困難性に起因していると考えられる） ＴａｂｌｅＩＶからも両家族間に特別な相異を見

出すことが出来ない。

　　

④

　

態度調査の結果から考察されることを概括すれば， 研究の対象となっている集団の高年者
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群は調査きれた態度の点で一般の高年者群と何ら達つたものをもっていない。・従って， この集団に

属する若年者群は何ら特異な影響をその先代者から受けていないことがわかる。 要するに， 本調査

からは， 鳥取士族移住集団の現存後代者は他の一般移住者の後代者とその意識内容の上で何ら異な
ったものをもっていないこと， 換言すれば， 本集団のそのはじめもっていたと考えられる特異な集

団機能はすでに３～４代に於いて完全に崩壊し去っていることが推定される。

２， 士族集団意識の衰退に関する考察

　　　

１． 研

　

究

　

方

　

法

　　

人間の社会生活は， 集団生活における他人の認知

　

，他人の自己認知， こ，の自他相互の認知を基

礎として営まれている。 このように自他相互の行動が自他相互の刺戟となり反応となっているので

あるが， 個人が或特殊な状況に反応する方法は集団生活における雑多な刺戟の特殊性に依存するの

みならず， 時間的， 空間的な特殊性における自己の態度の特殊性に依存しているものと思われる。
個人には既に他人や集団に対して種々雑多な態度を持っている。 このような態度は個人の学習を通

して形成されたものであり， 他人の既成態度の受容に依存している場合もあり， 広義の意味におい

ては社会的条件づけ（Ｓｏｃｉａｌｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ）に依存しているものと思われるが， 個人には他人或いは

集団に対して物理的， 地理的関係の他に社会的距離（Ｓｏｃｉａｌｄｉｓｔａｎｃｅ）の態度を持っている。

　　

社会的距離は集団内の個人間の関係や集団間に得られる共感的理解の度合について云われる。
例えば，－地理的に非常に近くに住んでいても常に距離的に非常に遠く感ずる個人や集団があり， 或

いは反対に地理的に非常に遠くに住んでいる個人や集団に対しても常に距離的に近く感ずる場合が

ある。 このように我々には地理的， 物理的な条件を度外視した個人や集団に対して社会的距離の態

度を持っている。 そして物理的， 地理的に遠くとも距離的に非常に近く感ずる個人や集団に親近感

を抱き， 物理的， 地理的に近くに住んでいても親近感を抱かしめない個人や集団がある（１，１０７）。
それは社会生活において自他相互の認知に親近感がない。 すなわち， 自他相互の共感的理解が少な

いことによって起るものと思われる。 このように共感的理解の欠如は親密性の発達を阻むものと考
えることが出来る。

　　

態度の測定は Ｔｈｕｒｓｔｏｎｅ， Ｌ．Ｌり Ｌｉｋｅｒｔ， Ｒ，， Ｇｕｔｔｍａｎ，Ｌ．，Ｂｏｇａｒｄｕｓ， Ｅ，Ｓ，などによって種

々な尺度が作られているが， 社会的距離尺度のよき例はＢｏｇａｒｄｕｓ，Ｅ，Ｓ，の社会的距離尺度（Ｓｏｃｉａｌ

ｄｉｓｔａｎｃｅｓｃａｌｅ）である。 Ｂｏｇａｒｄｕｓ，Ｅ．Ｓ，の社会的距離反応は事実上の社会的行動， 感情反応より

選んだユニット（Ｕｎｉｔ）とそれを社会的に近いものから遠いものにいたるまでの等距離の段階であら

わすような（Ｓｃａｌｅ）ではかられる。 Ｂｏｇａｒｄｕｓ，Ｅ．Ｓ，は社会的距離を７つのパイル（Ｐｉｌｅ）に分け， そ

れぜれのＰｉｌｅに応じて質問紙を作り， 民族的偏見を研究している（２），（３Ｊ。 その結果， 英国はじめ

西欧民族に対する顕著な親密感， 南欧， 東欧民族への好感， アジア人， アフリカ人， ニグロに対す

る疎遠， 排斥（４，５０４）， すなわち， 社会的距離の近い民族には親和， 協力， 友愛の態度が示されて

し・るが， 社会的距離の遠い民族には疎遠， 排斥， 憎悪の態度が示されている。

　

普通種々なる程度の社会的距離， 親密の度合は次の意味で表わされる。 すなわち，１．信用，２．
親密，３．親しい，４，既知，５．積極的な集団既知，６．消極的な集団既知，７．参観者， と思われる。
が， 以上の社会的距離法をもとにして， 鳥取士族集団成員間の共感的理解の度合がどのように推移

しているかを考察したいと思う。

　

１） 調査材料

　

（１） 成人用調査， 鳥取県の移住士族（２代目， 男７名， 女５名）について， 鳥取移住士族相互
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の交際， 理解， 生活上の問題などについて意見を求めた。 それ
らの意見の結果を整理し，６０のｓｔａ－

ｔｅｍｅｎｔにまとめ， 一表に印刷し， 大学々生１０名（男５名， 女５名）に６０のｓｔａｔｅｍｅｎｔを次の Ｒａ‐

ｔｉｎｇ によって評定させた。 すなわち， 上記６０の各ｓｔａｔｅｍｅｎｔそのものの表わす意味が，

も親密であると思われるもの………………１

非常に親密であると思われるもの……………２

親密であると思われるもの……………………３

親密でも疎遠でもないと思われるもの………４

親密でないと思われるもの……………………５

非常に親密でないと思われ、るもの………
……６

も親密でないと思われるもの………………７

と評定してもらった。 次に各ｓｔａｔｅｍｅｎｔの評定結果の平均点を求め， 平均評定，１０，２０，３
０，４０，

５０，６０，７０に も近い ｓｔａｔｅｍｅｎｔを各１つずつ選んだ。以上の手続を経て選んだ
７つの尺度（ｓｃａｌｅ）

は Ｔａｂｌｅｌの通りである。
Ｔａｂｌｅ

　　　　　　　　　　　

（

　　

） 代

　　

ねんれい（

　　

）きい

　　

おとこ

　　

おんな

　

っぎの７つの女のうち

　

あなたのきもちを

　

もっともよくあらわした女に○をつけてください。

　　　

１， とつとりの

　

しぞくの人を

　

もっともしたしい友だちとして

　

えらびたい。

　　　　

２， とつとりの

　

しぞくの人には

　

こまったときに

　

そうだんしたい。

　　　

３， とっとりの

　

しぞくの人が

　

あそびにくれば

　

よい。

　　　

４， とつとりの

　

しぞくの人と

　

あいさつを

　

かわしたい。

　　　

５， とつとりの

　

しぞくは

　

たんに

　

ちようないの

　

ほうもんしや

　

であればよい。

　　　

６， とつとりの

　

しそくぽ

　

きんりん

　

いがいの土地に

　

すんでもらいたい。

　　　

７， とつとりの

　

しぞくは

　

ちようない

　

いがいの土地に

　

すんでもらいたい。

　

（２） 小学校， 中学校用調査，小学校児童，中学校生徒用調
査については， 前述鳥取移住士族（

２

代目， 男７名， 女５名）について， 彼らの子供や孫における士族相互の交際， 理解， 生活上の問題

などについて意見を求め， その結果を整理し， 同じく６０のｓｔａｔｅｍｅｎｔにまとめ， 一表に印刷し，

そのｓｔａｔｅｍｅｎｔの評定者及び評定方法は前述成人用調査の場合と同様である。以上の手続を経て選

んだＳｃａｌｅは Ｔａｂｌｅ２の通りである。

Ｔａｂ１ｅ

　

乙

　　　　　　　　　

（

　　

） 代

　　

あなたのとし（

　　

｝歳

　　

男

　　

女

次の女の中にある子供とは

　

あなたと同じ

　

としの子供と考えて下さい。

次の７つの女のうち

　

あなたの気特をもっとも

　

よくあらわしている女の番号に○をつけて下さい。

　　

１． 先祖が鳥取の士族であった子供と

　

もっとも親しい友だちになりたい。

　　

２． 先祖が鳥取の士族であった子供と

　

ならんで勉強したい。

　　

３， 先祖が鳥取の士族であった子供が

　

遊びにくればよい。

　　

４． 先祖が鳥取の士族であった子供と

　

たまに遊びたい。

　　

５． 先祖が鳥取の士族であった子供が

　

クラブにいてもよい。

　　

６． 先祖が鳥取の士族であった子供とは

　

話したくない。

　　

７． 先祖が鳥取の士族であった子供は

　

学校にいないでほしい。

２） 手

　　

続

Ｔａｂｌｅｌ及び Ｔａｂｌｅ２の社会的距離尺度を鳥取移住士族（子孫）……以下鳥取移住士族と呼ぶ。
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計９７名【小学校５年以上の児童及び中学校生徒はＴａｂｌｅ２に， 中学校卒業以上の青年（高等学校生

徒も含む）及び成人には Ｔａｂｌｅｌに，ｉに彼らの気持を もよくあらわしている

　

ｓｔａｔｅｍｅｎｔを１つだ

け選んでもらった。９７名の被験者の内訳は Ｔａｂｌｅ３の通りである。調査期間は昭和３３年１月１５日
～１月２５日。

Ｔａｂｌｅ

　

３

Ｍａｌｅ

　　　　

Ｃｈｉｌｄｒｅｎ
（Ｆｒｏｍ ｔｈｙｅａでｉｎｐｒｉｍａｒｙ
ｓｃｈｏｏｌｔｏ ｍｉｄｄｌｅｓｃｈｏｏｌ）

１３ １１

　　　

Ａｄｏｌｅｓｃｅｎｃｅ
（Ａｆｔｅｒｇｒａｄｕａｔｉｏｎｆｒｏｍ

　　

ｍｉｄｄｌｅｓｃｈｏｏｌ）
９ １１

Ａｄｕｌｔ ２６ ２７

Ｔａｂｌｅ

　

４

Ｍａｌｅ

　　　　

Ｃｈｉｌｄｒｅｎ
｛Ｆｒｏｍｔｈ Ｙｅａｒｉｎｐｒｉｍａｒｙ
ＳｃｈｏｏｌｔｏｍｉｄｄｌｅＳｃｈｏｏｌ）

２ ３

　　　

Ａｄｏｌｅｓｃｅｎｃｅ
（Ａｆｔｅｒｇｒａｄｕａｔｉｏｎｆｒｏｍ

　　

ｍｉｄｄｌｅｓｃｈｏｏｌ）
４ ３

Ａｄｕｌｔ ２２ １８

　

更に， 上記鳥取移住士族における社会的距離尺度の結果と比較考察するために， 鳥取士族で鳥

取県内において鳥取移住士族と生活条件などにおいて殆んど酷似している鳥取県米子市東福原新開

に移住する鳥取士族（子孫）……以下鳥取士族と呼ぶ。 計５２名について， 調査の適用及び調査の方

法は鳥取移住士族の場合と同様に行った。５２名の被験者の内訳はＴａｂｌｅ４の通りである。 調査期間

は昭和３３年２月１５日～２月２５日。

　　

以上鳥取移住士族及び鳥取士族による Ｔａｂｌｅｌ及び Ｔａｂｌｅ２の社会的距離尺度の結果を士族集

団間の共感的理解， 親密の度合が， 彼らの出生年代間において如何に推移しているか， 更に世代間

において如何に推移しているかを考察したいと思う。

１１． 結果とその考察

　　

１） 士族集団間の共感的理解， 親密の度合が出生年代間において如何に推移しているか。

　　

鳥取移住士族及び鳥取士族ともに出生年代を， 明治， 大正， 昭和の年代に分け，Ｔａｂｌｅｌ及び
Ｔａｂｌｅ２による調査の結果， Ｔａｂｌｅ５は鳥取移住士族の結果であり，Ｔａｂｌｅ６は鳥取士族の結果であ

る。 Ｔａｂｌｅ５からは鳥取移住士族においては社会的距離の程度は明らかに出生年代に大きな関係を

Ｔａｂ１ｅ

　

５

　　　

（

　

）＝％

Ｂｉｒｔｈ

Ｍｅｉｊｉ Ｔａｉｓｈ６ Ｓｈａｗａ

１

　 　

２

　 　

３

　 　

４

２１（７０，００）

３（１０．００）

５（１６．６７）

１（３．３３）

７Ｌ４６．６７）

１（６．６７）

５（３３．３３）

２｛１３．３３）

１５（２８．８５）

１３（２５．００）

１３（２５．００）

１１｛２１，１５）

Ｔａｂｌｅ

　

６

　　

（

　

）＝％

Ｂｉｒｔｈ

Ｍｅｉｊｉ Ｔａｉｓｈ６ Ｓｈｏｗａ

１

　 　

２

　 　

３

　 　

４

　 　

５

６（４０．００）

１（６．６７）

３（２０．００）

２（１３，３３）

３（２０．ｏｏ）

２（１５，３８）

１（７，６９）

１｛７．６９）

２（１５．３８）

７（５３．８５）

１３（５４．１７）

２（８．３３）

４（１６．６７）

２（８．３３）

３（１２．５０）

もっている。 すなわち， 古い年代に生れた人々ほど士族集団間の共感的理解， 親密の度合が強いこ

とを示している。 鳥取移住士族では社会的距離の も近いＳｃａｌｅｌについては各年代においてそれ

ぞれ多いけれども， 特に， 明治年代に出生した人々に も多い。 そして， 社会的距離の比較的遠い

Ｓｃａｌｅになるにつれて新しい年代に生れた人々が多くなっている。 しかし， 鳥取士族においては，
士族集団間の共感的理解， 親密の度合は古い年代に生れた人々が強いとは云えない。 Ｔａｂｌｅ６にょ
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ると， 昭和年代に生れた人々が も強く， 次に明治年代， 後に大正年代に生れた人々となってい

る。以上を鳥取移住士族と鳥取士族とを比較すると，社会的距離尺度において鳥取移
住士族はＳｃａｌｅ

４までであるが， 鳥取士族はＳｃａｌｅ５までであり， 全体として鳥取移住士族の集団成員間の社会的

距離が近く， 殊に明治年代それから大正年代に生れた人々が近いが， 昭和年代に生れた人
々には鳥

取移住士族と鳥取士族にほとんど差がなくなっている。Ｔａｂｌｅ７及び Ｔａ
ｂｌｅ８は鳥取移住士族及び

Ｔａｂｌｅ

　

７

　

Ｂ誠

　

１ の２ Ｅ 鞠ｎｉ鯨鴫

ＭｅｉｊｉＴａｉｓｈ６Ｓｈ６ｗａ

ＭｅｉｊｉＴａｉｓｈ６

Ｔａｉｓｈ６Ｓｈ６ｗａ

ＭｅｉｊｉＳｈ６ｗａ

２８．９０６

４．３６５

３，６８５

Ｔａｂｌｅ

　

８

　

蹴ｈ

　

ｌ の２ １Ｓｉｇｎｉ鯨ｎｔ

ＭｅｉｊｉＴａｉｓｈおＳｈおＷａ

　　

９．８２３

ＭｅｉｊｉＴａｉｓｈ６

　　　　　　

０．６７２

Ｔａｉｓｈ６Ｓｈｉｉｗａ

　　　　　　

ｌｌ．１３７

　　

※

Ｍｅｉｊｉｓｈ６ｗａ

　　　　　　

ｌ．０５３

升

　

Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔａｔ５ｐｅｒｃｅｎｔｌｅｖｅｌ

鳥取士族のそれぞれの出生年代間における以上の結果を⑦２検定によって有意差を検定したもので

あるが， 鳥取移住士族においては明治， 大正， 昭和の年代間において， 及び明治と
昭和の年代間に

おいてのみそれぞれ有意差があり， 鳥取士族では大正と昭和の年代間においてのみ有意差がある。

　　

２） 士族集団間の共感的理解， 親密の度合が世代間において如何に推移しているか。

　

鳥取移住士族及び鳥取士族ともに移住した世代を第１代とし，２代，３代，４代（１代の生存者

は調査では得られなかった）に分け，Ｔａｂｌｅｌ及び Ｔａｂ
ｌｅ２による調査の結果， Ｔａｂｌｅ９は鳥取移住

士族の結果であり， Ｔａｂｌｅｌｏは鳥取士族の結果である。
Ｔａｂｌｅ９からは， 鳥取移住士族においては

Ｔａｂｌｅ

　

９

　　　

（

　

）＝％

Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

２ ３ ４

１

　 　

２

　 　

３

　 　

４

１２（６３．１６）

２（１０．５３｝

４（２１．０５）

１（５，２６）

１７（５０，００｝

５（１４．７１）

９（２６．４７）

３（８．８２）

１４（３１．８２）

１０（２２，７２）

９｛２０．４６）

１１（２５，００）

Ｔａｂｌｅ

　

ｌ‐ｏ

　

・ （

　

）＝％

Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

２ ３ ４

１

　 　

２

　 　

３

　 　

４

２（３３．３２）

１（１６．６７）

１（１６．６７）

１（１６．６７）

１（１６，６７）

８（３２００）

１（４．００）

４（１６．００）

３（１２．００）

９（３６．ｏｏ）

１１（５２．３８）

２（９．５２）

３（１４．２９）

２（９．５２）

３（１４．２９）

社会的距離の程度は， 世代間においても明らかに大きな関係をもっている。 社会的距離の も近い

Ｓｃａｌｅｌ‐については各世代とも多いけれども， 特に２代に多く，３代，４代の順となっている。 すな

わち， 古い世代の人々ほど士族築団成員間の共感的理解，親密の度合が強いこと
が云える。 しかし，

鳥取士族においては社会的距離の程度は世代間に関係をもっているとは云えない。Ｔａｂｌｅ
ｌｏによる

と， 社会的距離の近さは４代，２代，
３代の順となっている。 そして， 鳥取移住士族と鳥取士族と

を比較すると， 鳥取士族よりも鳥取移住士族の士族集団成員間の共感的理解， 親密の度合は
２代，

３代において強くなっている。 しかし，４代になると殆んど差はみられない。
Ｔａｂｌｅｌｌ及び Ｔａｂｌｅ

１２は鳥取移住士族及び鳥取士族の世代間における以上の結果を①２検定によってそれぞれ有意差を

検定したのであるが， 鳥取移住士族及び鳥取士族ともに各世代間の有意差はみられない。 が， 鳥取

移住士族において， 社会的距離の比較的近いＳｃａｌｅ（１，２）と比較的遠いＳｃａｌｅ（３，４）の世代間の差

異をみると， 〆＝９，６３＞の
２
ｏｍとなって， 有意差があるが， 鳥取士族では， 社会的距離の比較的近い

ｅｉｊｉＳｈ６ｗａ

　　　　　

１４．２６８

　　

葵葵

葵葵

　

Ｓｉｇｎｉａｃａｎｔａｔ１ＰｅｒｃｅｎｔｌｅＶｅｌ
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Ｔａｂｌｅ

　

ｌｌ Ｔａｂｌｅ１２

Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ ，お
２ Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ

２．

　

３．

　

４．

２．

　

３．

３，

　

４．

２．

　

４．

６．１３６

０，８０６

３．３８８

０．８１０

Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

　　　　　

が ＳｉｇｎｉＨｃａｎｔ

２，

　

３．

　

４．

２．

　

３，

３，

　

４．

２．

　

４．

９，７０

０，８４９

４．９９２

６，８０４

Ｓｃａｌｅ（１，２，３）と比較的遠いＳｃａｌｅ（４，５）の世代間の差異をみても，⑦
２＝３．６４，０，２０＞Ｐ＞０．１０となっ

て有意差はみられない。

結

　　　　

語

　　

１） 「一般意識」及び「態度」 の調査を鳥取移住士族及び鳥取士族， 鳥取移住士族外の現存後

代者に適用し， 比較検討した結果次のような結論が得られた。

　

（１） 鳥取士族移住集団に属する若い世代においては， 先祖の生地や人々に対する認知，親密感，
家庭における影響のされ方や人間関係のあり方などにつき何ら特異点が見出せない。

　

（２） 鳥取士族移住集団に属する若い世代においては， 特異な影響をその先代者から受けていな

い。 初代から２代にかけて発達してきたと考えられる特異な集団機能は若い世代では完全に崩壊し

ていると推定される。

　　

２） 社会的距離尺度によって鳥取移住士族及び鳥取士族の出生年代間及び世代間に於ける集団

成員間の共感的理解， 親密の度合を測定し次のような結論が得られた。

　

（１） 古い世代に属する鳥取移住士族の集団成員間の共感的理解， 親密の度合は強い。

　

（２） 若い世代に属する人々では鳥取移住士族と鳥取士族にはほとんど差異はなく， 特殊な集団

意識を持っているとは思われない。
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